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序 文 

独立行政法人国際協力機構は、モザンビーク共和国のナカラ回廊送電系統強化計画にかかる協力準備
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式会社に委託しました。 

調査団は、平成26年 4月から平成27年 1月までモザンビークの政府関係者と協議を行うとともに、

計画対象地域における現地踏査を実施し、帰国後の国内作業を経て、ここに本報告書完成の運びとなり

ました。 

この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つことを願う

ものです。 

終わりに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

平成27年 3月 

独立行政法人国際協力機構 

産業開発・公共政策部 

部長 植嶋 卓巳 
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要  約 

1. 国の概要 

モザンビーク共和国（以下｢モ｣国という）は、アフリカ大陸南東部に位置する共和制国家である。イ

ンド洋に面した国土は南北約2500kmに広がり、南に南アフリカ共和国、南西にスワジランド、西にジン

バブエ、ザンビア、マラウイ、北にタンザニアと国境を接し、国土面積は799,380km2（日本の約2.1倍）

におよぶ。 

国土はザンベジ川によって地勢上二つの地域に分かれ、南部は標高 200m 以下の丘陵性の草原、北部

は標高200～1000mの高原となり、西方の標高1500mを超える山岳地帯へとつながっている。沿岸部の平

野は、北部では比較的狭く、南部に行くにつれて広くなる。 

気候は、北部は熱帯性気候、南部は亜熱帯性気候に属するが、南北に気候差はそれほど大きくはない。

一年は雨季（11月～4月）と乾季（5月～10月）に分かれ、平均気温は雨季22～31℃、乾季13～23℃で、

沿岸部やザンベジ川の流域で比較的高い傾向にある。年間の降雨量は北部で1000mm～1400mm、南下する

につれ減少し、南部の内陸部では400mm程度になる。 

｢モ｣国の人口は約2,583万人（2013年：世界銀行）。南部沿岸部に位置する首都マプト市は｢モ｣国最

大の都市であり、人口は約 200.6 万人（2013 年：EIU）におよぶ。プロジェクトの建設が予定されてい

るナミアロ地区は、ナンプラ州メコンタ郡に属し、｢モ｣国第三の都市であるナンプラ市から東に約80km、

同国北部地域の拠点港であるナカラ港から西に約90kmに位置する。 

｢モ｣国経済は1992年の内戦終了後、和平の進展に伴い1990年代後半以降毎年6%前後の成長を遂げ、

2000 年および 2001 年の洪水災害により経済的な打撃を受けたものの、復興のためのインフラ修復事業

や外国直接投資を背景に回復基調を取り戻し、現在では年 7～8%の経済成長を遂げている。一方で、人

口一人当たりのGNI（国民所得）は590ドル（2013年：世界銀行）、貧困率は54.7%（2009年：世界銀行）、

また人間開発指数は187か国中178位（2014年：国連開発計画）にとどまり、依然として世界の最貧国

の一つである。 

産業構造はGDP費で農業29.0%、工業20.8%、サービス業50.2%（2013年：世界銀行）となっている。

国民の約8割は農業に従事しており、自家用・近隣消費用のトウモロコシ、キャッサバなどに加え、綿

花、カシューナッツ、ゴマ、タバコなどの輸出・換金作物が生産されているが、その生産性は低い。ま

た、石炭および天然ガス等の豊富な天然資源を有する資源国でもあり、諸外国企業による大型開発プロ

ジェクトや、これに伴う輸送・通信・エネルギー部門のインフラ整備への活発な投資が、近年の好調な

経済成長を支えている。 

2. プロジェクトの背景、経緯及び概要 

「モ」国における電力需要は、近年、その順調な経済発展により、年間平均10%を超える率で増加し

ているが、全国平均電化率は依然として極めて低く、2012年現在で約22%に止まっている。また、「モ」

国の電力系統は、南部・中部・北部の3系統で構成されているが、各系統間の連系はなされておらず、
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中・北部の電化率は2012年現在で約14%となっており、南部の電化率約50%に比べて著しく低い状況に

ある。 

中・北部系統においては、ザンベジ川に位置するカオラバッサ水力発電所（出力 2,075MW）が主要電

力供給源となっているが、この発電所で発電される電力の大部分は南アフリカに送電されており、中・

北部における電力需要増には対応できない状況にあるため、新規電源の開発、ならびに既存送変電系統

の強化が喫緊の課題となっている。 

中・北部においては、ナカラ回廊地域（カーボデルガド州、ニアッサ州、ナンプラ州、テテ州、ザン

ベジア州）での電力需要の増加が顕著であるが、特に、北部系統のナカラ周辺地域においては、ナンプ

ラ220変電所を起点とするナカラ地域への送変電系統が、現在1回線しかなく、同変電所の過負荷やそ

の他の既設変電所の老朽化とも相まって、電力供給が不安定な状況に陥っており、その安定性・信頼性

の確保が喫緊の課題となっている。 

このような条件の下、「モ」国より我が国に対し、ナカラ回廊周辺地域への適切な電力供給を目的と

する送変電関連設備の増強に資する事業として、「ナカラ回廊送電系統強化計画」が要請された。 

3. 調査結果の概要とプロジェクトの内容 

(1) 調査結果概要 

本調査においては、要請された事業の実施に先立ち、ナカラ回廊周辺地域への適切な電力供給の実現

に寄与することを目標に、我が国からの無償資金協力案件として将来にわたり有益となる設備投資とな

るよう、必要かつ最適な事業コンポーネントを提案した。具体的には、現地実施機関であるモザンビー

ク電力公社（EDM）との協議や現地調査を行うため調査団は全3回、「モ」国へ派遣され、本事業のコン

ポーネントおよび「モ」国負担事項を決定し「モ」国と合意した。派遣期間は次のとおり。 

 第一次派遣期間： 2014年 4月 13日～5月 4日 

[現地調査およびEDMと事業コンポーネントに関する協議] 

 第二次派遣期間： 2014年 6月 1日～6月 21日 

[現地調査およびEDMと事業所掌に関する協議] 

 第三次派遣期間： 2015年 1月 10日～1月 18日 

[本事業のコンポーネントおよび「モ」国負担事項の合意] 

(2) プロジェクトの内容 

本事業は以下の主要コンポーネントで構成されるものとする。 

 ナミアロ変電所の新設 

 ナミアロ変電所引き込み用送電鉄塔新設 

 ナミアロ変電所引き出し用配電線新設 

 SCADAシステム（ナンプラセントラル、ナンプラ２２０，ナミアロ変電所） 

※ SCADAシステム用PLC通信装置2回線を含む。 

 無電化村向け配電用変圧器（配電線接続、据付工事を含む） 



 

iii 

1) 機材の概要 

本プロジェクトの機材の概要は表-１～表-４のとおりである。 

表-1 ナミアロ変電所の機材概要 

分類 機材名 機材概要 

110kV 

変電機器 

変圧器(40MVA) 110kVから33kVに降圧する 

遮断器 負荷電流および事故電流を適切に遮断する 

断路器 回路の切替および電路を切り離しおよび閉路する 

計器用変圧器 電路の電圧を計測する 

計器用変流器 電路に流れる電流を計測する 

避雷器 電路に発生した異常電圧を大地へ放電する 

母線機材 変電所2重母線を構成する 

操作盤 変電機器を遠方から制御するとともに、変電機器が故障

時に適切に変電機器を停止させる保護機能を有する 

33kV 

変電機器 

キュービクル 33kVの変電機器を収納するとともに、変電所構内で使用

する機器用電源の供給、変電機器が故障時に適切に変電

機器を停止させる保護機能を有する 

電源設備 直流電源盤 変電所の外部停電時に変電所の機器を動作させるための

直流電源 

非常用発電機 長期間における停電にみまわれた場合にも変電所を運用

できるようにするための非常用発電電源 

 

表-2 ナミアロ変電所引き込み用送電鉄塔の概要 

分類 機材名 機材概要 

鉄塔 二回線架空用送電鉄塔 ナミアロ変電所に送電線を引き込む為、耐張鉄塔2基を

設置する 

鉄塔 二回線用架空用仮設鉄

塔 

ナミアロ変電所建設工事中の安全確保の為、送電線を迂

回させるため、仮設鉄塔を設置する 

 

表-3 SCADAシステムの概要 

分類 機材名 機材概要 

SCADA SCADA ナンプラセントラル、ナンプラ220、ナミアロ変電所に

SCADAシステムを設置し、各変電所の変電機器を監視制御

する 

ナンプラセントラル変電所は、親局としてナンプラ220、

ナミアロ変電所の監視制御が行う 

SCADA 110kV PLC装置 SCADAシステムの変電所間データ伝送を行う為、電力線搬

送方式により通信する装置 

 

表-4 配電用変圧器の概要 

分類 機材名 機材概要 

配電用 

変圧器 

変圧器 33kVの電圧を400Vに降圧する 
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2) 施設の概要 

機材の据付に必要となる施設は、各変電機器および送電鉄塔の基礎、変電所構内の建屋（制御棟・警

備小屋）、変電所構内の外構工事からなる。土質調査の結果、地盤は良好であり、基礎・建屋ともに杭基

礎は不要であり直接基礎で設計する。また、各建屋の構造は、現地建設業者の技術力で充分に対応が可

能な通常の鉄筋コンクリート造1階建にて設計する。 

4. プロジェクトの工期及び概略事業費 

本プロジェクトに必要な工期は、実施設計（詳細設計および入札）に9ヵ月、施設建設および機材調

達に必要な期間は18ヶ月と想定され、従って全体工期は27か月となる。 

また、本プロジェクトの概略事業費のうち、日本側事業費は施工・調達業者契約認証まで非公開。 

｢モ｣国側事業費は0.55億円が見込まれる。 

5. プロジェクトの評価 

(1) プロジェクトの妥当性  

「モ」国において、電力インフラの整備は、持続可能な経済成長のための重要な課題として位置づけら

れている。また、我が国は対「モ」国への国別援助方針として「ナカラ回廊開発・整備プログラム」を

推進しており、本プロジェクトは、同国の北部地域の電力の安定供給に大きく貢献し、ナカラ回廊の地

域経済活性化に寄与するものである。 

1) 定量的評価 

本プロジェクトの目的、「ナカラ回廊周辺地域への適切な電力供給を目的とする送変電関連設備の増強に

資する」に対して、ナミアロ変電所を新設した場合、下表に示す定量的効果が得られるものと期待され

る。 

表-5 定量的効果指標 

指標名 
基準値 

(2014年実績値) 

目標値(2020年) 

(事業完成3年後) 

1. ナミアロ・モナポ地区110kV系統の変

電設備容量(MVA)（注1） 16 56 

2. ナミアロ・モナポ地区の110/33 kV変圧器

の負荷率（％） 
56 38 

（注 1）変電設備容量は、モナポ変電所およびナミアロ変電所の合計とする。 

2) 定性的評価 

ナミアロ変電所を新設することにより、ナミアロ地区33kV配電線への電力供給能力が強化されるととも

に、モナポ変電所の負荷を一部ナミアロ変電所に切替えることにより、ナミアロ・モナポ地区の電力供

給能力が向上し、同地区の経済活動及び市民生活の改善に寄与する。 
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ナミアロ変電所建設予定地 

変電所建設予定地の東方より撮影。

手前に映る鉄塔の背後方向がナンプ

ラ 220 変電所方面（西側）となり、

鉄塔の右手方向がメトロ変電所方面

（北側）となる。 

現在の予定地は一部耕作地が広がっ

おり平坦である。水はけは比較的良

好である。 

 

ナミアロ変電所へのアクセスルート 

国道 12 号線から見たアクセスルー

ト。 

国道から変電所建設予定地までは約

1.5km である。国道からすぐ南側に鉄

道があり、これを横断する必要があ

る。 

アクセスルート上に一部耕作地があ

り平坦である。 

 

ナンプラ 220 変電所（既設） 

ナンプラ 220 変電所の全景。 

ナンプラ 220 変電所は 220kV から

110kV に降圧する機能を有し、北部地

域の電源変電所である。220kV 送電線

は、1回線、110kV の送電線は、ナカ

ラ方面、メトロ方面、モマ方面へ 3

回線が敷設されている。 



 

 

 

ナンプラセントラル変電所（既設） 

変電所全景 

ナンプラセントラル変電所は北部地

域の保守要員が詰めている変電所。 

モザンビーク国第二の都市であるナ

ンプラ市の電力を供給する変電所と

なっており、一部の変圧器は需要状

況により過負荷となっている。暫定

対策として移動用変圧器を使用して

いる。 

 

配電用変圧器設置コミュニティ(1) 

Posto de Secrereriado de 25 de 

Setembro 村 

ナカラ回廊沿いの村で、広範囲に集

落が点在しており、政府郵政関連オ

フィスがある。配電用変圧器 160kVA

×2 台を設置予定。 

EDM へ電化要請書提出済み 

 

配電用変圧器設置コミュニティ(2)  

Muxaieque 村 

ナカラ回廊沿いの村で、一部の住民

はナカラ回廊に面した道路で農産物

などの販売を行っており、集落が道

路沿いから奥まで点在している。 

配電用変圧器 250kVA×1 台を設置予

定。 

EDM へ電化要請書提出済み 
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第1章 プロジェクトの背景・経緯 

1-1 当該セクターの現状と課題 

1-1-1 現状と課題 

モザンビーク国（以下、「モ」国）の電力供給量は、2005 年から 2012 年の間に年平均 11.3%

の大きな増加率となっており、2012 年の最大電力は 706MW に達し、供給電力量は 4,251GWh

となっている。他方、「モ」国の電化率は極めて低く、2012 年現在で、全国平均で 22%とな

っており、地域別で見ると北部・中部地域は 14%、南部地域は 50%で、特に北部および中部

地域の電化率が低くなっている。 

「モ」国最大の電源として、ザンベジ川に位置するカオラバッサ水力発電所（出力 2,075MW）

は、北部系統、中部系統にも供給されてはいるものの、大部分の発電電力は南アフリカに

送電されており、今後も南アフリカへの供給が優先される計画であることから、北部およ

び中部の電力需要増に対応することが出来ない状況にある。さらに、新規の電源開発計画

として水力発電所の Lurio（120MW）や Alto Malena(60MW)が有るが、いずれも可能性調査

段階であり、北部系統では現時点で具体化している開発計画は無い。北部および中部では、

このような中・長期的な電源開発に対する課題は有するが、一方では既存の電力系統の効

率化・強化を進めていく必要がある。 

北部系統において特に課題となっているのが変電所であり、絶対数の不足のみならず、設

置から 30 年以上経過している既設変電所の著しい老朽化という大きな問題点を有している。

また、北部系統のナンプラ 220 変電所を起点とする電力系統においては、同変電所の過負

荷なども相まって 2 日に 1 回の頻度で電力供給中断や停電が発生している。他方、ナンプ

ラ地区から電力需要が急増しているナカラ周辺地域に通じている送電線は、現在 1 回線し

か無く、電力供給の安定性・信頼性確保の上で大きな課題となっている。ナンプラ 220 変

電所（設備容量 200MVA）においては、2016 年には同変電所の許容能力を約 100%も上回る

353MW(力率 0.85)の需要が想定されており、適切な電力供給を目的とした変電所を中心とす

る送電線効率化や強化を行う必要性および緊急性は高い。 

1-1-2 開発計画 

「モ」国政府は、「貧困削減行動計画(2011-2014)(PARP)」の中で、電力等の基礎インフラ

の不足が、地方農村部や都市周辺の貧困を助長する要因であるとし、潜在的に経済発展の

可能性がある地域や貧困度の高い地域に対し、重点的にインフラ整備を行うこととしてい

る。また、本プロジェクトは、2004 年に策定された電力マスタープランにおいて、北部系

統の 400kV 送電線の新設計画に織り込まれているナミアロ地区の変電所新設事業である。 
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「モ」国の電力マスタープランは、2014 年に改定版が EDM により承認されており、この最

新の電力マスタープランによれば、「モ」国の 20126 年の最大電力は 3,696MW、供給電力量

は 22,753GWh となり、2011 年から 2026 年までの間に年平均 12.4%の増加率で電力需要が伸

びていくと想定されている。特に北部地域では、2011 年から 2026 年までの電力需要の増加

率は 13.5%となっており、中部の 11.1%、南部の 12.7%よりも高く、急速な経済発展が見込

まれている。 

北部地域では、急激な需要の伸びに対し、「モ」国の電力マスタープランによれば、400kV

送電線の新設計画（Chimuara～Alto Molocue～Namialo）、220kV 送電線の増強計画

（Nampula-Namialo- Evate -Nacala Velha, Namialo-Metoro）、及びこれらの送電線が通過

する地域の変電所の整備が予定されている。本プロジェクトのナミアロ変電所（110kV/33kV）

は、これらの計画の一部として位置付けられており、将来は、400kV 送電線が到達し、さら

に、220kV 送電線が増設され、北部系統の拠点変電所として重要な役割を担う事になる。 

電化率の向上については、「モ」国の電力マスタープランによれば年間 80,000～100,000 世

帯の新規需要家を想定し、2016 年の電化率は約 25%を見込んでおり、2011 年から 2016 年ま

での間に約 6 ポイントの改善が期待され、2027 年には最大で 35%の電化率を目標として掲

げている。この電化率を達成すべく、既設配電網の 11kV から 33kV への電圧変更、配電網

の増強、および変電所の新設が計画されている。 

1-1-3 社会経済状況 

｢モ｣国の人口は約 2,583 万人（2013 年：世界銀行）。南部沿岸部に位置する首都マプト

市は｢モ｣国最大の都市であり、人口は約 200.6 万人（2013 年：EIU）におよぶ。プロジェク

トの建設が予定されているナミアロ地区は、ナンプラ州メコンタ郡に属し、｢モ｣国第三の

都市であるナンプラ市から東に約 80km、同国北部地域の拠点港であるナカラ港から西に約

90km に位置する。 

｢モ｣国経済は 1992 年の内戦終了後、和平の進展に伴い 1990 年代後半以降毎年 6%前後の

成長を遂げ、2000 年および 2001 年の洪水災害により経済的な打撃を受けたものの、復興の

ためのインフラ修復事業や外国直接投資を背景に回復基調を取り戻し、現在では年 7～8%

の経済成長を遂げている。一方で、人口一人当たりの GNI（国民所得）は 590 ドル（2013

年：世界銀行）、貧困率は 54.7%（2009 年：世界銀行）、また人間開発指数は 187 か国中 178

位（2014 年：国連開発計画）にとどまり、依然として世界の最貧国の一つである。 

産業構造は GDP 費で農業 29.0%、工業 20.8%、サービス業 50.2%（2013 年：世界銀行）と

なっている。国民の約 8 割は農業に従事しており、自家用・近隣消費用のトウモロコシ、

キャッサバなどに加え、綿花、カシューナッツ、ゴマ、タバコなどの輸出・換金作物が生
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産されているが、その生産性は低い。また、石炭および天然ガス等の豊富な天然資源を有

する資源国でもあり、諸外国企業による大型開発プロジェクトや、これに伴う輸送・通信・

エネルギー部門のインフラ整備への活発な投資が、近年の好調な経済成長を支えている。 

また、2014 年 12 月にはナカラ国際空港が開港し、我が国の無償資金協力援助によるナカラ

港緊急改修計画、さらには有償資金協力によるナカラ港開発計画も既に実施段階に入って

おり、ナカラ地域のインフラ整備は目に見える形で進んでいる。このように、当初想定し

たとおり、ナカラ地域の急激な経済発展が続いており、本プロジェクトの必要性・緊急性

は高い。 

1-2 無償資金協力の背景・経緯及び概要 

「モ」国の 2012 年の最大電力は 706MW、電力供給量は 4,251GWh である。「モ」国の電力系

統の大きな課題は、年平均 11.3%の電力需要の伸びに対して、電源容量が絶対的に不足して

いることとともに、送変電系統が脆弱であり、供給信頼度が低いことである。特に、北部

系統の停電回数と停電時間は、以下の表に示すとおり、日本の約 90 倍～200 倍に達してお

り、電力の安定供給はナカラ回廊地域の大きな課題となっている。 

表 1-1 「モ」国北部系統の停電回数と停電時間の実績と日本の比較 

対象地域 
需要家一軒当たりの年間平均

停電回数（SAIFI） 

需要家一軒当たりの年間

平均停電時間（SAIDI） 

モザンビーク北部系統 

（2014 年） 
64.75 回/年・1軒 15 時間 05分/年・1軒 

モザンビーク全系 

（2011 年） 
57 回/年・1軒 1 時間 21分/年・1軒 

日本 0.1～0.3 回/年・1軒 5～10 分/年・1軒 

「モ」国北部系統と日本の比較 約 216 倍 約 91 倍 

SAIFI: System Average Interruption Failure Index 
SAIDI: System Average Interruption Duration Index 

ナカラ回廊は、今後、ナカラ港の港湾整備を中心として、北部地域の物流の中枢になると

考えられ、工場の進出や石炭・天然ガスなどの鉱物資源の輸出拠点になることが見込まれ

ており、確実な経済発展を進める上でも、電力のインフラ整備が強く求められる地域とな

っている。 

一方、ナカラ回廊に供給する 110kV 送電系統は脆弱であり、北部系統の 110kV 送電線事故

は、2013 年実績で、年 6回、停電時間は 80 時間 34 分、延べ停電電力 139MW に達している。



 

1-4 

このため、既設送電線を有効に活用して、ナカラ市に供給する送電線 1 回線と、北部のメ

トロ方面に供給する送電線１回線をナミアロ地区で併用できる変電所の必要性は非常に高

いものとなっている。 

また、ナミアロ地区の配電線は、現状、約 50km 西側にあるモナポ変電所から配電されてい

るが、モナポ変電所の変電設備容量は 16MVA に限られており、将来の需要増に対して対応

できない状況となっている。このため、今後、負荷の増加が見込まれるナミアロ地区に新

たな変電所を建設し、地域の電力を安定して供給できる電力整備が強く求められている。 

1-3 我が国の援助動向 

下表に示すとおり、｢モ｣国の電力セクターに対しては、我が国より継続的な援助が進めら

れており、将来の有償資金協力による案件も想定される。 

表 1-2 電力セクターに対する我が国の援助動向 

協力内容 実施年度 案件名/その他 
案件額 

（億円） 
概要 

協力準備 

調査 

平成 24年 9月～

平成 25 年 3 月 

南部ガス火力発電所整

備事業準備調査 

1.73 有償資金協力による火

力発電所建設事業に係

る FS 調査 

開発調査型 

技術協力 

平成 23年 3月～

継続中 

ナカラ回廊経済開発戦

略策定プロジェクト 

8.41 

（当初） 

ナカラ回廊地域におけ

る各分野の開発戦略策

定支援 

有償資金 

協力 

平成 25 年 10 月

～平成 35年 8月 

マプトガス火力発電所

整備事業 

172.69 有償資金協力によるマ

プト市におけるガスコ

ンバインドサイクル火

力発電所整備事業 

協力準備 

調査 

平成 26年 2月～

平成 26 年 10 月

（予定） 

ナカラ回廊送配電網強

化事業準備調査 

未定 有償資金協力によるナ

カラ回廊地域における

送配電網強化事業に係

る FS 調査 

協力準備 

調査 

平成 26年 2月～

平成 26 年 11 月

（予定） 

北部電源開発計画策定

支援 

未定 モザンビーク北部の電

源開発計画策定・精査

に必要な情報の収集及

び分析 
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また、1-1-3 項でも述べたとおり、無償資金協力による「ナカラ港緊急改修計画」および有

償資金協力による「ナカラ港開発計画」も今後のナカラ地域の電力需要増に関係しており、

本プロジェクトとの関連性が高い。 

1-4 他ドナーの援助動向 

「モ」国北部地域における諸外国からの電力セクター援助プロジェクトを下表 1-3 に示す。

これまでの実績も含めノルウェーからの支援が目立っている。 

大型プロジェクトとしては、チムアラ～ナカラ送電線増強計画（下表 No.5）が進められて

おり、中国からの援助が予定されているが、まだ確定には至っていないようである。この

プロジェクトは、本プロジェクトのナミアロ変電所建設に直接関連する送電系統整備事業

であり、今後の動向を注視することが必要である。 

表 1-3 EDM に対する他ドナーからの援助案件 

No. 案件名 
ドナー/ 

共同出資者 
契約金額 完了年 

1. Alto Molocue - Uape - 110KV 

Transmission Line 

EXIM BANK OF INDIA $9,960,000 2010 

2. Project of the 110KV Transmission 

Line Nampula - Pemba 

BADEA/IDB $6,800,000 2005 

3. Gurue - Cuamba - Lichinga - 110KV 

Transmission Line 

NORWAY $46,430,000 2005 

4. Feasibility Study Construction 

of the second transmission line 

220 kV Caia - Nacala 

NORWAY $1,800,000 2013 

5. The Chimuara-Nacala Transmission 

Project 

EXIM BANK OF CHINA $434,000,000 2015 

6. 220 kV line Namialo – Metoro, 

2xCondor (to be coordinated with  

Chimuara - Namialo 400 kV 

project)  

NORWAY $54,000,000 2017 

7. Capacity And Reliability 

Increase In The Substations In 

The North: 45 

2nd Transformers in SE Nampula 

Central (Danida mixed credit) 

DANIDA $33,150,000 2017 

8. SVC in the Northern System 

(Nampula Substation) 

NORWAY $20,000,000 2016 

9. LCREP Niassa Ph 2;110 k V Cuamba 

- Marrupa 

IDB $29,000,000 2016 

10. Network Rehab, Reinf and 

Expansion, Pemba City(Pemba 

substn 2 x 40MVA) 

NORWAY $7,330,000 2016 

※ 1.～4. 実施案件 

※ 5.～10. 計画案件 
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また、下表 1-4 に示すとおり、110kV 系統の送電線・変電所の増強も計画されているが、

資金調達の目途がたっていないため、着手できない送変電設備計画も多くあり、フィージ

ビリティスタディを含め、日本からの支援を期待している状況にある。 

表 1-4 110kV 以下の送変電増強計画一覧 

年度 案件種別 案件内容 

2014-2015 変電所新設 Anchilo 110kV/33kV Substation with 66kV,33kV,11kV 

distribution line at Muhara, Pole TR(78) and new 

customer connection (5296 household) 

2015-2016 変電所修復 Pemba Substation  

Replacement for Current Transformer, 33kV panel etc 

変電所増強 Pemba substation  

16MVA => 30MVA (110/33kV TR)  

Mecufe substation 35MVA, 110kV line and 33kV line. 

33kV line to Nacala Port, Airport, Industrial Zone, 

Nacala Velha and Water pump station 

変電所新設 New Nacala substation at Industrial Zone 110/33kV, 

50MVA 

Mini Substation 10 MVA 

11kV UG cable to new switching station in Porto, 

Nacala alta & Baixa 

Distribution transformers (27) 

LV network at Nacala Porto 

New Cosnsummer Connection at Nacala Porto (6000) & 

Nacala-a-Velha (1000) 

Pemba 15MVA Statcon 
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第2章 プロジェクトを取り巻く状況 

2-1 プロジェクトの実施体制 

2-1-1 組織・人員 

(1) EDMの組織体系 

本プロジェクトの実施機関は EDM である。EDM は、発電、送電、発電、売電を一貫して行う

垂直統合型の事業形態を取る国営電力会社である。 

 

 

図 2-1 EDM の組織図  

 

(2) プロジェクト実施体制 

本プロジェクトの建設に係る組織図を次に示す。本計画は、ボードメンバーを筆頭に局長

を従え、プロジェクト総括１名、副総括１名の指揮の下、現地コーディネータ３名（送電

線担当、変電所担当、配電担当）、会計１名、環境１名、財務１名、調達１名の組織体系で

実施される予定である。 

取締役社長

事務局

内部監査

人事

情報伝達局

送電部門

発電部門

通信システム部門

営業部門

エネルギー効率化部門

技術・設備部門

配電・顧客サービス部門 電化部門

設備計画部門

市場調査部門

領域開発部門

経営企画部門

金融・財務部門

調達部門

総務部門

労働組合金融監督
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図 2-2 本プロジェクトの建設実施体制  

 

2-1-2 財政・予算 

近年のモザンビーク政府予算、及び EDM の財務状況を以下に示す。 

モザンビーク政府の 2013 年度予算規模は、我が国などの諸外国からの支援を含め約 1,750

億メティカル（約 5,830 億円）規模である。モザンビーク政府では、エネルギー省の次年

度予算はその前年度に財務省に要求して、その査定後に同省に通知される。ただし、必要

なプロジェクトの実施が確定すれば、その必要予算は当該年度内においても半期ごとに要

求できる機会が確保されている。 

本プロジェクト実施にあたってエネルギー省は、日本側コントラクターへの付加価値税

（IVA）、輸入関税等の還付金等を 2016 年度以降の予算に計上することが求められる。 

EDM の営業収入は、2012 年で約 85 億 MZN（約 280 億円）であり、毎年増加している。税引

前利益は、年度により増減はあるが、黒字を確保している。 

表 2-1 「モ」国政府予算 

単位：百万メティカル 

モザンビーク政府 

予算 
2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 

全体予算 117,977 141,757 163,035 174,955 

通常予算 62,172 77,005 97,517 106,430 

投資予算 55,805 64,752 65,518 68,525 
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表 2-2  EDM 財務状況 

単位：1000 メティカル 

EDM 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 

収入 5,295,180 6,414,322 7,352,389 8,495,614 

支出 5,248,163 6,024,154 6,783,938 8,128,676 

財務損失・その他利益 25,813 -284,244 253,743 -67,652 

税引前利益 72,830 105,924 822,194 299,286 

 

2-1-3 技術水準 

「モ」国の変電設備は気中絶縁を基本としており、この故障の大部分を変電所員または保

守員によって解決していることを確認した。また、保護継電器の整定も変電所運転員およ

び保守員によって行っている。 

この実績から、ナミアロ変電所および SCADA システムは適切かつ持続的に運転・維持管理

されるものと推察される。 

2-1-4 既存施設・機材 

(1) 既設変電所の設備状況 

本プロジェクト周辺の変電所の設備状況を次に示す。 

表 2-3 本プロジェクト周辺の変電所の設備状況 

変電所名 変圧器番号 電圧 [kV] 変圧容量 [MVA] 設置年 

ナンプラ 220 
T1 220/110/33 100/100/33 2005 

T2 220/110/33 100/100/33 1987 

ナンプラセントラル T101 110/33 35 1980 

モナポ T101 110/33 16 1980 

ナカラ 
T01 110/33 35 1980 

T102 110/33 35 1980 

メトロ TR1 110/33 10 2000 

ペンバ T1 110/33 16 2003 

マコミア TR14 110/33 16 2010 

 

(2) 既設送電線の設備状況 

本プロジェクト周辺の送電線の設備状況を次に示す。 

表 2-4 本プロジェクト周辺の送電線の設備状況 

変電所名 回線 

名称 

送電亘長 

[km] 

送電容量 

[MVA] 
設置年 

送電端 受電端 

ナンプラ 220 ナンプラセントラル C31 4 99 1984 
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ナンプラセントラル モナポ C32 131 84 1984 

モナポ ナカラ C33 64 84 1984 

ナンプラ 220 メトロ C35 301 70 2005 

メトロ ペンバ C36 74 70 2005 

メトロ マコミア C37 132 70 2011 

 

2-2 プロジェクトサイト及び周辺の状況 

2-2-1 関連インフラの状況 

(1) サイトへのアクセス 

ナミアロ変電所の建設予定地はナンプラ市より東に約 80km、最寄り港であるナカラ港から

西に約 90km にあるナミアロ地区にある。ナンプラ市とナカラ港は国道 12 号線で結ばれて

いるが、プロジェクトサイトは国道 12号線から南に約 1.5km 離れた位置にある。よって国

道 12号線からプロジェクトサイトまではアクセス道路を確保する必要がある。 

(2) 上下水道 

近隣に上下水道は敷設されていないため、変電所の建設・運用に必要な水は給水車から購

入する必要がある。汚水は浄化槽および浸透枡による処理が必要となる。また、雨水排水

は土地の勾配と浸透による自然排水にて計画する。 

(3) 電気 

プロジェクトサイト近傍に以下の 33kV 配電線が既に建設されている。 

1) 国道 12号線沿いにモナポ変電所からメコンタ地区に向かうライン 

2) モナポ変電所からプロジェクトサイト近傍（国道 12号線北側）までのライン 

3) 国道 12号線近辺からメトロ地区に向かうライン 

本プロジェクトでは、ナミアロ変電所から、これらの既設 33kV 配電線に接続される 4回線

の 33kV 配電線が建設される。工事用の電源供給のため、このうちの 1回線を工事着工前に

建設する必要がある。 

(4) 用地 

ナミアロ変電所の新設に必要となる用地については、既に EDM が｢モ｣国政府に対し使用権

の申請を済ませており、現在その承認を待っている状況にある。また、アクセス道路につ

いては、EDM の管理下にある既設 110kV 送電線の ROW 内に建設することが可能であるため、

新たな用地取得の必要なない。 
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2-2-2 自然条件 

(1) 気候 

プロジェクトサイトが位置するモザンビーク北部は、冬季の乾燥時期を持つ湿潤赤道気候

に属し、11 月から 4月にかけての高温で高湿な夏季と 5月から 10 月にかけての比較的低温

で乾燥した冬季の2つの季節によって特徴づけられる。ナンプラの年間平均降水量は約1100

㎜であり、そのほとんどが夏季に集中する。住民からの聞き取り調査により、プロジェク

トサイトおよびその周辺は、過去 10 年間に洪水被害を受けていない事が確認された。 

(2) 地形・地質 

本調査では、国道 12 号線からのアクセスルートを含むプロジェクトサイトの地形測量、お

よび土質調査を実施した。 

プロジェクトサイト（ナミアロ変電所の建設予定地）は標高約 190m でその周囲は平坦な土

地となっているが、地形測量結果によると、建設予定地の北側を走る国道 12 号線から、そ

の南側約 1.5km に位置するプロジェクトサイトに向かい、きわめて緩やかな勾配（高低差

約 2m）が見られる。 

土質調査については、変電所建設予定地のほぼ中央で一箇所、新設される 2 基の送電鉄塔

の施工予定箇所で二箇所、計三箇所でのボーリング調査を実施した。その結果、プロジェ

クトサイトの地盤は良好で、地表から 1.5m の掘削で充分な地耐力(200kPa)が得られ、機器

基礎、建屋基礎ともに直接基礎での設計が可能である。 

また、近隣住民からのヒアリングによれば、プロジェクトサイトは雨季においても冠水す

ることはなく、水捌けの良い土地であることが確認されている。 

地形調査結果／土質調査の詳細な結果を、それぞれ資料-15／16 として添付する。 

(3) 地雷 

｢モ｣国では過去の内戦時に各所で地雷が埋設されているため、本調査においては本プロジ

ェクトサイトに地雷が埋設されている可能性について調査した。その結果、国家地雷院に

より、2010 年にナンプラ州には地雷がない事が公表されている事が確認された。また、本

プロジェクトサイトおよびアクセスルートは、ほぼ EDM が使用権を有する既設 110kV 送電

線の ROW 内に位置しており、この ROW は定期的に草刈り等の整備が行われている事から、

EDM からもプロジェクトサイトに地雷が存在しない旨のレターを受領している。 
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2-2-3 環境社会配慮 

2-2-3-1 環境影響評価 

2-2-3-1-1 環境社会影響を与える事業コンポーネントの概要 

本プロジェクトにおいて新設するナミアロ変電所の建設予定地、および国道からのアクセ

ス道路は、既存 110kV 送電線沿いに位置し、該当エリアには居住民も存在せず、JICA 環境

社会配慮ガイドライン上のカテゴリ Bに分類される。 

また、本プロジェクトの上位計画として位置付けられる、チムアラ～ナカラ間における

400kV･220kV 送電線増強計画（以下チムアラ～ナカラ送電線増強計画）については、既にそ

のフィジビリティスタディと、環境社会配慮調査がノルウェーのコンサルタント

Norconsult 社により実施されており、2013 年 12 月に MICOA1による環境影響評価承認を受

けている。また、当該事業の実施を監理するコンサルタントには、同じく Norconsult 社が

既に任命されている。 

このチムアラ～ナカラ送電線増強計画は、前

述のとおり、本プロジェクトで新設されるナ

ミアロ変電所（110kV/33kV）を包含している

が、右図に示すとおり、その建設予定地の計

画に差異が認められたため、現地調査業務に

おいて、EDM および DPCA ナンプラと本プロジ

ェクトに係る新たな環境影響評価承認の必要

性について協議を行った。その結果、本プロ

ジェクトは地理的にも既に承認されているチ

ムアラ～ナカラ送電線増強計画の環境影響範

囲に含まれる事が確認され、ナミアロ変電所

の新設にあたり新たな環境影響評価承認を得

る必要はないことが書面にて確認された。（添

付資料-5） 

 

                          図 2-3 建設予定地 

                             
1 MICOA（環境活動省）は、モザンビーク政府の省庁再編により 2015 年 1 月以降は、MITADER

「土地・環境・農村開発省」に包含されているが、本報告書では再編前の事実を述べてい

る箇所も多くあるため、旧称 MICOA を用いる事とした。 
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一方、上述のとおり、本プロジェクトは JICA 環境社会配慮ガイドライン上カテゴリ Bに分

類されており、本調査業務において左記ガイドラインに基づいた環境社会配慮調査が現地

にて実施された。 

2-2-3-1-2 ベースとなる環境社会の状況 

(1) 環境の状況 

建設予定地は人口の少ない地域（ナミアロ地区のミクローレン地域）にある。既存の送電

線沿いに位置する建設予定地には、小規模農耕地、およびバナナ、カシュ―、マンゴー等

の果樹が点在する。なお、建設予定地およびその近辺にも居住者および住居は存在しない。 

また、該当地域およびその周辺には希少種、保護対象種、絶滅危惧種等の動物相は存在せ

ず、文化的、考古学上重要な地域も存在しない。 

ナミアロ地区の事業サイトが位置するモザンビークの北部は、冬季の乾燥時期を持つ湿潤

赤道気候に属する。同地域の気候は、11 月から 4 月にかけての高温で高湿な夏季と 5 月か

ら 10月にかけての比較的低温で乾燥した冬季の 2つの季節によって特徴づけられる。ナン

プラの年間平均降水量は約 1100 ㎜であるが、そのほとんどが夏季に発生する。年間の月平

均気温は 29.3℃から 19.4℃の範囲にある。住民への聞き取り調査の結果から、ナミアロ地

区にある事業サイトは、少なくとも過去 10年間に深刻な洪水被害を受けておらず、むしろ

頻繁に干ばつの影響を受けていることが分かっている。 

さらに、建設予定地の近隣（国道 12号線の北側約 100m、メトロ変電所に向かう 110kv 送電

線沿いに所在）には約 5mの深さの堀井戸があり、分析の結果、その水質は直接飲料に適し

たものであることを示している（後出の表 2-10 参照）。 

(2) 社会の状況 

事業地周辺のコミュニティーは、ミクロレーン地域に属し、その多くがマクウア族である。

｢モ｣国の公用語であるポルトガル語にはそれほど精通しておらず、主にマクウア族の言語

であるエマクウア語が使われている。住民の大半は自身の手作業による小規模農業により

収入を得ている。主な農産物は、トウモロコシ、キャッサバ、豆、ナッツなどであり、余

った農産物を売り生計を立てている。 

この地域の家屋は伝統的な材料・工法による非常に簡素なもので、壁には木材、粘土、日

干し煉瓦など、屋根にはトタン板が使われている。また殆どの場合、水道・電気は通って

おらず、共同の井戸、池、小川などから水を得ている状況にある。 
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2-2-3-1-3 相手国の環境社会配慮制度・組織 

モザンビーク共和国憲法（2004 年改正憲法：CRM）は、バランスのとれた自然環境の中で生

活するすべての市民の権利およびそれを保護する市民の義務を規定している。さらに、国

家に対しては、（i）生態系のバランスと環境の保全を確保できるような取り組みを促進す

ること、および（ii）持続可能な開発の枠組みの下でバランスのとれた環境で生活する市

民の権利を保証するために全ての公共部門の政策の環境目標を統合することを要求してい

る。 

1995 年 12 月に採択された国家環境政策（第 5/95 号）は、全ての環境法の法的基盤を形成

する。上記政策の 2.1 条は、国家の社会経済発展のニーズと環境保全の融和を図ることを

通じて持続的な発展を推進することを謳っている。また、本政策は、現在ならびに次世代

にわたる国家としての機能的能力および生産力を維持するために、国家が保有する天然資

源および一般環境資源の管理を促進することを規定している。環境法（法令番号 20/97、1997

年 10 月 1日）は、上記政策を実施するための法的根拠を定義している。同法は、直接また

は間接的に環境に影響を与える可能性がある全ての公共部門または民間部門の活動に適用

される。 

モ国の環境影響の評価プロセス（以下、EIA プロセス）は十分に整備されており、環境法

（Decree No. 45/2004 で制定、DecreeNo. 42/2008 で改正）に基づく環境影響評価条例（以

下、EIA 条例）によって規定されている。同条例は、全ての公共部門および民間部門の活動

に適用される。 

EIA 条例の第 3条と第 5条は、環境アセスメントを必要とするプロジェクトの種別および環

境への影響程度を定義し、それらに基づくプロジェクトの環境スクリーニングのプロセス

を提供している。さらに同条例では、予測される環境影響の程度に基づいて、プロジェク

トの環境カテゴリーを A、Bまたは Cの 3つに区分しており、EIA 調査の要求項目は下表 2-5

に要約されるとおり環境カテゴリーによって異なる。また、同条例の附属書 I では、各カ

テゴリーに該当するプロジェクトの種類を例示している。 

表 2-5 モ国の EIA に対する要求事項に基づく環境カテゴリー 

カテゴリー 影響の程度 要求事項 

カテゴリーA 

事業実施に伴い、重大かつ

不可逆的な影響が予測され

る。 

環境影響評価（EIA）およびパブリックコン

サルテーション（住民協議）を少なくとも 1

回実施する必要あり。 
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カテゴリーB 

負の影響が予測されるが、

その影響の程度はカテゴリ

ーAと比較すると重大では

ない。 

簡易環境影響評価報告書（SER）が必要とさ

れる。住民移転を伴う場合、パブリックコ

ンサルテーション（住民協議）を少なくと

も 1回実施する必要あり。  

カテゴリーC 

予測される負の影響は小さ

い或いは全くない。 

要求事項なし。ただし、環境モニタリング

の実施を含む適切な環境管理を必要とす

る。 

MICOA は地方の関連団体（DPCA）と連携し、プロジェクトカテゴリーの決定およびそれに続

く EIA 調査の評価および承認（これらは事業実施に際して必要な環境認可プロセスである）

を担当する機関である。プロジェクトの分類は、事業提案者から提出されたスクリーニン

グ報告書及び予備環境情報表に基づいて実施される。MICOA は提案者から提出された情報に

基づいて環境カテゴリーを決定する。また、MICOA によって承認され登録された企業および

専門家のみが、モ国において EIA 調査を実施する資格を有する。 

前項 2-2-3-1-1 で前述したとおり、MICOA は DPCA-ナンプラと協議して、本プロジェクトの

実施に際して追加の環境影響評価調査は不要である旨を決定した。 

モ国における EIA プロセスの流れを図 2-4 に示す。 
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 (Source: MICOA)-TAC: Technical Advisory Committee 

図 2-4 モ国における EIA プロセスの概略フロー 

2-2-3-1-4 代替案（ゼロオプションを含む）の比較検討 

(1) 変電所サイトの代替案 

Norconsult 社が実施したチムアラ～ナカラ送電線増強計画(2013 年)のフィージビリティス

タディで提案された変電所の候補地（候補地１）は、本プロジェクトで特定したナミアロ

変電所（候補地 2）から 800m に位置している。各候補地の位置を図 2-5 に示す。候補地 1

は候補地 2 と比較し、土壌侵食ポテンシャル、ナミアロ村への距離及び事業実施による農

地の移転等、環境および社会的な観点から、利点が少ないと判明した。 
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図 2-5 プロジェクト候補地位置図 

Location proposed by 
NORCONSULT 

for 110/220/400kV 
(候補地 1) 

Proposed location 
by this project 

(候補地 2) 
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両候補地を比較・評価した結果を下表 2-6 に示す。候補地 2 は環境および社会的な悪影響

が最も少なく、本プロジェクトの最適な候補地と言える。 

表 2-6 ナミアロ変電所候補地の比較 

関連比較項目 候補地 1  

(Norconsult 推奨地) 

候補地 2 

(本プロジェクト推薦候補地 ) 

土地利用 土地利用全般 小規模農地 候補地 1 と類似、小規模耕作地の

数はより少ない 

保護区、生態的・

文化的重要地 

無  候補地 1と同様 

環境社会面 社会環境 候補地 2と比較し、ナミアロ村

により近く、小規模耕作地が多

い 

候補地１と比較し、ナミアロ村か

ら遠く、小規模耕作地が少ない 

自然環境 土壌侵食危険地 地盤が固く浸食の危険が少ない 

候補地推薦の理由 無 農地における経済的損失が少な

く、またナミアロ村から距離が離

れているため、社会的悪影響が少

ない。さらに地盤が固く浸食の危

険が少ないため、候補地として適

切である  

(2) ゼロ・オプション 

ゼロ・オプションを選択することは可能であるものの、基本的には既存の非効率的な送電

システムを使用することとなり、家庭への安定した電力供給や農業開発ポテンシャルのあ

る地域への電力供給に影響がでると予想される。このため、ゼロ・オプションを選択し、

既存の送電システムを使用した現在の状況が続くことは、賢明ではないと考えられる。 

2-2-3-1-5 スコーピング 

工業分野関連プロジェクトにおいて重要かつ標準的な環境・社会に関する評価項目に基づ

き、スコーピングを行った。 

これらの評価項目は大きく環境の質及び環境汚染、自然環境、社会環境の 3 分野に分類さ

れる。 

スコーピングのために選択した環境（および社会）面の項目とその分類を下表 2-7 に示す。 



 

2-13 

表 2-7 環境面の項目とその分類 

 

分類 

 

環境社会配慮の項目 

 

1 環境の質、 環境汚染 大気質 

水質 

騒音、振動 

廃棄物 

土壌 

気候変動 

2 自然環境 地形 

地質 

水文 

生態系 

生物多様性 

保護区 

環境的、生態的重要地 

3 社会環境 地域経済 

住民移転 

生計 

先住民 

文化遺産 

健康、安全 

 

A から D の 4 段階で評価したスコーピング評価項目ごとの影響の有無（有益/不利益）とそ

の理由を表 2-8 に示した。 

表 2-8 ナミアロ変電所プロジェクトにおけるスコーピング 

分類 
環境社会配慮の

項目 

影響評価 評価事由 

建設段階 運用、管理段階  

環境の質、 環

境汚染 

大気質 B- D 建設段階では、地ならし作業、重

機やトラックの通行等に伴う、塵

埃や一定程度の排気ガスの発生が

予想され、大気汚染を引き起こす

可能性がある。 

発電所からは排気ガスの発生がな

いため、その運用/管理を通じて著

しい大気汚染物質の排出はないと

考えられる。 

水質 D D 事業実施地周辺には特筆すべき地

表水はない。そのため、プロジェ

クトが水質に悪影響を及ぼすこと

は想定されない。 
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分類 
環境社会配慮の

項目 

影響評価 評価事由 

建設段階 運用、管理段階  

騒音/振動 B- B- 建設/据付作業中の騒音や振動を

完全になくすことはできない。し

かしながらプロジェクト地は遠隔

地にあり、影響を与える期間が短

いことからも、比較的高いレベル

の騒音や振動が許容できる。 さら

に、大きな騒音や振動が予想され

る作業は日中に実施することが計

画されている。変電所の運用にお

いては、比較的騒音や振動が発生

しやすいが、周辺における緑地帯

の設置により長期的な緩和策とす

ることが可能である。 

廃棄物 B- D 建設期間中、建設従事者や建設キ

ャンプ、その他建設に伴うし尿や

固形廃棄物が発生する。変電所の

運用に伴う廃棄物の発生量は少な

く、影響も限定的である。 

土壌 D D 変電所およびアクセス道路の建設

/据付作業は主に地表面での作業

であるため、著しく土壌に悪影響

を及ぼすことはないと考えられ

る。 

気候変動 D D ナミアロ変電所は規模が小さく建

設作業によって著しい CO2 排出量

の増加が引き起こされることはな

い。また、運用後にはある程度の

CO2排出量削減が見込まれる。これ

は送電およびエネルギー利用効率

の改善によるものである。このた

め、気候変動に関する影響は大き

くないと言える。 

自然環境 地形 D D プロジェクトが地形に大きな影響

を及ぼすことはない。 

地質 D D 地形と同様、プロジェクトが地質

に大きな影響を及ぼすことはな

い。  

水文 D D 地形と同様、プロジェクトが大き

く水文に影響を与えることはな

い。  

生態系 D D プロジェクト地は既存の送電線に

そって計画されており、人工的/人

為的影響をすでに受けている地域

である。このため、既存の生態系

に対する著しい悪影響は想定され

ない。  

生物多様性 D D 生態系に対する影響同様、変電所

の建設/据付及び運用に伴う生態

系への負の影響は想定されない。 

保護区 D D プロジェクト地周辺に保護区は存

在しない。 
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分類 
環境社会配慮の

項目 

影響評価 評価事由 

建設段階 運用、管理段階  

環境的、生態的

重要地 

D D プロジェクト地及びその周辺に環

境的、生態的に重要、危機に瀕し

ている、あるいは貴重な地域はな

い。 

社会環境 地域経済 B+ 

 

B+ 

 

プロジェクトの建設、据付作業に

より地域の労働力、主に単純労働

者に対して雇用機会が生まれ、地

域経済に貢献できる。運用期間中

にも、ある程度同様のことが言え、

変電所の管理や警備等が想定でき

る。 

住民移転 D D プロジェクト地は非居住地域に位

置しており、住民移転は想定され

ていない。   

生計 B- D 主要な生計手段である小規模農耕

地を失うことにより、ある程度の

経済的損失が予想される。これら

の農地移転対象となる農民の生計

に影響を及ぼす可能性がある。 

先住民 D D プロジェクト地周辺に先住民居住

地はなく、これらの人々がプロジ

ェクトから影響を受けることはな

いと考えられる。 

文化遺産 D D プロジェクト地周辺に文化遺産は

ない。 

健康、安全 B- D 建設関係者の健康、安全は契約業

者による管理業務において重要な

点である。契約業者が行うべき最

も重要な社会面での取り組みは出

稼ぎ労働者に対し、伝染病の危険

性や地域住民の伝統や習慣の尊重

に関する啓発教育を実施すること

である。建設/据付作業中に「安全

第一」の考え方を徹底し、これを

建設業者が実行することが重要で

ある。変電所運用中の安全管理に

関しては EDM 北部局が十分な経験

を有している。 

凡例: 

A+/-   :  著しい正/負の影響が予想される 

B+/-   :  正/負の影響が予想される 

C+/-   :  正/負の影響の程度が不明である（環境社会調査の進捗に従い影響の度合いを決定できるかどうか調査する必要がある） 

D     :  著しい正/負の影響が予想される 

上記スコーピングの結果に示された通り、ナミアロ変電所プロジェクトの実施により最も

負の影響を及ぼすのは、短期的には建設・据付の段階であり、これらの影響は受注者によ

る適切な建設・据付作業の実施により管理が可能である。また、本プロジェクトでは住民

移転が想定されていないことから、顕著な社会的問題はないと考えられる。 

ただし、変電所ならびにアクセス道路候補地には、主たる収入源となる小規模の農業用地

が一部存在している。このような農業用地の移転は小規模農家の生計に影響を与える可能
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性がある。このため、移転対象となった農地所有者の生計が現況と比較して悪化しないよ

う、簡易用地補償計画(SLUCP)を策定することが本準備調査の TOR において重要な社会的調

査として位置づけられており、後述する通り、環境社会調査のための再委託 TOR にも含ま

れている。 

2-2-3-1-6 環境社会配慮調査の TOR 

再委託用 TOR にも取り入れたプロジェクト提案の環境社会調査 TOR を次表 2-9 に示す。 
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表 2-9 ナミアロ変電所計画環境社会配慮のための TOR 

環境項目 手法 指標 

1 気象 ２次データ収集(2013年9月作成

のチムアラ～ナカラ送電線増強

計画 EIA 報告書のデータを基と

する) 

a) プロジェクト地周辺の観測所１ヵ所 

b) 項目 

 月間（最高/最低/平均）気温 

 月間（最高/最低/平均）湿度 

 月別風向、風速 

 月間（最高/最低/平均）日射量 

 月間降雨量 

 雷日数 

2 水文 ２次データ及び/又は地域住民に

対する聞き取り 

a) プロジェクト地およびその周辺の一般的な水文条件 

b) プロジェクト地およびその周辺の洪水歴に関する情報 

3 水質 サンプリングにより調査された

地表水の水質に関する 2 次デー

タを収集する。地下水について

は、手動くみ上げポンプのある井

戸１ヵ所の水質検査の実施及び

関係機関へのインタビュー調査 

a) 一般的な飲料水の水質指標として、河川周辺の水質および地下水の

水質(１ヵ所の井戸水のサンプリングおよび分析による) 

b) 環境基準の確認 

4 大気質 ２次データ及び関係機関に対す

る聞き取り 

a) プロジェクト地及びその周辺の大気質 

b) 環境基準の確認 

5 騒音レベル ２次データ及び関係機関に対す

る聞き取り 

a) プロジェクト地及びその周辺の騒音レベル 

b) 環境基準の確認 
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環境項目 手法 指標 

6 廃棄物管理 ２次データ及び関係機関に対す

る聞き取り 

a) プロジェクト地の廃棄物管理システム 

b) 廃棄物基準の確認 

7 自然環境、生態系 文献調査及び現場視察（2013 年

12 月に MICOA が承認した 2013

年 9 月チムアラ～ナカラ送電線

増強計画 EIA 報告書を含む）  

a) 土地利用、生態系、植生等 

8 社会経済 視察および簡易社会経済調査に

よる１次データの収集（SLUCP 

関連調査も含む）及び必要に応じ

て 2013年 9月チムアラ～ナカラ

送電線増強計画 EIA 報告書に基

づく２次データ 

a) 土地取得/移転の必要性の有無、需要 

b) プロジェクト地の人口センサス、資産、すべての土地利用者/農民（小

規模農民）の土地利用、土地借用状況 

c) プロジェクトの影響を受ける可能性のある土地利用者、土地借用者、

農民のうち、2 割以上を対象とした生活、生計調査 

d) 土地や農地を失った場合の補償を受ける受給者の条件、生計回復のた

めの手段  

e) 資産および土地の損失に対して移転コストに応じた補償を行うため

の手順 

f) 補償の受給者の生活水準、収入機会、生産力を最低限維持あるいは改

善するための生計回復の手段 

g) 異議申し立て対応の手順及び責任機関 

h) 移転、特に小規模農地移転の担当組織（例：プロジェクト組織、市町

村、コンサルタント、NGO 等）及び責任機関 

i) 資産、土地の損失に対する支払い後の立ち退きスケジュール 

j) 資金源 



 

 

2
-
1
9 

環境項目 手法 指標 

k) プロジェクト組織によるモニタリングシステム及びモニタリングフ

ォーム 

l) ステークホルダーコンサルテーションの結果 

9 関係者の合意 認識調査、ステークホルダー協

議、フォーカスグループ協議等

（1 次データ収集） 

a) プロジェクトによる環境課題や環境影響に関する地元住民及びその

他の関係者の認識 
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環境社会配慮調査（ESCS）のための再委託調査は 2014 年 7 月に開始され、JICA のカテゴリ

ーB 案件並びに簡易用地補償計画のために必要な EIA（SES/SER）を行った。本プロジェク

トでは住民移転は発生せず、簡易用地補償計画はプロジェクトによって農業用地の移転を

求められる小規模農地所有者（PAPs）に対し、十分な補償と支援を行うことを目的として

おり、農業用地の移転によって彼らの生計に負の影響を与えることはない。SES および簡易

用地補償計画のドラフト・ファイナル・レポートは 2014 年 12 月に完成し、結果を本報告

書に反映した。 

2-2-3-1-7 環境社会配慮調査結果 

環境社会配慮調査のための SES/EIA の一環として収集した特筆すべき 1 次データとして、

プロジェクトエリア周辺の掘削井戸（5m 深）の地下水をサンプリングし一般的な簡易水質

計を用いて分析した。分析結果をもとに評価した地下水の水質を表 2-10 に示す。 

表 2-10 プロジェクトサイト周辺の地下水質 

試料 プロジェクト地周辺の飲料水として使用される井戸水の水質を検査した 
地下水質 地下水は、すべての検査項目が飲料水としての環境基準を満たしており、非

常に水質がよい 

SES/EIA ならびに簡易用地補償計画からなる環境社会調査の結果に基づき、環境スコーピン

グ結果に基づき比較評価を行った。（下表 2-11） 

比較評価の結果、ナミアロ変電所プロジェクトにおいては、同様の変電所の建設や運用に

係る多くの経験があること、本プロジェクト候補地が環境および社会的な制約条件の少な

い好立地であることが評価でき、環境スコーピングの変更は不要であることが明らかとな

った。 

表 2-11 環境スコーピング結果の比較評価 

項目 

 

スコーピング

に基づく評価 

調査結果に基

づく評価 評価事由 
建設 運用 建設. 運用 

環境の質及び汚染対策 

1 大気質 B- D B- D  大気汚染は主に建設期間中の塵埃による 

2 水質 D D D D  プロジェクト地周辺に地表水が存在しない 

3 騒音/振動 B- B- B- B-  建設中の騒音/振動、変電所周辺での緑地帯

設置による運用中の緩和可能性 

4 廃棄物 B- D B- D  建設中に作業員が排出するし尿・固形廃棄

物を含む廃棄物管理。変電所運用中の大量

の廃棄物発生はない。 

5 土壌 D D D D  建設/据付は主に地表面 

6 気候変動 D D D D  小規模プロジェクトであるため影響は少な

い  
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項目 

 

スコーピング

に基づく評価 

調査結果に基

づく評価 評価事由 
建設 運用 建設. 運用 

自然環境 

7 地形 D D D D  地形に対する著しい影響はない 

8 地質 D D D D  地質に対する著しい影響はない 

9 水文 D D D D  水文に対する著しい影響はない 

10 生態系 D D D D  生態系に対する著しい影響はない 

11 生物多様性 D D D D  生物多様性に対する著しい影響はない 

12 保護区 D D D D  変電所およびその周辺地に保護区は存在し

ない 

13 環境的、生態的重

要地 

D D D D  環境的、生態的重要地は変電所およびその

周辺地に存在しない 

社会環境 

14 地域経済 B+ B+ B+ B+  変電所の建設及びそれに続く運用、管理に

関する雇用機会 

15 住民移転 D D D D  プロジェクト地は非居住地域であり、住民

の移転はない  

16 生計  B- D B- D  プロジェクト地に 19 世帯が小規模耕作地

をもち、この移転が必要となることから影

響を受ける可能性がある。これらは ESCS に

よって提案された SLUCP を実施することに

より十分に補償可能である。このため適切

な SLUCP の実施が不可欠である。 

17 先住民 D D D D  プロジェクト地および周辺に先住民居住区

は存在しない 

18 文化遺産 D D D D  プロジェクト地および周辺に文化遺産は存

在しない 

19 健康、安全 B- D B- D  作業員の健康および安全は重要である。既

存の変電所運用において特筆すべき安全上

の課題はない。  
凡例: 

A+/-   :  著しい正/負の影響が予想される 

B+/-   :  正/負の影響が予想される 

C+/-   :  正/負の影響の程度が不明である（環境社会調査の進捗に従い影響の度合いを決定できるかどうか調査する必要がある） 

D     :  著しい正/負の影響が予想される 

 

2-2-3-1-8 影響評価 

ナミアロ変電所の建設および運用によってもたらされる環境への悪影響は、従来の環境マ

ネジメント、緩和策、およびモニタリング手法による対処が可能な範疇にあると評価でき

る。これは、近隣のナンプラ地区に所在する 2 箇所の既設変電所を含む、｢モ｣国内の各変

電所や、世界各国の多くの変電所の事例から見ても明らかである。 

環境社会配慮調査に関連する SES/EIA 調査によって特定された環境管理、緩和策及びモニ

タリング手法について、2-2-3-1-9 項、および 2-2-3-1-10 項に示す。 
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2-2-3-1-9 環境管理、緩和計画 

(1) 管理、緩和計画 

建設段階においては、受注業者が環境マネジメントおよびモニタリングに対する責任を負

い、環境、健康、安全に対し十分な配慮を伴った建設工事を実践することによって、良好

な環境マネジメントを完遂することができる。 

現地にて実施した環境調査の結果、建設中の有効な環境インパクトの緩和策として、特定

された手段の代表的なものは、以下のとおりである。 

 塵埃を発する材料を運搬する際の塵埃飛散防止措置 

 使用される建設機械・車輛への良好なメンテナンス 

 塵埃の発生・飛散を防止するための散水 

 裸地の緑化 

 建設サイトおよびキャンプサイトの衛生維持管理 

 高騒音・高振動を伴う作業の制限 

 削減・再利用・リサイクルに留意した廃棄物の分別処理 

 廃棄物処分の良好な管理 

現在、ナミアロ地区では廃棄物の収集・処理に係る公的サービスは提供されておらず、村

民が産み出す廃棄物は焼却や埋め立てにより非公式に処理されている。従って、建設中に

発生する廃棄物処理のために処分場を準備することが必要となる可能性も考えられる。ま

た、有害な廃棄物が発生した場合（本プロジェクトでは有害な廃棄物が顕著に発生するこ

とは予想されないが）、マプト州のマトラ市にあるマヴォコ専用埋め立て地に移送する必要

がある。 

SES/EIA によって特定された環境管理計画および緩和策を、建設段階ならびに運用段階毎に

それぞれ表 2-12、表 2-13 に示した。 

(2) 管理、緩和策の費用 

建設期間中における環境管理、緩和策の費用は契約業者の責任下にあり、ナミアロ変電所

プロジェクトの建設経費に含まれる。運用期間中の環境管理、緩和策の費用は EDＭ北部支

局の責任下にあり、新ナミアロ変電所の管理運用費用に含まれる。 
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表 2-12 環境管理計画/緩和策 –建設段階- 

建設段階  

活動 
環境項目 影響 目的 緩和策 実施主体 

活動内容 

建設作業 (例：植生・土壌除

去) および 重機を含む運搬 
地質、地形、土壌  

起伏の変化 
起伏の変化が起こりう

る土地の保護 

 テラスの造成および緑化による保護 

 採土地のリハビリテーション 
契約業者 

建設作業による土

壌侵食及び/又は

土壌圧密の悪化 

土壌侵食、土壌圧密の軽

減 

 雨季の作業量の低減 

 プロジェクト地へのアクセスを必要

最小限とし、植生除去を可能な限り行

わない 

 風や地表水による浸食に脆弱な土壌

で大面積を裸地化することを避ける。

そのような場所では防風帯を必要に

応じてつくる  (例：防風林) 

 適切な排水システムを導入し浸水や

浸食を防止する 

 建設後、すべての非舗装地において表

層土を復元し、自生の草本植生の回復

をうながす 

 可能な限りすべての裸地の植生を回

復させる 

 すべての車両、機械類は指定された経

路、アクセス道路のみを使用する 

契約業者 

建設作業建設作業 (例：植

生・表層土除去) および 重

機を含む運搬、取り壊し 

大気質 

運搬、建設作業に

伴う汚染物質によ

る大気汚染 

大気汚染物質の発生量

の低減 

 エンジン、車両、機械の適切な管理 

 新しい最新式機材および車両の使用 

 排出ガスの質のモニタリング 

 基準値を超えた場合の車両、機材の修

理、交換 

 ほこりの立ちやすい建設資材を搭載

した車両に覆いをする 

 大量の資材の積み下ろしは風を避け、

穏やかな環境条件下で行う 

 塵埃のたちやすい資材を運搬する車

契約業者 
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建設段階  

活動 
環境項目 影響 目的 緩和策 実施主体 

活動内容 

両は現場を出発する前に洗車しなけ

ればならない（洗車設備は使用可能） 

 建設現場への建設車両以外の進入禁

止。建設現場での速度制限 

 散水により土壌及び道路表面の湿度

を保つ 

 排出を低減し、性能を十分発揮できる

よう、メンテナンスを行う 

建設作業(例：インフラ建設) 水文 流路の変更 水文の変化を管理する  

 機械および車両はプロジェクト期間

を通じて密閉構造の床のある整備場

で整備する 

 廃油を決められた容器に収集し、決め

られた廃棄場所あるいはリサイクル

場に運搬する 

 未処理の排水を流さない 

 水流による浸食をモニタリングし、影

響が顕著な場合には流れを減らす 

契約業者 

建設作業 (例：土地造成時に

発生するバイオマス残渣、パ

ッケージ類、不良導線ケーブ

ルおよび残り、破損インスレ

ーター、作業員キャンプから

発生する廃棄物、下水)  

廃棄物 

廃棄物の発生 
地域の規則にしたがい

廃棄物を廃棄 

 使い捨て資材の使用を最低限とする 

 作業員に対する廃棄物削減、適切な処

理についての研修 

 規則に従いごみ収集、分別、廃棄、再

使用、リサイクルに必要な資材を提供

し、特に金属ごみの取り扱いに注意す

る 

 廃油その他の漏出を避ける 

契約業者 

送電塔の解体に伴

う廃棄物の発生 

地域の規則にしたがい

廃棄物を廃棄  

 使い捨て資材の使用を最低限とする 

 作業員に対する廃棄物削減、適切な処

理についての研修 

 規則に従いごみ収集、分別、廃棄、再

使用、リサイクルに必要な資材を提供

し、特に金属ごみの取り扱いに注意す

契約業者 
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建設段階  

活動 
環境項目 影響 目的 緩和策 実施主体 

活動内容 

る 

 廃油その他の漏出を避ける 

建設作業 (例：植生、表層土

除去)、運輸、 送電塔の解体 
騒音、振動 

運輸、建設作業、

送電塔の解体にと

もなう騒音、振動

レベルの増大 

騒音、振動レベルの低減 

 作業員、資材、機材の輸送は特に居住

地では日中に行う 

 最新の車輌を使用し充分な管理を確

実に行う 

 騒音レベルをモニタリングし、確実に

制限範囲とする 

 規制値を超えた機械、車輌の修理、必

要に応じた交換 

 契約業者は地域住民に対し作業の開

始/終了予定を伝える他、法律で規定

された作業時間を厳守、尊重しなけれ

ばならない 

 夜分、週末、祝日等の作業継続は最小

限とする 

 可能な場合には、機械や車両には消音

機を装着する 

 可能な場合には、盛土や樹木による遮

音対策を行う 

 すべての建設作業員は防護服を着用

する 

 高いレベルの騒音、振動を伴う建設作

業は可能な限り昼間（08:00-18:00)

実施する  

契約業者 

建設作業 (例：植生の除去) 動植物 動植物の損失 
動植物の損失を低減す

る  

 建設サイト外への契約業者の立ち入

りを規制し、建設サイトを可能な限り

小さくする 

 契約業者は植生除去の許可を所持し

ていることを確認する 

 樹木伐採を建設サイトに限定する 

 すべての車両および機械は指定され

契約業者 
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建設段階  

活動 
環境項目 影響 目的 緩和策 実施主体 

活動内容 

たルート及びアクセス道路のみを使

用し、オフロードを走行しない 

 機械的な植生対策を行う 

送電塔解体作業あるいは新規

の送電塔 2塔および変電所の

建設作業  

景観 
変電所建設による

景観の変化 

建設作業による景観へ

の影響の低減 

 建設作業は建設サイト内のみとし、景

観への影響を最小とする 
契約業者 

重機材の移動に伴う建設作業 交通、運輸 

トラックや特筆す

べきその他の交通

量、流れの変更 

交通の流れを管理 

 混雑時間をさけてカーゴの運送を行

い、必要に応じて交通警察の同行を受

ける 

 標識や安全策の設置 

 作業員に対し、交通ルールの順守を教

育する 

 道路の封鎖を最小限とする 

 塵埃の立ちやすい積荷は確実に覆い

をする 

契約業者 

建設作業 (例：地元およびそ

の他の地域における新規の雇

用機会、高所作業に伴う事故)  

健康 

STI 及び作業員の

安全と健康  

プロジェクト地への人

口の流入によりもたら

される健康被害の低減 

 住民及び作業員に対し感染や検査、性

行為に伴うリスク、健康被害、法規定

についての教育を行う 

 キャンプ地周辺でコンドームの購入

が可能な店を確保する。 

 健康サービス、医薬品へのアクセス 

 作業員に対する蚊帳および健康関連

施設の提供、マラリアの予防薬や医薬

品の十分な備蓄、清潔な水へのアクセ

スおよび、衛生用品の確保 

契約業者 

事故 
事故及び負傷のリスク

の低減  

 作業員に対し健康・安全に関する訓練

を行う。建設作業に参加するすべての

契約業者は健康、安全管理およびその

方法に関するブリーフィングをうけ

る。 ブリーフィングはプレゼンある

いはデモンストレーション形式で行

契約業者 
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建設段階  

活動 
環境項目 影響 目的 緩和策 実施主体 

活動内容 

う。一般、管理職を含むすべての作業

員を対象に教育・啓発プログラムを行

う。 本ブリーフィングの出席者は記

録簿に署名する。建設作業期間に雇用

された地元作業員は作業参加前に健

康、安全に関する研修をうける 

 定期的な訓練、シュミレーションを行

う 

 よい取り組みに対し表彰を行う 

 雇用者に対し応急処置訓練を行う 

 患者搬送など緊急時のための車両を

確保する 

建設作業 (例：雇用機会、プ

ロジェクト地周辺への作業員

の移住)  

経済 

収穫物、収穫地お

よびその他の経済

的機会の損失、 

地元住民に対する経済

損失を最小化し、これを

補償する  

 農民に対し建設前に収穫するよう助

言を行う 

 価値、土地、機会の損失の補償を計画

的に行う。そのために簡易用地補償計

画を準備する 

EDM 

直接雇用 
地元労働者の雇用機会

の増大 

 地元労働者の優先採用 

 地元住民の訓練のため一時雇用を行

う 

 機械ではなく肉体労働者を優先する 

EDM 及び 

契約業者  

発展の促進により

生まれる非直接雇

用 

プロジェクト実施の利

益が地域及び国内供給

業者に及ぶようにする  

 地元、国内供給業者を優先する 

 地元サービス提供者の訓練への投資 

 プロジェクト実施効果を投資につな

げる 

 地元肉体労働者の雇用につながる投

資を促進する 

EDM 及び 

契約業者 
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建設段階  

活動 
環境項目 影響 目的 緩和策 実施主体 

活動内容 

建設作業 (例：雇用機会、現

場周辺への労働者の移住) 
緊張状態 

雇用機会に対する

高い期待 

雇用機会への期待のマ

ネージメント 

 地元の労働者 (非熟練工)が必要な場

合にはプロジェクトは可能な限り地

元の労働者を雇用する。その際には、

地元機関及び県の労働組織と十分に

調整する 

 契約業者との契約書に地元の労働者

の雇用が可能な職場数、雇用条件、雇

用可能最大期間、採用手順、給与レベ

ルを明記する 

EDM 及び 

契約業者 

外部からの労働者

の存在から起こる

社会的な対立 

対立を避ける 

 作業員および地域住民を啓発キャン

ペーンの対象とし、良好な関係を築く

ことで対立を避ける 

EDM 及び 

 契約業者 
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表 2-13 環境管理計画/緩和策 –運用段階- 

運用段階 

活動 
環境項目 影響 目的 緩和策 実施機関 

活動詳細 

運用 (例：破損部品の交換、変

電所の管理、作業員からの一般

廃棄物) 

廃棄物 廃棄物の発生 

確実に地域の規則

に従い廃棄物を取

り扱う  

 使い捨て資材の使用を最小限にす

る 

 廃棄物の減量と取り扱いについて

作業員を教育する 

 規則に従い廃棄物の収集、分別、

廃棄、再使用、リサイクルに必要

な資材を提供する 

 廃油等の漏出を避ける  

EDM 北部支局 

運用  大気質 

運用に伴い排出

される汚染物質

による大気汚染  

大気汚染物質の低

減 

 エンジン、機械、車両のメンテナ

ンスの実施 

 最新で新しい機械、車両の使用 

 機械、車両が規定値を超えた場合

の修理、必要に応じて交換  

EDM 北部支局 

運用 (例：機械、機材)  騒音、振動 

変電所運用に伴

う騒音レベルの

増加 

騒音、振動レベル

の低減 

 変電所と居住地間に成木あるいは

盛土（緑地帯）による緩衝帯によ

り騒音の影響を低減 

EDM 北部支局 

運用 (例：変電所) エネルギー供給 
エネルギー供給

改善 

長期のエネルギー

供給を保証する 

 チムアラ-ナカラ変電所プロジェ

クトの影響を受ける４県の投資戦

略とプロジェクトを一致させる  

EDM 北部支局 

運用 (例：変電所運用期間中の

雇用)   
経済 直接雇用 

地元労働者の雇用

機会の拡大 

 地元労働者の雇用を優先する  

 地域住民の訓練のための一時雇用 

 機械ではなく肉体労働者を優先す

る 

EDM 北部支局 
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2-2-3-1-10 環境モニタリング計画、モニタリングフォーム 

建設中の契約業者による環境モニタリングは、塵埃の拡散（PM2.5 および PM10）、騒音、お

よび振動の計測を行うよう提案しているが、｢モ｣国においては、これらの要素に対し明確

な環境基準値が整備されていないため、IFC や WB などの国際基準の採用が必要となる。 

変電所の運用時には、変電所の稼働による騒音や振動は、周囲の緑地帯により緩和される

ため、環境に対する顕著な悪影響はないものと予想される。  

また、量的には限定的ではあるが、運用上発生する、運用スタッフの屎尿、廃水・廃油、

および不用となった機器部品類などの処理については、EDM 北部支局の責任の下、充分に管

理される必要がある。現時点での環境モニタリング計画案ならびにモニタリングフォーム

案をそれぞれ表 2-14 および表 2-15 に示した。
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表 2-14 ナカラ回廊送電系統強化計画環境モニタリング計画 

環境項目 
環境指標/ モニタ

リング項目 
単位 

モザンビーク

の基準: 政令

(18/2004)及

び 附則

(67/2010) 

参照国際基準 

– WB/IFC ガ
イドライン 

備考 (計測地点、頻度、方法) 責任機関 
モニタリング

コスト 

建設期間 

大気質 

SPM10 
µgm/m

3 
規定なし 

 

50 

 

150 平均値 

·プロジェクト地周辺および 1kmの地点の各 1

ヵ所 

·最低 3か月毎(毎季 1回)24 時間調査  

·大容量ダストサンプラーの使用が想定され

る 

実施者: 契約業

者 / EDM 

 

 

1 セット当たり

5000 USD  

建設費に含ま

れる 

SPM2.5 
µgm/m

3 
規定なし 

35  

 

75 平均値 

プロジェクト地周辺および 1km の地点の各 1

ヵ所 

·最低 3か月毎(毎季 1回）24 時間調査  

·大容量ダストサンプラーの使用が想定され

る 

実施者: 契約業

者 / EDM 

 

1 セット当たり

5000 USD  

建設費に含ま

れる 

騒音、振動 騒音、振動レベル dB 規定なし 

70 (夜間) 

70 (昼間) 

(工業地域)  

建設地から 100m の地点 

各月、24 時間調査 

騒音計 

実施者: 契約業

者 / EDM 

 

1 セット当たり

5350 USD 

建設費に含ま

れる 

廃棄物 

固形廃棄物 (解体

廃棄物を含む) 

し尿 

一般廃棄物 

- - - 作業現場およびキャンプ地 (毎週) 

実施者: 契約業

者 / EDM 

 

建設費に含ま

れる 

運用期間 

廃棄物 

固形廃棄物  

し尿 

一般廃棄物（変電

所） 

- - - 変電所 (毎週) 

実施者: 契約業

者 / EDM 

（北部支局） 

建設費に含ま

れる 
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表 2-15 ナカラ回廊送電系統強化計画環境モニタリングフォーム 

Environmental 

Parameter Item Unit 

Measured 

Value（Mean） 

Measured 

Value 

（Max.） 

Mozambique 

Standards: 

Decree 18/2004 

and supplement 

67/2010 

Referred 

International 

Standards - 

WB/IFC 

Guidelines 

Remarks (Measurement Point, 

Frequency, Method) 

Construction Phase 

Air Quality 

SPM10 µgm/m3     Not Specified 

50  

 

150 Interim 

Value 

One Sampling Point near the 

project site  and one sampling 

point 1 km away from the project 

site 

·At least once in three months (one 
every season) – 24 hr. day 

sampling 

·High Volume Dust Sampler may be 
used 

SPM2.5 µgm/m3     Not Specified 

 

35  

 

75 Interim Value 

One Sampling Point near the 

project site  and one sampling 

point 1 km away from the project 

site 

·At least once in three months (one 
every season) – 24 hr. day 

sampling 

·High Volume Dust Sampler may be 
used 

Noise and 
vibration 

Noise and 

vibration level 
dB     Not Specified 

70 (Day-time) 

70 (Night-time) 

·  100m from the construction site 
·  Per Month one 24-hr. day 

sampling 

·  Sound level meter 

Waste 

Solid waste 

(including 

demolition waste) 

Sanitary waste 

Housekeeping waste 

          Worksite and camp site (weekly) 
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Environmental 

Parameter Item Unit 

Measured 

Value（Mean） 

Measured 

Value 

（Max.） 

Mozambique 

Standards: 

Decree 18/2004 

and supplement 

67/2010 

Referred 

International 

Standards - 

WB/IFC 

Guidelines 

Remarks (Measurement Point, 

Frequency, Method) 
Operation Phase 

Waste 

Solid waste and 

sanitary waste 

Housekeeping waste 

of the substation 

          Substation Worksite (weekly) 
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2-2-3-1-11 パブリックコンサルテーション 

参加型のパブリックコンサルテーションを 2014 年 8 月 22 日にメコンタ地区事務所で実施

した。パブリックコンサルテーションは、環境社会調査における重要な関係者として選定

された地方政府職員、伝統的な村の代表者、地域の有力者から 39 名の参加を得て行われ、

議事進行はメコンタ地区職員が担当した。パブリックコンサルテーションの概要を下表 

2-16 に示す。 

表 2-16 パブリックコンサルテーションの概要 

日時 2014 年 8月 22 日 10:00～12:00 

会場 メコンタ地区事務所 会議室 

参加者  39 名（ 地方政府職員、伝統的な村の代表者、地域の有力者等） 

プロジェクト提案者を代表して EDM 北部支局がプロジェクト目標および概要の紹介を行い、

引き続いて環境社会調査のパブリックコンサルテーション専門家から SES の結果を報告し

た。 

質疑応答では、プロジェクト実施に対する重大な反対意見は挙がっておらず、ナミアロ変

電所の運用開始時期に関する質問など、基本的にはプロジェクト実施を歓迎する発言があ

り、近年ナミアロ地域で深刻な電力不足の緩和への期待がうかがわれた。（運用開始時期に

関しては、EDM から開始時期が未定である旨の説明を行った。）その他の主な発言は以下の

とおりである。 

 事業実施にあたり、EDM が地区当局と協力すること 

 地域の労働力を優先的に雇用すること 

2-2-3-2 農地移転に関する簡易用地補償計画 

2-2-3-2-1 農地移転、農地移転移転対象者との協議 

ナミアロ変電所プロジェクト地およびアクセス道路には 19農家が所有する小規模農地、果

樹園が存在する。プロジェクトの実施により、農地移転を行うことで、農地移転対象者の

生計に影響を与える可能性がある。本プロジェクトの実施により、影響を受ける上記 19世

帯が不利益を被らないよう、前述のとおり環境社会調査の一環として簡易用地補償計画を

作成した。なお、本プロジェクトの建設予定地には住民・家屋は存在せず、本プロジェク

トの実施による住民移転は発生しない。簡易用地補償計画策定チームは 2014 年 7 月に 19

世帯を対象に、本プロジェクトに対する意見を確認するため直接インタビューを行った。

インタビューでは、メコンタ（ナミアロ）地域でのプロジェクトの実施が、直接的・間接

的に地域社会に貢献するものであり、概ね好評であることが明らかとなった。特にインタ

ビュー対象者からは、プロジェクトによってもたらされる恩恵のひとつとして、金銭的な
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補償の他に、変電所の建設・運用に伴う雇用の創出もあげられた。このことから、プロジ

ェクト提案者側から補償のための十分な代替手段が示されれば、対象世帯はナミアロ変電

所建設受け入れ及びこれに伴う移転や補償交渉に前向きであることが示された。 

事業実施により影響をうける世帯に対し、実施前の生計を最低限維持できる程度の補償を

行い、各世帯の要求を満たすことのできる簡易用地補償計画を策定した。計画については

事項にて詳述する。 

2-2-3-2-2 用地取得・住民移転に係る法的枠組み 

モザンビーク共和国憲法は、基本的原則として、全ての天然資源と生産手段は集団的利益

に資するための公共財産であると規定している。これにより、国家の所有物たる土地を利

用する権利は、土地利用権（DUAT）という形で国家によって付与されるとしている。この

位置づけは、モ国における土地の占有および利用に係る主要な規定を網羅する土地法（Law 

19/97）によって補強されている。土地法によると、全ての土地は国家に帰属し、土地の売

却、所有権の移転、土地の譲渡担保や抵当権は認められていない（土地法第 2条）。 

このように、土地は国家が所有しているものの、すべてのモザンビーク国民（男女を問わ

ず）、法人および地域社会は、土地を使用し享受する権利を有する（土地法第 3 条）。土地

法の第 9 条は、伝統的システムや慣習上の権利といった形での個人または地域社会による

土地の占有を認めている。また、第 10 条は、土地利用権（DUAT）を保有しない場合でも、

土地の占有が信義則に従っており且つ 10年間以上行使されている場合のモザンビーク国民

による土地占有の派生的権利を規定している。このように、地籍簿上の土地利用権（DUAT）

の不保持は、土地に関する権利の喪失を必ずしも意味しない。 

土地利用権（DUAT）の下で、経済活動のための土地の使用権・開発権は、最長 50 年間保護

され、また利害関係者の要求に応じて同様の期間の延長が認められている（第 17 条）。ま

た、伝統的コミュニティーによる土地の使用権・開発権は、いかなる条件によっても制限

されない（17-2 項）。 

地籍簿上の土地利用権（DUAT）または慣習的規範や習慣に基づく利用権は、事前に正当な

補償を施すことで公共の利益のために取り消すことができる（第 18 条）。公共の利益のた

めに土地利用権を停止する手続きは、土地収用の手続きに準拠するものとし、正当な補償

の支払いを実施した後に開始される。 

省令 181/2010 は、国家によって公益に資すると判断されたプロジェクトの土地収用のプロ

セスを規定している。同省令は土地収用に伴う損失補償に対する指針を含んでいる。永年

作物および一年作物に対する補償に関する基本指針は、農業省総局（DPA）によって提供さ

れ、更新されている。補償額はその時点の市場価格および種々の永年および一年作物の付

加価値生産性に基づいて決定される。 
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簡易用地補償計画の法的（および政策的）枠組みおよび採用する補償資格要件は、自発的

住民移転を伴わない場合でもモザンビークの国内法および自発的住民移転およびその関連

側面に関する JICA の方針に基づくものとする。 

モ国では近年になって公共の利益とその財産の保護を強化する必要性が出てきたことを受

けて、土地収用、住民移転および補償に関する国内法が大幅に改善されてきているものの、

依然として国内法と JICA の方針との間にいくつかの法制面でのギャップが存在している。 

したがって、本プロジェクトの簡易用地補償計画では、JICA ガイドラインに提示されてい

る方針および手順、ならびに国内法で定められているベストプラクティスを採用した。簡

易用地補償計画の作成に際しては上記の 2 つの文書の調和を図りつつ、プロジェクト被影

響住民（PAPs）の利益をできる限り優先するよう努めた。 

モ国の国内法と JICA の方針との間に多少の差異がある場合、または国内法が個別の問題に

ついて言及していない場合には、JICA ガイドラインの原則を採用した。この際、土地に関

する権利を保有せず苦情処理メカニズムやその他の法的救済措置を受けることができない

住民の補償受給資格要件も考慮した。 

簡易用地補償計画に関してのモ国国内法と JICA ガイドラインの間のギャップを表 2-17 に

示す。 
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表 2-17 モ国国内法と JICA ガイドラインの間のギャップ 

JICA ガイドライン ｢モ｣国国内法 本事業の簡易用地補償計画 

非自発的住民移転及び生計手段の喪失は、あらゆ

る方法を検討して回避に努めねばならない。 
｢モ｣国国内法では、言及されていない。 

適用された方策により、非自発的住民移

転を伴わない形で、生計への影響を最小

化している。 

補償は、可能な限り再取得価格に基づき、事前に

行われなければならない。農業用地の再取得価格

に関しては、同等の生産力のある土地あるいは、移

転対象地周辺の土地の市場価格を反映し、これらの

土地を移転対象農地と同等のレベルまで整地し、移

転に伴い必要な登録費、税金に関しても考慮しなけ

ればならない。 

環境法（Decree No. 23/2008）では物あるいは現金に

よる補償が可能とされている。市場価格による補償

が同法で求められているが、実際には、法令によっ

て構造物や作物に対する補償が定められており、い

かなる変更も DPA の合意が必要となる。また、同法

令では構造物に対する補償は経年による減価償却を

考慮するものとしている。これらの補償以外のいか

なる支援についても、国内法では言及していない。 

農地は、現在の農地と同生産性をもち、

出来るだけ至近の新しい土地が提供さ

れる。作物は DPA によって定められた

市場価格による補償を行うほか、種子の

提供を行う。 

DPA の定めに従い、樹木は 1 本の損失あ

たり 2 本が補てんされ、金銭的な補償も

行う。 

影響を受ける人々やコミュニティーからの苦情に

対する適切な処理メカニズムが整備されていなけ

ればならない。 

国内法では苦情処理メカニズムの整備については特

に要求されていないが、地域のリーダが苦情処理を

進め、問題解決の役割を担うと考えられており、一

般的に実施されている。 

適切で、利用可能な苦情処理メカニズム

が影響を受ける人々やコミュニティー

のために整備される。 

補償や支援の受給権者は、土地に対する法的権利を

有するもの、土地に対する法的権利を有していない

が、権利を請求すれば、当該国の法制度に基づき権

利が認められるもの、占有している土地の法的権利

及び請求権を確認できないものとする。 

一般的には借地人に対しても補償が行われている

が、国内法では、借地人が補償を受ける権利につい

て特に言及していない。 

借地人に対して、生産物、農作物、果樹

の損失の種類により補償を行う。 
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JICA ガイドライン ｢モ｣国国内法 本事業の簡易用地補償計画 

移行期間（移転から生計回復までの期間）の支援を

提供する。 

補償以外のいかなる支援についても言及されていな

い。 
特に、より弱者に対して支援を行う 

200人未満の住民移転または用地取得を伴う案件に

ついては、簡易住民移転計画を作成する。 

国内法では移転実施計画等の計画が求められてい

る。しかしながら、この計画が移転の規模や特徴に

応じて変更されることはない。 

非自発的住民移転がなく、移転計画（要

約版）も不要であるため、本簡易用地補

償計画のみ作成した。 
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2-2-3-2-3 影響を受ける農地および農地移転対象者の規模・範囲 

私有財産としての農地の損失の種別および性別ごとの被影響世帯主数と被影響住民数（合

計 146 人）の概要を表 2-18 に示す。プロジェクトの影響を受ける農地面積は約 10ha であ

る。損失財産のインベントリーとその評価額は添付資料-7に示した。 

表 2-18 損失の種別ごとの被影響世帯数 

損失の種別 世帯主数 
世帯主 

（％） 
被影響住民数 

被影響住民 

（％） 

土地使用者 
男性 11 58% 57 39% 

女性 6 32% 68 47% 

借地権者 
男性 0 0% 12 8% 

女性 2 11% 9 6% 

合計 19 100% 146 100% 

2-2-3-2-4 補償と支援 

以下のカテゴリーのプロジェクト被影響住民（計 19 世帯）は補償受給資格を有するものと

と判断された。  

 プロジェクトサイト内（変電所およびアクセス道路）に位置する農地の慣習的権利の

保有者 

 プロジェクトサイト内に位置する農地の借地人 

 プロジェクトサイト内に位置する作物の保有者 

 プロジェクトサイト内に位置する果樹の保有者 

プロジェクト被影響住民が被る損失に対する補償の実施に関する資格要件表（Entitlement 

Matrix）を表 2-19 に示す。 
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表 2-19 簡易用地補償計画に係る資格要件表 

No. 損失の種類 
受給権者 

(受給権) 
権利 (補償パッケージ) 責任機関 

1 
農地の損失 

(永久) 

プロジェクト地内の農地の

伝統的所有権者 

物質的補償：最低でも同面積、同生産性の

代替地の提供。 

援助：市場価格により設定した労務費を含

む新規土地の農地化支援 

EDM あるいは再委託機関 

プロジェクト地内の農業用

借地 

土地の損失に対する補償はなし。作物の損

失を補償 
EDM あるいは再委託機関 

2 収穫の損失 
プロジェクト地内の生産物

の所有者 

ナンプラ州の DPA が定めた関連農作物補

償額一覧表に基づく金銭的な補償。補償一

覧表は添付資料-6 を参照。補償は様々な単

年、永年作物の現在の市場価格 及び生産性

に基づき設定されている。 

物質的援助: 種子の提供 

EDM あるいは再委託機関 

3 果樹の損失 
プロジェクト地内の果樹の

所有者 

ナンプラ州の DPA が定めた関連果樹作物

補償一覧表に基づく。補償一覧表は添付資

料-6 を参照。 

代替樹木は、対象樹木 1 本につき 2 本が植

樹される。 

EDM あるいは再委託機関 
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簡易用地補償計画によって提案された、19 世帯のプロジェクト被影響住民（本プロジェク

ト建設予定地において小規模農業（自給自足農業）を営み、果樹により生計を立てている

住民）に対する補償および生計回復の方策は以下の要素で構成される。 

 同等の農業生産性のある土地およびその農地化に必要な労賃と同等な資金の提供 

 失われる農作物と果樹の市場価格の 2倍に相当する補償金の提供 

 種子の提供 

 簡易用地補償計画の実施期間中、情報、運輸、ロジ、事務的業務等の農地移転対象者

のニーズに対する支援 

これらの補償および援助により、事業の実施により農地および果樹を失う上記 19 世帯の被

影響住民の生計は、少なくとも事業実施前の状況に回復すると考えられる。 

2-2-3-2-5 簡易用地補償計画の実施体制 

EDM は本プロジェクトの実施機関として、簡易用地補償計画で提案されている補償の提供、

および該当世帯の生計回復状況をモニタリングするための住民移転ユニット（以下、ユニ

ット）を組織する必要がある。EDM には上述した補償や援助に係る専門性が不足しており、

左記ユニットの効率的な運営のために、外部専門家の雇用を提案する。さらに、上記のユ

ニットによるモニタリングとは別に外部からのモニタリングも四半期に 1 回の頻度で実施

することを提案する。 

さらに EDM のユニットは、ナンプラ州政府、メコンタ地区政府、ナンプラ州農業総局、ナ

ンプラ州地籍地理局および現地の伝統的権威者と協力して、簡易用地補償計画を実施する

ことを提案する。簡易用地補償計画の実施組織の案を図 2-6 に示す。 
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図 2-6 簡易用地補償計画の実施組織（案） 

簡易用地補償計画の実施に地域コミュニティーを参加させるため、実施主体である EDM の

ユニットは本プロジェクトのための補償アドバイス委員会を設置する。 

補償アドバイス委員会は以下のメンバーで構成される。 

 EDM のユニットの代表者（委員長） 

 ナンプラ州政府の代表者 

 メコンタ地区政府の代表者 

 ナンプラ州農業総局の代表者 

 ナンプラ州地籍地理局の代表者 

 現地の伝統的権威者 

2-2-3-2-6 実施スケジュール 

簡易用地補償計画の実施には、当初の土地の収用と補償に 4 ヵ月と、生計回復状況のモニ

タリングおよび必要に応じた苦情処理等に 10 ヵ月、計 14 ヵ月の期間を要すると推定され

る。生計回復状況のモニタリングにおける公正性を確保するため、代替用地提供の 1 ヵ月

後（すなわち簡易用地補償計画の開始 5 か月後）より、本計画の実施が完了するまで 3 ヵ

月毎に（計 4回）、外部機関によるモニタリングの実施を提案する。 

JICA

Relocation Unit (RU) of EDM

Report

Compensation Advisory Committee
・ RU of EDM
・ Nampule Provincial Government
・ Meconta District Administration
・ Provincial Directorates of Agriculture
. Provincial Services of Geography and Cadastre
・ Local Traditional Authority

D/D, C/S Consultant
Contract

External Monitoring Agency

ContractReport
Monitor
after the Contract

Farmland Relocation

Internal
Monitoring

External
Monitoring

SLUCP Implementation
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なお、前述のとおり、本計画の実施に必要な期間は 14ヶ月と推定されるため、全ての補償

とそのモニタリングは、本プロジェクトの準備段階（実施設計期間中）、すなわち本プロジ

ェクトの建設工事着工前に完了している必要がある。 

簡易用地補償計画の実施スケジュール（案）を図 2-7 に示す。 
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図 2-7 簡易用地補償計画の実施スケジュール（案）
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2-2-3-2-7 苦情処理メカニズム 

プロジェクトにより影響を受ける農家への補償および関連の支援を行う際の苦情処理に関

しては、以下に示す階層的な苦情処理システムが提案されている。 

 ① 伝統的な権威者 

 ② 補償アドバイス委員会 

 ③ 州政府 

 ④ 裁判所（最終処理機関） 

苦情処理システムの案を図 2-8 に示す。まず被影響住民の苦情は伝統的な権威者（伝統的

指導者）の支援を受けながら地域レベルでの解決を図る。この際、被影響住民は、まず書

面または口頭で苦情を申し立てなければならない。伝統的な指導者は、7日以内に紛争を解

決しなければならない。 

被影響住民が、伝統的な指導者による決定に満足できない場合或いは伝統的な指導者が地

域レベルで紛争を解決できない場合、被影響住民は、補償アドバイス委員会に異議申し立

てを行わなければならない。異議の申し立ては、異議申立書の様式に所定の事項を記入し

提出することにより行われる。被影響住民が異議申立書の作成において支援が必要な場合、

伝統的な権威者または EDM のユニットが必要な支援を行うものとする。 

補償アドバイス委員会は、苦情の解決策を提案し、それを委員会の決議から 10日以内に被

影響住民に伝達する。補償アドバイス委員会は、解決策を書面（苦情処理フォームに記入）

の形で被影響住民に伝える。 

補償アドバイス委員会が、プロジェクトレベルで非公式に紛争を解決できない場合、公的

な紛争処理手続きに入ることになり、紛争の解決はまず州政府に委ねられることになる。

州政府の決定に不服がある場合、モ国の司法裁判所に上告することができる。 

EDM のユニットは苦情処理プロセスの全体を通して記録を残し、被影響住民から提出された

苦情の内容、苦情への回答、合意内容等を書き留めておかなけれならない。 
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図 2-8 苦情処理システム 



 

2-47 

 

2-2-3-2-8 簡易用地補償計画実施の費用 

簡易用地補償計画の実施に必要となる総予算は 1,337,515 メティカルと見積もられる。 

簡易用地補償計画の実施予算の内訳を表 2-20 に示す。 

表 2-20 簡易用地補償計画実施予算内訳 

 

 

2-2-3-2-9 簡易用地補償計画モニタリング 

簡易用地補償計画の項で述べたように、内部および外部モニタリングを実施することを提

案する。内部モニタリングは、事業提案者の代表機関であり簡易用地補償計画の全ての側

面でその実施に責任を持つ EDM のユニットによって実施される。外部モニタリングは、EDM

が雇用する外部組織によって実施され、簡易用地補償計画の実施期間中（14 か月間）に計

4回（5、8、11 及び 14ヵ月目）実施されることになると想定される。 

内部および外部モニタリングのフォームを、添付資料-8（EDM のユニットによる月次進捗モ

ニタリング様式）、添付資料-9（外部モニタリングのための活動モニタリング様式）および

添付資料-10（内部および外部モニタリングのための指標別モニタリング結果様式）をそれ

ぞれ示す。 

2-2-3-3 環境チェックリスト 

前述のとおり、環境社会配慮調査の SES/EIA 及び簡易用地補償計画に関して、JICA の送変

電・配電セクター用チェックリストを参照しながら、上述の環境・社会的状況を踏まえ、

本プロジェクトのための環境チェックリストを作成した（添付資料-11）。特に、運用期間

項目 
金額 

［メティカル］ 

補償 
 

農作物 151,015.00 

果樹 403,500.00 

援助   

新しい土地の農地化 100,000.00 

種子の提供 3,000.00 

果樹の移植 10,000.00 

弱者への援助 20,000.00 

計画実施ユニットに係る費用 500,000.00 

外部モニタリング機関に係る費用 150,000.00 

合計 1,337,515.00 
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中の騒音や振動に対する緩和策として緑地帯の設置が計画されていることから、本質的に

は長期間のモニタリングは不要である旨をチェックリストに明記した。この点については

環境チェックリストにも記載している。環境モニタリング計画およびモニタリングフォー

ムについては、2-2-3-1-10 項に詳述した。 
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2-3 ｢モ｣国の電力事情 

1) 電力需要予測 

「モ」国の電力需要予測を表 2-21 に示す。「モ」国の 2011 年から 2026 年の電力需要の年

間平均伸び率は 12.4%になり、2026 年の「モ」国の電力需要は 3,696MW に達する。中でも

大きな電力需要の伸びを示すのはナカラで年間平均伸び率は 20.7%と予想されている。これ

は、今後開発が予定されている新しいナカラ港、ナカラ空港や工業団地などの電力需要が

見込まれているからである。 

表 2-21 電力需要予測 
Medium Load Forecast by Customer Service area MW 
Region Province Customer Service Area 2011 2016 2021 2026 AAG* 

South 
DDS 

Inhambane ASC Inhambane 14 18 23 30 5.3% 

Gaza ASC Xai-Xai 18 102 163 173 16.1% 
ASC Chokwe 32 102 110 119 9.1% 

Maputo ASC Maputo Province 124 247 308 1,311 17.0% 
DDM City of Maputo City of Maputo 201 404 543 675 8.4% 

Center 
DDC 

Sofala ASC Beira 72 291 391 429 12.6% 
Manica ASC Chimoio 27 46 57 71 6.5% 
Tete ASC Tete 29 199 126 129 10.6% 

Zambezia ASC Mocuba 9 24 27 40 10.1% 
ASC Quelomane 16 50 66 74 10.9% 

North 
DDN 

Nampula ASC Nampula 48 88 140 160 8.3% 
ACS Nacala 22 210 356 369 20.7% 

Cabo Delgado ASC Pemba 17 55 77 87 11.4% 
Niassa ASC Lichinga 9 15 21 29 8.0% 

Total 638 1,851 2,408 3,696 12.4% 
*Annual Average Growth 

[Source: Master Plan Update Project, 2012-2027 Volume II –Load Forecast Report] 
  



 

2-50 

2) 電力供給状況 

2013 年の電力供給状況を表 2-22 に示す。2013 年の最大需要は 709MW であり、「モ」国内の

発電所からの供給電力は 614MW であった。この不足分の 95MW は隣国南アフリカからの輸入

電力で賄っている。カオラバッサ水力発電所の発電容量は 2,000MW あるものの EDM が利用

できる電力量は 500MW しかない状況となっている。現在の北部系統の電源はカオラバッサ

水力発電所のみとなっており長距離送電線を強いられている。 

発電電力量の比率は、カオラバッサ水力発電所 91%、EDM 所有の発電所 6%、電力輸入 2%、

IPP からの購入 1%となっており、「モ」国の電力供給は、カオラバッサ水力発電所に大きく

依存している状況にある。 

表 2-22 2013 年電力供給状況 

Generation Capacity [MW] Total in 
Mozambique 

Available for 
EDM Export Import 

Hydro Power generation     
 Corumana 8 8   
 Mavuzi 25 25   
 Chicamba 34 34   
 Cahora Bassa S for EDM 500 500   
 Cahora Bassa S Export 1,500  1,500  
Thermal Power generation     
 Aggreko 1 & 2 for EDM 15 + 32 15 + 32   
 Aggreko 1 & 2 for Export 85 + 90  85 + 90  
Total Generation [MW] 2,289 614 1,675  
     
EDM Peak Load (June 2013) 709 614  95 

[Source: Master Plan Update Project, 2012-2027 Volume III – Main Report] 

3)発電所建設計画 

水力発電所および火力発電所の建設計画を表 2-23、表 2-24 に示す。発電所の建設は IPP

事業者と EDM に分かれるが、IPP 事業者により開発される発電所の電力の一部は EDM 以外の

大口の需要家に直接供給されている。このため、発電所の建設計画はあるものの電力需要

に対し幾分か不足電力が発生し、これを補うために電力を南アフリカから輸入しなければ

ならない。例えば、2016 年の電力需要予測は 1,851MW となっており、水力発電所と火力発

電所の EDM 向け電力は 1,221MW となり、630MW の不足電力が発生し、この電力を隣国の南ア

フリカ等から輸入する必要がある。 
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表 2-23 水力発電所建設計画と EDM 向け供給電力 

 
Instaleed 
Capacity Short Term Medium Term Options Long Term Options 
[MW] 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Corumana 17 8 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
Mavuzi 52 25 25 25 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
Chicamba 44 34 0 0 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
Cahora 
Basa 
South 

2,000 500 500 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 

Alto 
Malema 60       60 60 60 60 60 60 60 60 
Mphanda 
Nkuwa 1,500          300 300 300 300 300 
Lupata 600          250 250 250 250 250 
Massingir 40          27 27 27 27 27 
Moamba 
Major 15          15 15 15 15 15 
Muenezi 21             21 21 
Tsate 50           50 50 50 50 
Boroma 200            200 200 200 
Lurio 
1, 2, 3 120             120 120 
Cahora 
Bassa 
North 
bank 

1,245              249 

Supply for EDM 567 533 756 817 817 817 877 877 877 1469 1519 1719 1860 2109 

[Source: Master Plan Update Project, 2012-2027 Volume IV –Summary Report] 
 

 

[Source: Master Plan Update Project, 2012-2027 Volume IV –Summary Report] 
図 2-9 水力発電所開発計画地点 



 

2-52 

表 2-24 火力発電所建設計画と EDM 向け供給電力 

 
Instaleed 
Capacity Short Term Medium Term Options Long Term Options 
[MW] 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Aggreko 100 15 15             
Aggreko2 122 32 32 32            
CTRG 175  150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
CTM 100   47 47 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
EDP 
Chokwe 32   32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
Electro 
Tec 100     100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Gigawatt 100    100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Moatize 1 300    50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Jindal 1 40    10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Buzi 15    15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
Kuvaninga 40     40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Ncondezi1 300     250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
Benga1 125      50 50 50 50 50 50 50 50 50 
ENI 75      75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Supply for EDM 47 197 261 404 847 972 972 972 972 972 972 972 972 972 

[Source: Master Plan Update Project, 2012-2027 Volume IV –Summary Report] 
 

 

[Source: Master Plan Update Project, 2012-2027 Volume IV –Summary Report] 
図 2-10 火力発電所開発計画地点  
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4) 電力設備建設計画 

北部地域における電力設備増強計画を表 2-25 に示す。北部の急速な電力需要の伸びに対応

するため 400kV 送電線の建設を始め、特にナカラ周辺の送電線網が整備される予定となっ

ている。 

表 2-25 北部地域における電力設備増強計画  

Commissioning Year 
(Target year) Project Name 

2015 1) 220kV line Caia – Namupla: Series compensation of the existing line 

2016 1) SVC in Nampula Substation 
2) 110kV Line Cuamba – Marrupa 
3) New Marrupa Substation 
4) 110kV Line Metoro – Pemba 
5) 220kV Line Namialo – Metoro 
6) 400kV Line Chimuara – Namialo 

2017 1) 220kV Line Namula – Nacala 

2018 1) 110kV Line Nampula – Moma 

[Source: Master Plan Update Project, 2012-2027] 

5) 北部系統の現状 

EDM より受領した 2014 年ピーク需要断面の PSS/E データに基づき北部系統の現状を分析し

た。北部系統の変電所と送電亘長を図 2-11 に示す。北部系統は前述したとおりカオラバッ

サ水力発電所を電源とし、220kV 送電線および 110kV 送電線で電力供給がなされ、同発電所

から最長でアウアッセ変電所まで約 1,500km となっている。このため、電圧降下や電圧変

動対策のために調相設備や SVC 装置が数多く導入がなされ、長距離送電線による電力輸送

限界を改善するために送電線へ直列コンデンサが導入されていることが確認された。 

2014 年断面における北部系統の電力需要を図 2-12 に、北部系統の送電線容量を図 2-13 に

示す。これによると 2014 年断面における電力需要に対し、送電線容量を超過しないことを

確認した。ナンプラ 220 変電所の変圧器容量は 200MVA となっており、ナンプラ 220 変電所

の供給地域であるナンプラ地区、ペンバ地区の総需要は 142MVA となっている。図 2-14 に

カオラバッサ水力発電所の電圧位相を基準とした北部系統の電圧位相差を示す。これによ

ると、ペンバ変電所 33kV 母線の電圧位相差が 86度となっており、北部系統の送電限界(一

般に位相差 90 度)に近づいていることを示しており、今後の電力需要の伸びに対しては北

部系統での発電所の建設や新たな送電線の建設が必要不可欠であることを確認した。 
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図 2-11 北部系統の現状と送電線亘長 

 

 

図 2-12 2014 年断面の北部系統の電力需要 
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図 2-13 北部系統送電線の送電容量 

 

 

図 2-14 カオラバッサ水力発電所電圧を基準とした北部系統の電圧位相 
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6) 北部地域の電力需要予測 

北部地域の電力需要予測を表 2-26 に、この電力需要内、工場などの大口需要を表 2-27 に

示す。電力需要の伸びのほとんどは大口需要によるものである。また、ナカラ変電所の大

きな需要も大口需要によるものであり、ナカラ地域の発展を支えるためには、同地域で電

力の安定供給を確保することが重要である。 

北部地域の電力需要は 2016 年には 368MW に達し、ナンプラ 220 変電所から供給する電力需

要は、353MW となり、ナンプラ 220 変電所の供給能力(200MVA)を超えることを確認した。北

部地域の電力需要の急激な伸びに対して、安定供給を実現するためには、マスタープラン

に記載された設備建設計画を確実に実行することが不可欠であり、建設の遅れ等が発生す

ると電力供給が適切に行えない事となる。 

表 2-26 北部地域の電力需要予測  

Medium Load Forecast by  MW 
Area Distr. Substation 2011 2016 2021 2026 

Nampula Moma 16 35 68 69 
Nampula central 32 53 72 91 

Nacala Monapo 7 94 157 161 
Nacala 15 116 199 208 

Pemba 

Auasse 1 7 7 8 
Macomia 2 2 3 4 
Metoro 4 11 13 15 
Pemba 11 35 55 61 

Lichinga 
Cuamaba 3 3 5 6 
Lichinga 6 8 10 13 
Marrua 0 4 6 10 

Total 97 368 595 646 
[Source: Master Plan Update Project, 2012-2027 Volume II –Load Forecast Report] 

表 2-27 北部地域の工場などの大口需要  

Medium Load Forecast by  MW 
Area Distr. Substation 2011 2016 2021 2026 

Nampula Moma 15 32 65 65 
Nampula central  8 8 8 

Nacala Monapo  85 145 145 
Nacala  95 170 170 

Pemba 

Auasse  5 5 5 
Macomia     
Metoro  15 15 15 
Pemba  10 18 18 

Lichinga 
Cuamaba     
Lichinga     
Marrua     

Total 15 250 426 426 
[Source: Master Plan Update Project, 2012-2027 Volume II –Load Forecast Report] 
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7) ナミアロ変電所運開時期の系統解析  

ナミアロ変電所の運開時期は 2017 年中が見込まれている。この時期までに建設されている

電力設備と 2018 年の電力需要をデータとして、系統解析を実施した。ナミアロ変電所運開

時期に建設されていると想定される電力設備を表 2-28 に示す。この断面の北部系統の系統

図を図 2-15 に示す。 

EDM から提供を受けた PSS/E データをベースにして、電力需要や増強された電力設備をデー

タ整理して系統解析を実施した。ナミアロ変電所の需要予測はマスタープランには記載さ

れていないため、ナミアロ変電所の需要はモナポ変電所の内、一般需要家の負荷の 70%、大

口需要の一部が移行するものと仮定した。 

解析結果を整理した電力需要と潮流状況を図 2-16 に、電力需要と電圧状況を図 2-17 に、

カオラバッサ水力発電所の母線電圧を基準とした電圧位相差を図 2-18 に示す。解析結果よ

りナミアロ～モナポの送電線が過負荷となることが分かった。需要の伸びに応じてもう 1

回線の送電線が必要である。それ以外で過負荷となる送電線がないこと、およびナンプラ

220 変電所をはじめ過負荷となる変電所がないことを確認した。また、電圧状況も適切な範

囲(0.95～1.05P.U.)以内に収まることが確認できた。電圧位相差も問題ないことを確認し

た。 

ナミアロ変電所の 110kV 変電設備は本プロジェクトで建設するものであり、将来的には

220kV 送電線や 400kV 送電線が同変電所に連系される計画であり、同変電所が北部系統の重

要な電源変電所になることを確認した。特にナミアロ変電所が建設されることによって、

ナンプラセントラル変電所の電源変電所がナンプラ 220 変電所とナミアロ変電所となり、

ナンプラ 220 変電所とナンプラセントラル変電所を結ぶ送電線、またはナミアロ変電所と

ナンプラ送電線を結ぶ送電線のどちらか一方が故障してもナンプラセントラル変電所は停

電することがなくなる。同様にナンプラ 220 変電所、モナポ変電所、ナカラ変電所、メト

ロ変電所もナミアロ変電所に接続された 110kV 送電線や 220kV 送電線により、送電線の単

一故障で各変電所は停電することがなくなり、供給信頼度が高まることが確認できた。 

表 2-28 ナミアロ変電所運開時期に建設されていると想定される電力設備 

Facility Project Name 
Power Plant ENI Thermal Power Station 

Ncondezi Thermal Power Station 
Benga Thermal Power Station 
Moatize Thermal Power Station 

Transmission 110kV Line Cuamba – Marrupa 
110kV Line Metoro – Pemba 
220kV Line Namialo – Metoro 
220kV Line Nampula – Nacala 
400kV Line Chimuara – Namialo 
400kV Line Chimuara – Ncondenzi 

Substation Namialo Substation 
Marrupa Substation 
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図 2-15 ナミアロ変電所運転開始時期の北部系統予想図 

 
図 2-16 ナミアロ変電所運転開始時期の電力需要と潮流図 
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図 2-17 ナミアロ変電所運転開始時期の電圧状況 

 

図 2-18 ナミアロ変電所運転開始時期の電圧位相 
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8) 北部系統の短絡電流 

ナミアロ変電所運開時期の短絡電流を図 2-19 に示す。この断面では問題となるような短絡

電流ではないことが確認できた。また、マスタープランに記載されている長期計画基づい

た短絡電流計算結果が記載されており、これを図 2-20 のとおり整理した。この結果による

と、短絡電流は最大で 13kA であること、また将来においても問題となるような短絡電流で

はないことが確認された。 

 

図 2-19 ナミアロ変電所運転開始時期の短絡電流 
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[Source: Master Plan Update Project, 2012-2027 Volume III – Main Report] 
図 2-20 長期設備計画に基づいた短絡電流計算結果 

9) ナミアロ変電所の必要性 

ナミアロ変電所が建設されるとモナポ変電所の一部の負荷がナミアロ変電所に移行される

ことになるが、マスタープランにはナミアロ変電所についての需要予測は記載されていな

い。モナポ変電所運転員への現地調査ヒアリング結果では、現状、モナポ変電所からナミ

アロ変電所が建設されるメコンタ地域に供給されていることを確認し、2014 年のピーク需

要は 9MW であり、力率は 0.8～0.9 であることを確認した。これは、EDM より供与された PSS/E

データに入力されているデータと一致していた。一方、マスタープランの需要予測では、

表 2-29 に示すように、一般需要家の需要は、2011 年 7MW、2016 年 9MW と想定されており、

マスタープランの需要予測は、実績値より低めの想定であることが分かった。 

マスタープランの予測データを補正するため、マスタープランに記載されている基準年と

なる 2011 年データは実際の需要データと考え、モナポ変電所の力率を 0.85 と仮定すると、

2011 年は 8MVA、2014 年は 11MVA となり需要の増加率は 11%/年に達すると想定される。こ

の増加率を採用すると、ナミアロ変電所の運転開始時期となる 2018 年のモナポ変電所の需

要は 17MVA となり変圧器容量（16MVA）を超過することが分かった。 
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このため、ナミアロ変電所の運転開始によりモナポ変電所の過負荷を解消し北部地域の需

要の増加に対応できることが確認された。 

表 2-29 モナポ変電所の需要予測詳細 

[Medium case] Demand [MW] 
2011 year 2016 year 2021 year 2026 year 

Large consumer A -- 60 105 105 
B -- 25 40 40 

General consumer 7 9 12 16 
Total Demand 7 94 157 161 
[Source: Master Plan Update Project, 2012-2027 Volume II –Load Forecast Report] 

表 2-30 実績データにより補正したモナポ変電所の需要予測 

[Medium case] Load  [MVA] 
2011 year 2014 year 2018 year 2020 year 

Actual Load Estimation 8 11 17 20 
 

この他、本プロジェクトの 110kV 変電設備を建設することで、ナンプラセントラル変電所

はナンプラ 220 変電所およびナミアロ変電所から受電することが可能となるばかりでなく、

ナンプラ 220 変電所からナミアロ変電所が複線化されることによって、110kV 送電線による

ナカラ地域やペンバ地域への供給信頼度が向上することが確認された。 

一方、ペンバの位相問題やナカラ地域での電圧降下問題は、本プロジェクトだけでは抜本

的な改善は期待できないが、本プロジェクトと同時期に建設が計画されているカイヤ～ナ

ミアロ400kV送電線の建設やナンプラ220～ナミアロ～ナカラベルハ220kV送電線が建設さ

れることによってこれらの諸問題を解決することができる。この際、ナミアロ変電所は

400kV/220kV/110kV の変電機能を与えられ、現在抱えている諸問題を解決する重要な変電所

になることが確認された。 

2-4 その他 

本プロジェクトの実施により、周辺村落における電化率が向上することが期待される。無

電化村で実施した住民への聞き取り調査においても、電気が供給されない事が村落の発展

を妨げているという声が多く聞かれ、地域の電化は直接的に地域の貧困削減につながると

考えられる。 

また、今後、我が国からの支援事業として、北部地域における電源開発計画策定に係る支

援、および送配電網強化事業に係る協力準備調査も実施される事となっており、本プロジ

ェクトの成功は、これらの将来の支援事業の足掛かりとして重要である。 
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第3章 プロジェクト内容 

3-1 プロジェクトの概要 

(1) 上位計画とプロジェクト目標 

1) 上位計画 

「モ」国政府は、「貧困削減行動計画(2011-2014)(PARP)」の中で、電力等の基礎インフラ

の不足が、地方農村部や都市周辺の貧困を助長する要因であるとし、潜在的に経済発展の

可能性がある地域や貧困度の高い地域に対し、重点的にインフラ整備を行う事としている。

また、本プロジェクトは、2004 年に策定された電力マスタープランにおいて、北部系統の

400kV 送電線の新設計画に織り込まれているナミアロ地区の変電所新設事業である。 

「モ」国の電力マスタープランは、2014 年に改定版が EDM により承認されており、この最

新の電力マスタープランによれば、「モ」国の 2026 年の最大電力は 3,696MW、供給電力量は

22,753GWh となり、2011 年から 2026 年までの間に年平均 12.4%の増加率で電力需要が伸び

ていくと想定されている。特に北部地域では、2011 年から 2026 年までの電力需要の増加率

は 13.5%となっており、中部の 11.1%、南部の 12.7%よりも高く、急速な経済発展が見込ま

れている。 

北部地域では、急激な需要の伸びに対し、「モ」国の電力マスタープランによれば、400kV

送電線の新設計画（Chimuara～Alto Molocue～Namialo）、220kV 送電線の増強計画

（Nampula-Namialo- Evate -Nacala Velha, Namialo-Metoro）、及びこれらの送電線が通過

する地域の変電所の整備が予定されている。本プロジェクトのナミアロ変電所（110kV/33kV）

は、これらの計画の一部として位置付けられており、将来は、400kV 送電線が到達し、さら

に、220kV 送電線が増設され、北部系統の拠点変電所として重要な役割を担う事になる。 

電化率の向上については、「モ」国の電力マスタープランによれば年間 80,000～100,000 世

帯の新規需要家を想定し、2016 年の電化率は約 25%を見込んでおり、2011 年から 2016 年ま

での間に約 6 ポイントの改善が期待され、2027 年には最大で 35%の電化率を目標として掲

げている。この電化率を達成すべく、既設配電網の 11kV から 33kV への電圧変更、配電網

の増強、および変電所の新設が計画されている。 

2) プロジェクト目標 

本プロジェクトは、「モ」国ナンプラ州において、新規変電所の建設および既存変電所の強

化を行うことにより、電力需要が着実に増加する北部系統への電力供給の向上・安定化を

図り、同国北部地域住民の生活向上及び経済活動の促進に寄与するものである。 
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「モ」国の特に北部地域では今後の急速な電力需要の伸びに対し、電力設備の新設・増強

計画がある中、ナミアロ変電所は、既設 110kV 送電線と接続され、400kV 送電線および 220kV

架空送電が到達する北部系統の重要な拠点変電所として計画されている。 

本プロジェクトでは、ナカラ方面およびメトロ方面に向かう既設 110kV 送電線が接続され、

さらに将来 400kV から 110kV に降圧する変圧器が接続される変電所をナミアロ地区に建設

し、北部系統の電力供給信頼度の向上を目標にすると共に、110kV から 33kV へ降圧する変

圧器を設置し、ナミアロ地区の電化率向上も目標とする。 

(2) プロジェクトの概要 

本プロジェクトは、上述の現状と課題および上位計画を踏まえ、ナミアロ変電所の 110kV

変電機器の投入を行い、北部系統の電力供給信頼度の向上を目的とする。 

そのため、ナミアロ変電所に既設 110kV 送電線 2 回線を受電および送電する変電機器、供

給信頼度の向上を目的とした二重化母線設備および 110/33kV 変圧器 1台を供与するととも

に、将来の 400kV/110kV 変圧器が接続できる余地を考慮して変電所を設計する。 

また、変電所の運用の省力化や需要分析のために、ナンプラセントラル、ナンプラ 220，ナ

ミアロ各変電所にSupervisory Control And Data Acquisition(SCADA)を3台導入する。SCADA

システムの監視制御を行うため、必要となる PLC（Power Line Carrier）回線を 2回線供与

する。 

さらに、ナミアロ変電所地域の電化率向上を目的とし配電用変圧器 3台を供与する。 

本プロジェクトは以下の主要コンポーネントで構成される。 

 1) ナミアロ変電所の新設 

 2) ナミアロ変電所引込み用送電鉄塔新設 

 3) ナミアロ変電所引出し用配電線新設 

 4) SCADA システム（ナンプラセントラル、ナンプラ２２０，ナミアロ変電所） 

（SCADA システム用 PLC 通信装置 2回線を含む。） 

 5) 無電化村向配電用変圧器（配電線接続、据付工事を含む） 
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3-2 協力対象事業の概略設計 

3-2-1 設計方針 

(1) 基本方針 

「モ」国政府は中期開発計画である「貧困削減行動計画(2011-2014)(PARP)」の中で、電力

等の基礎インフラの不足が地方農村部や都市周辺の貧困を助長する要因であることを指摘

し、潜在的に経済発展の可能性がある地域や貧困度の高い地域のインフラ整備の推進を重

視している。 

他方、我が国は対「モ」国への国別援助方針において、「回廊開発を含む地域経済活性化」

を重点分野に位置付けており、同分野の最重要プロクラムである「ナカラ回廊開発・整備

プログラム」を推進している。 

また、第 5 回アフリカ開発会議(TICAD V)の柱の一つである、「強固で持続可能な経済」に

関する施策の推進も重要な視点となっている。 

上記の背景、現況に応じて、「モ」国より我が国に対し、ナカラ回廊周辺地域への適切な電

力供給を目的とする送変電設備の増強に資する事業として、「ナカラ回廊送電系統強化計画」

が要請された。なお、要請事業は、2004 年に策定された同国電力マスタープラン及びナン

プラ・モナポ配電網強化計画に関連する事業である。 

本プロジェクトは、上記背景のもとになされた「モ」国政府からの要請に基づき、ナンプ

ラ地区とナカラ地区との中間地点に位置するナミアロ地点（ナンプラから東部ナカラ地域

へ向かう送電線と、ナンプラから北部モナポ地域へ向かう送電線が交差する地点）に、変

電所を新設することによって、前述した両送電線が連系され、その結果、ナンプラ～ナミ

アロ間が 2 回線送電となり、この区間で送電負荷量が増加するとともに、ナミアロ地区へ

の配電供給能力の向上、および供給信頼度の向上が見込まれる。 

(2) 自然環境条件に対する方針 

自然環境条件に係る設計条件については、現地調査において入手した高圧送電線（カイア

～ナミアロ間：400kV、ナンプラ～ナカラ間：220kV）新設プロジェクトのフィージビリテ

ィスタディ報告書に以下の記載があり、これを本プロジェクトにも採用する事とする。 

Climate Conditions 

Temperature 

 ・Maximum  50 °C 

 ・Minimum  0 °C 

Rainy season  Rain from November to April 
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Rainfall yearly  400-1,700 mm 

Rainy days per year (>1mm) approximately 100 

Thunderstorms 60-70 per year 

Maximum solar radiation 1,200 W/m2 

Wind speed max 40 m/s 

Design wind pressure 1,100 Pa 

Humidity - maximum 100 % 

Environmental Effects 

Altitude 0-1,000 m above sea level 

Pollution level IV according to IEC 60071 

Seismic coefficient 0.2 g 

(3) 変電所および送電鉄塔の設計に係る方針 

変電所および送電鉄塔の設計については、EDM が定める以下の設計基準および設計資料に基

づき、設計した。 

1) 変電所設計基準関係 

Reinforcement and Extension of the National Power Transmission Grid  

 Part3-Standard Specifications-Transmission Substations 

Guidelines of Relay Protection System EDM 

Chimuara-Nacala Transmission Project - FS 

2) 送電鉄塔設計基準関係 

Reinforcement and Extension of the National Power Transmission Grid  

Part3-Standard Specifications-Transmission Lines 

Chimuara-Nacala Transmission Project - FS 

3) SCADA 設計資料関係 

National Control Center and Northern, Central-Northern, Central Regions Control 

Centers Project Feasibility Study Report 
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4)配電用変圧器設計資料関係 

Design Manual-Distribution Networks EDM 

(4) 現地建設・調達事情および現地業者の活用に係る方針 

機材の据付に係る工事は、1)機材据付工事と、2)施設工事（変電所構内の建屋および機器

基礎の建設工事）のふたつに大きく分けられる。 

機材据付工事には現地業者を活用するが、技術力に不安があるため、日本人専門技術者を

派遣し、各機材の据付工事において現地労務者を指導・監督させる事とする。 

施設工事については、一般的な建屋・基礎の建設工事であり、高度な技術は必要とされな

いため、現地建設業者への一括発注が可能であると考えられるが、品質・工程管理のため

に、日本人建築技術者（1名）の現地常駐が必要となる。 

また、建物の設計基準については、モザンビーク国ではポルトガル基準が流用されている

という情報を得ているが、本邦の設計技術者による対応が可能な、同等の国際基準（BS、

ユーロコード、AISC、本邦基準等）を採用する事とする。 

(5) 運営・維持管理に対する対応方針 

1) 組織・予算・人員 

EDM はモザンビーク国内に発電所を持ち、発電から送電、需要家への電力供給を行い、これ

らの電力設備の運転・保守や維持管理を実施している。予算面では、保守費用に十分な予

算措置がなされているとは言い難く、予算措置に少し時間がかかる恐れがあるものの故障

品を適切に修理していることを確認した。変電機器の保守、維持管理、変電所運転員の人

員は十分確保されていることを確認した。 

2) 技術レベル 

「モ」国の変電設備は気中絶縁を基本としており、この故障の大部分を変電所運転員また

は保守員によって解決していることを確認した。また、保護継電器の整定も変電所運転員

および保守員によって行っている。変電所の運転および保守を的確に実施できる技術レベ

ルであると言える。 

3) 運営・維持管理体制 

ナミアロ変電所運転開始後は、9名の運転員が確保され、1班 2名の 4班体制で運営するこ

とを確認した。当該変電所の日常管理は運転員が行い、大きな故障時はナンプラセントラ

ル変電所に常駐する変電所保守員 4名によって修理することを確認した。 
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上述のとおりナミアロ変電所の変電機材を供与しても EDM によって継続的に維持管理を行

う体制を維持できると判断する。 

(6) 機材、施設のグレード設定に係る方針 

1) 機材のグレード設定に係る方針 

a) 変電所機材 

変電所の機器構成は、EDM の変電所設計基準および先方の保守員が継続的に保守できるよう

に気中絶縁変電所とし、ナミアロ変電所の重要度を考慮して 2 重母線構成とする。 

変電機器の内、110ｋV ガス遮断器と主要変圧器は、変電所の中枢機能を担うことから、よ

り高い信頼度が求められる。このため、同機器については、国際的に高い実績を上げてい

る日本のメーカーを採用し、形式として JEC 規格を採用する。 

一方、国際的に広く流通している変電機器となる 110kV 断路器、保護リレー装置および 33kV

配電開閉機器などは、国際標準の IEC 規格として第三国調達が可能な仕様とした。 

日本製のデッドタンク型ガス遮断器は、信頼度が高く、ライブタンク型の遮断器に比べ、

約 3 分の１の故障率である。また、日本製の変圧器は、諸外国に比べ信頼度が高く、事故

率は、0.09%/台・年であり、海外製品に比べて約 6 分の１の事故率となっている。 

変電所に引き込む鉄塔は、既設鉄塔が懸垂型鉄塔であるため、新に引留型耐張鉄塔を 2 基

新設し、変電所に引き込むこととした。鉄塔設計は、EDM の送電線設計基準に基づき設計し

た。 

b) SCADA システム 

SCADA システムは、EDM の全国送電系統制御センター構想に沿って、ナンプラセントラルを

親局として、ナンプラ 220、ナミアロ変電所の子局 2 箇所、計 3箇所に導入する。通信プロ

トコルは、国際標準の IEC 60870-5-101/104 とし、将来の北部系統制御センターと連係可

能なシステムとした。通信回線は、SCADA システムに必要な 2 回線を PLC 回線で設計した。 

なお、ナミアロ変電所と既設変電所間の PLC 装置３区間（ナンプラ 220～ナミアロ、ナミア

ロ～モナポ、ナミアロ～メトロ）については、本プロジェクトとの関連性が低いこと、お

よび予算上の制約から、本プロジェクトの対象外とした。 

c) 無電化村向配電用変圧器 

配電用変圧器は、EDM の定める標準容量基準に従い、160kVA×2 台、250kVA×1 台を供与す

ることとした。 
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2) 施設のグレード設定に係る方針 

本変電所には、日常のオペレーション業務を担うスタッフが常駐する制御棟と、保安上警

備員が常駐する警備小屋の二棟が必要となる。 

これらの施設建設工事には、高度な建設技術は必要とされないため、前述のとおり、現地

建設業者への一括発注が可能であると考えられる。現地建設業者が保有する技術力で充分

に対応できるよう、建屋の構造は一般的な在来工法での建設が可能な RC 造とする。また、

建屋各部の仕上や、空調機器などの建築設備機器の選定においても、出来る限り、｢モ｣国

における一般的な建築工事に使われている資機材を採用する配慮が必要となる。 

(7) 工法/調達方法、および工期に係る方針 

1) 機材の調達方法 

変電機器、送電鉄塔、SCADA システムおよび配電用変圧器の機材の調達方法は、下記のとお

りの方針とした。 

ａ) 高い信頼性が要求され、かつ、日本メーカーが技術優位性を持つ下記の変電主要機器

は、JEC 規格とした。また、SCADA システムは、日本国製とし、将来の市場拡大を目指すこ

ととする。 

[JEC 規格とする変電機器] 

 110kV ガス遮断器  デッドタンク型 

 110kV/33kV 40MVA 主要変圧器 

[調達国を日本とする変電機器] 

 SCADA システム 3箇所 

b) 上記以外の変電機器、送電鉄塔、PLC 装置および配電用変圧器は、価格競争力のある製

品が調達できるよう、国際標準の IEC 規格準拠とし、第三国調達を最大限活用する方針と

する。 

[IEC 規格とする変電機器、およびその他の機材] 

 110kV 断路器および CT、VT、アレスター、110kV 母線、電線、鉄構鋼材など 

 33kV 配電線用開閉機器、ケーブル、電線 

 保護継電器、配電盤、配線ケーブル、各種計器類 

 所内回路、非常用発電機、バッテリーなど 

 PLC 装置（ブロッキングコイル含む） 

 新設鉄塔および仮設鉄塔 
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 無電化村向け配電用変圧器 

 その他必要な機材 

2) 工法および工期に係わる方針 

本プロジェクトの実施において、工法上、特に留意すべき点としては、後出の 3-2-4-2 項

に詳述しているとおり、輸送重量が約 50 トンにおよぶ変圧器の輸送があげられ、特にモザ

ンビーク国内での内陸輸送には充分な注意が必要である。 

また、工期の設定においては、建設予定地であるナンプラ地区では、年間降雨量の約 80%

が雨季（12 月～3 月）に集中するため、施設建設工事における土工事・基礎工事と雨季が

重ならないように留意する必要がある。 

3-2-2 基本計画（機材計画／施設計画） 

「モ」国より我が国に対し、「ナカラ回廊送電系統強化計画」により、ナミアロ変電所、ナ

ンプラセントラル変電所の操作監視盤の改修および SCADA の 3 変電所への導入（ナンプラ

220 変電所、ナンプラセントラル変電所、ナミアロ変電所）が要請された。「モ」国の要請

に基づき現地調査を行った結果、この要請書には記載されていないが、PLC 通信装置、引留

耐張形鉄塔、非常用発電機、アクセス道路、変電所制御建屋等が必要とされていることが

分かった。さらに、上位計画の内、ナミアロ変電所周辺地域の電化率を確実に向上させる

ため、配電用変圧器の供与も提案する事とした。 

「モ」国からの要請書に基づく機材に加え、上述した本事業に付帯的に必要とされる機材

および施設に基づき、機材費用および輸送・据付費の概算を算出した結果、これら全ての

コンポーネントを本プロジェクトに組み入れた場合、事業予算を超過することが判明し、

事業範囲を見直すこととした。 

事業範囲の見直しにあたっては、上位計画やナカラ回廊沿いの電力供給状況から優位的だ

と判断されるナミアロ変電所の重要性、および SCADA システム導入による将来の事業効果

を勘案し、検討の結果、事業範囲を以下のとおりの構成とした。 

 ナミアロ変電所の変電機材（気中絶縁方式、二重母線方式、110kV/33kV 変圧器他） 

 耐張鉄塔 

 ナミアロ変電所 制御建屋 

 非常用発電機 

 ナミアロ変電所への仮設アクセス道路 

 SCADA システム 

3 箇所（ナンプラセントラル、ナンプラ 220、ナミアロ変電所） 
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 PLC 回線 

2 回線（ナンプラセントラル－ナンプラ 220，ナンプラセントラルーナミアロ） 

 無電化村向け配電用変圧器 

なお、「モ」国の要請書に記載されている、ナンプラセントラル変電所の操作監視盤の改修

は、SCADA システムを導入することでその機能を置き換えることができるため、事業の優先

度は低いと判断される。 

さらに、同は操作監視盤の改修には、さらなる既設回路の詳細な技術調査が必要とされる

こと、及び予算上の制約から、事業範囲から除く事とし、EDM 側で処置する事とした。 

3-2-2-1 全体計画 

3-2-2-1-1 ナミアロ変電所の新設 

ナミアロ変電所を建設するナミアロ地区は、「モ」国第二の都市であるナンプラ市から東に

約 80km に位置し、ナカラ回廊（国道 12号線）沿いにある。ナミアロ変電所の位置を図 3-1

に示す。ナミアロ変電所建設予定地は、ナンプラセントラル変電所からモナポ変電所に向

かう110kV送電線（C32）とナンプラ220変電所からメトロ変電所に向かう110kV送電線（C35）

が交差する地点で、国道 12 号線から 1.5km 離れた場所にあり、周辺は水はけの良い土地と

なっている。周辺の写真を図 3-2 に示す。 

ナミアロ変電所は、電源線として C35 送電線と C32 送電線を引き込むことによって、メト

ロ変電所以北やモナポ変電所以東の地域の電力供給信頼度の向上をはかる。また、

110kV/33kV 40MVA 変圧器を設置して、ナミアロ地域やメコンタ地域の配電網が拡充でき無

電化村の解消が期待できる。 

ナミアロ変電所は既設の 110kV 送電線の直下であり、将来、400kV 送電線が接続される計画

がある重要変電所となることから、気中絶縁方式の 2 母線構成の変電所とし、受電回線 2

回線、送電回線 2回線を備え、ナミアロ地区の電化率向上のため 110kV/33kV 40MVA 変圧器

1 台を設置する計画とする。また、将来この変電所には 400kV 送電線が到達するため

400kV/110kV 変圧器を接続できるよう考慮した設計とした。変電所の監視制御を行う建屋を

建設し、110kV 変電機器の制御監視盤や 33kV 変電機器を納めることとする。 

また、北部系統の電源となっているカオラバッサ水力発電所から相当の距離があり、送電

線の故障や機器にトラブルが発生し北部系統全体が長時間（5～6 時間）の停電となった実

績があった。変電所は停電時に鉛蓄電池から電力を供給され復電時の運転準備を整えるこ

とができるが、蓄電池のトラブルも考慮して非常用発電機も設置することとした。 
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なお、ナミアロ変電所建設時は国道 12号線から変電所建設予定地まで工事用の仮設アクセ

ス道路を建設する必要がある。 

 

図 3-1 ナミアロ変電所の位置 

 

図 3-2 ナミアロ変電所建設予定地 
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図 3-3 ナミアロ変電所 敷地平面図 

3-2-2-1-2 ナミアロ変電所引込み用送電鉄塔の新設及び送電線架替工事 

ナミアロ変電所を建設する至近端の鉄塔は懸垂形の鉄塔であるため、図 3-4 に示す位置に

引留耐張形型の新設鉄塔を建設する必要がある。 

また、ナミアロ変電所は図 3-4 に示すような既設送電線直下に建設するため、ナミアロ変

電所の母線鋼材や建設時に使用するクレーンなどの重機と送電線の離隔を適切に確保する

ことが困難であり、既設送電線が変電所建設時の障害となる恐れがあるため、耐張型の仮

設鉄塔を建設する必要がある。 

ナミアロ変電所建設時は、図 3-5 に示すような送電形態をとり変電所敷地上空から送電線

を移設する。最終的にナミアロ変電所運転時は図 3-6 に示すような送電形態となる。 
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図 3-4 ナミアロ変電所と新設鉄塔および仮設鉄塔の位置図 

 

図 3-5 ナミアロ変電所建設時の送電関係図 

 

図 3-6 ナミアロ変電所運転開始時の送電関係図 
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耐張型鉄塔の基本設計図を図 3-7、図 3-8 に示す。 

 

図 3-7 新設耐張型鉄塔の外形図 
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図 3-8 新設耐張型鉄塔の基礎図 

3-2-2-1-3 ナミアロ変電所引き出し用配電線工事 

ナミアロ変電所建設に合わせ、ナミアロ変電所から供給する引出し用 33kV 配電線 4 回線の

工事を行う。配電線工事は、ナミアロ変電所から既設配電線までの 1.5km～2km の区間とし、

2 回線用配電線を 2ルート建設する。 

既設配線ルートを図 3-9 に示す。 
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図 3-9 ナミアロ変電所直近の既設配電線ルート図 

引出し用 33kV 配電線 4回線の工事概要を図 3-10 に示す。 

新設する配電線工事は、モナポ方面の配電線 2 回線、メトロ方面の配電線 1 回線、メコン

タ方面の配電線 1回線の 4回線とし、具体的な工事概要は、以下のとおりとする。 

 1) ナミアロ変電所～モナポ方面Ａ回線 

国道 12 号線の南側に位置する既設配電線と連系し、モナポ方面に供給する配電線とし

て供用する。 

・33kV 架空配電線 1,500m  電線 AAAC 150m ㎡ 

・33kV コンクリート柱 20 本 

・33kV 地中ケーブル  100m  

 2) ナミアロ変電所～モナポ方面Ｂ回線 

国道 12 号線の北側に位置する既設配電線と連系し、モナポ方面に供給する配電線とし

て供用する。 

・33kV 架空配電線 2,000m  電線 AAAC 150m ㎡ 

・33kV コンクリート柱 ２7本 

・33kV 地中ケーブル  100m  

 3) ナミアロ変電所～メトロ方面Ｃ回線 

国道 12 号線の南側に位置する既設配電線と連系し、メトロ方面に供給する配電線とし

て供用する。 

・33kV 架空配電線 1,500m  電線 AAAC 150m ㎡ 
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・33kV コンクリート柱 ２０本 

・33kV 地中ケーブル  100m  

 4) ナミアロ変電所～メコンタ方面Ｄ回線 

国道 12 号線の南側に位置する既設配電線と連系し、メコンタ方面に供給する配電線と

して供用する。 

・33kV 架空配電線 1,500m  電線 AAAC 150m ㎡ 

・33kV コンクリート柱 ２０本 

・33kV 地中ケーブル  100m  

 

図 3-10 ナミアロ変電所引出し用 33kV 配電線工事概要図 

また、本配電線工事の内、1 回線は、ナミアロ変電所建設時の工事用仮設電源として使用す

ることとし、ナミアロ変電所建設工事前に 1 回線のみ、工事を実施する。 
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3-2-2-1-4 SCADA システム（ナンプラセントラル、ナンプラ 220、ナミアロ変電所） 

            

図 3-11 SCADA システム概念図 

SCADA システムは、EDM の全国送電系統制御センター構想に沿って、ナンプラセントラルを

親局として、ナンプラ 220、ナミアロ変電所の子局 2 箇所、計 3箇所に導入する。通信プロ

トコルは、国際標準の IEC 60870-5-101/104 とし、将来の北部系統制御センターと連係可

能なシステムとした。 

親局は、北部系統の保守拠点であるナンプラセントラルとし、子局となるナンプラ 220 お

よびナミアロ変電所の監視制御が可能となる構成とした。通信回線は、SCADA システムに必

要な 2 回線を、既設送電線を利用する PLC 回線で設計し、親局と子局のデータ伝送を行う

こととした。 

SCADA システムおよび PLC 通信装置の全体構成図を図 3-12 に示す。 

この SCADA は表 3-1 に示す機能を持たせ、変電所の運転/操作/記録の省力化に寄与すると

ともに、停電事故時の詳細な事故分析を可能にし、停電時間の短縮に期待される。この他、

SCADA を導入することで、電力計画に資するデータの蓄積が可能となる。 

状 態 監 視 

機 器 制 御 

運転ﾃﾞｰﾀ保持 
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図 3-12 SCADA システム全体構成図 

表 3-1 SCADA の基本機能 

項目 機能 
(1)監視機能 状態監視 モニターに単線結線図を表示し、開閉器の on/off 状

態、電圧、電流、有効電力、無効電力などの計測情

報の表示を行う。また、リレーロックなどの切替ス

イッチの状態表示、変圧器のタップ表示など、変電

所運転に必要な機器の状態表示を行う。 
警報・故障情報の表示 機器故障、送電線事故、変電所事故などの警報・リ

レー動作・遮断器などの自動トリップ、再閉路の成

功／不成功などの警報・故障表示をアラームととも

に運転員に通報・表示する。 
電圧監視 
過負荷監視機能 

電圧過電圧、電圧低下、送電線・変圧器の各負荷

が発生した場合に、システムで自動監視を行い、

警報表示する。 
(2)制御機能 制御・選択 遮断器・断路器などの開閉器の制御、変圧器のタ

ップ制御、保護リレーの使用・ロックなど、遠方

制御可能な機器の ON/OFF 制御ができること。操作

は、選択・実行の 2挙動動作で誤認・錯覚が防止

する。 

接地装置など非遠方

制御機器の状態表示 
作業用接地など、手動で操作する機器については、

運転員により、その状態が画面に表示する。 
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(3)記録機能 日報・月報記録 変電所の電圧、有効電力、無効電力などの計測情

報を日報および月報として、プリンターから印

刷・記録する。また、電子データとして、エクセ

ルデータなどのファイル形態で電子データとして

媒体に出力する。 

警報・故障情報のイベ

ント記録 
変電所で発生した警報・故障情報をデータベース

として蓄積し、必要に応じてプリンターから印

刷・出力する。また、電子データとして、エクセ

ルデータなどのファイル形態で電子データとして

媒体に出力する。 

操作情報のイベント

記録 
システムで操作した変電所の操作情報をデータベ

ースとして蓄積し、必要に応じてプリンターから

印刷・出力する。 

 

3-2-2-1-5 無電化村向配電用変圧器（配電線接続、据付工事を含む） 

 

図 3-13 33kV 配電用変圧器のイメージ 

配電用変圧器は、ナミアロ変電所の供給範囲となっている無電化村に設置されることを目

的に供与する。供与地点は、無電化村からの電化要請が強く、至近年度で電化が計画され

33kV 配電用変圧器 

（配電線接続、据付工事を含む） 
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ていること、かつ、ナカラ回廊に沿った地域へのアピール効果等を総合評価し、表 3-2 に

示す地点を選定した。（詳しい選定経緯は添付資料-8 に示すとおりである） 

供与する変圧器の容量は 160kVA×2台と 250kVA×1 台とし、2つの村にて約５００世帯の家

庭に電気を供給する見込みである。 

図 3-14 に配電用変圧器を供与する無電化村の位置図を示す。 

機材供与に加え、配電用変圧器を地域の電気供給に供するため、日本側にて配電用変圧器の据付

け、33kV 配電線接続工事および地域を代表的する需要家 3箇所の低圧線接続工事を行う。 

表 3-2 33kV 配電用変圧器供用予定地の概要 

集落名 
Posto de Secreteriado de 25 

de Setembro 

Muxaieque 

住民数（推定） 44,000 人 22,800 人 

世帯数 7,974 世帯 3,800 世帯 

主な建物 
広範に集落が点在 

政府郵政関連オフィス 

集落が道路沿いから奥まで点在 

供給見込み世帯数 ２００世帯 ３００世帯 

配電用変圧器容量・台

数 

160kVA×2台 250kVA×1台 

33kV 配電線接続工事 
33kV 配電線 約 50m 新設 

2 回線 

33kV 配電線 約 50m 新設 

1 回線 

低圧の需要家接続 

政府郵政関連オフィス 1 箇所 

小学校 1 箇所 

 

小学校 1 箇所 

 

 

図 3-14 配電用変圧器を供与する無電化村の位置図 
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(1) 配電用変圧器の設置 

配電用変圧器の設置例を図 3-15 に示す。配電用変圧器は 2 本の電柱の中間に渡した鋼材で

支持する。配電用変圧器を設置した電柱下部には低圧開閉器盤を配して低圧回路向けの遮

断器を収める。 

 

図 3-15 配電用変圧器設置例  

配電用変圧器 

33kV 配電線 

低圧開閉器盤 
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(2) 33kV配電線据付 

配電用変圧器を供与する無電化村は国道 12 号線沿いにあり、国道沿いには既設の 33kV 配

電線が設置されている。供与する変圧器は既設の 33kV 配電線から 50m ほど奥まった場所に

設置する。配電線接続図を図 3-16、図 3-17 に示す。 

 

図 3-16  Posto de Secreteriado de 25 de Setembro の 33kV 配電線接続図 
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図 3-17  Muxaieque の 33kV 配電線接続図 

(3) 低圧（400V）配電線据付 

低圧配電線は 33kV 配電用変圧器設置地点から需要家まで電線を木柱で支持する。 

1) Posto de Secreteriado de 25 de Setembro 

Posto de Secreteriado de 25 de Setembro 村には配電用変圧器を 2 台供与する。日本側が

供与する配電線据付け工事は 2 箇所の需要家向けに実施する。供給対象とする需要家は小

学校と政府郵政関連オフィスとする。 

2) Muxaieque 

Muxaieque 村には配電用変圧器を 1台供与する。日本側が供与する配電線据付け工事は 1箇

所の需要家向けに実施する。供給対象とする需要家は小学校とする。  
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3-2-2-2 機材計画 

上述の基本計画・全体計画に基づき、本プロジェクトに必要とされる機材を計画し、その

一覧表と、概略仕様を以下に示す。 

表 3-3 ナミアロ変電所、送電鉄塔および SCADA システム用機材一覧表 

番号 機材名 数量 単位 
適用 

規格 
備考 

1 ナミアロ変電所     

1-1-1 変電機器     

NMS-01 110/33kV 40MVA 変圧器(40MVA) 1 台 JEC   

NMS-02 110kV 遮断器（三相用） 1 台 JEC   

NMS-03 110kV 断路器（三相用） 4 台 IEC   

NMS-04 110kV 接地装置付断路器（三相用） 1 台 IEC   

NMS-05 110kV 計器用変流器 1 組 IEC   

NMS-06 110kV 避雷器 1 組 IEC   

NMS-07 33kV 避雷器 1 組 IEC   

NMS-08 33kV 中性点抵抗器 1 台 IEC   

NMS-09 110kV 避雷器 1 組 IEC   

NMS-10 110kV 計器用変圧器 1 組 IEC   

NMS-11 110kV 計器用変流器 1 組 IEC   

NMS-12 110kV 断路器(三相用) 4 台 IEC   

NMS-13 110kV 接地装置付断路器(三相用) 1 台 IEC   

NMS-14 110kV 遮断器(三相用) 1 台 JEC   

NMS-15 110kV 避雷器 1 組 IEC   

NMS-16 110kV 計器用変圧器 1 組 IEC   

NMS-17 110kV 計器用変流器 1 組 IEC   

NMS-18 110kV 断路器(三相用) 4 台 IEC   

NMS-19 110kV 接地装置付断路器(三相用) 1 台 IEC   

NMS-20 110kV 遮断器(三相用) 1 台 JEC   

NMS-21 110kV 避雷器 1 組 IEC   

NMS-22 110kV 計器用変圧器 1 組 IEC   

NMS-23 110kV 計器用変流器 1 組 IEC   

NMS-24 110kV 断路器(三相用) 4 台 IEC   

NMS-25 110kV 接地装置付断路器(三相用) 1 台 IEC   

NMS-26 110kV 遮断器(三相用) 1 台 JEC   

NMS-27 110kV 避雷器 1 組 IEC   

NMS-28 110kV 計器用変圧器 1 組 IEC   
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番号 機材名 数量 単位 
適用 

規格 
備考 

NMS-29 110kV 計器用変流器 1 組 IEC   

NMS-30 110kV 断路器(三相用) 4 台 IEC   

NMS-31 110kV 接地装置付断路器(三相用) 1 台 IEC   

NMS-32 110kV 遮断器(三相用) 1 台 JEC   

NMS-33 110kV 遮断器(三相用) 1 台 JEC   

NMS-34 110kV 接地装置付断路器(三相用) 2 台 IEC   

NMS-35 110kV 計器用変圧器 2 組 IEC   

            

1-1-2 110kV 母線構成材     

NMS-37 110kV 母線主導体 1 式 IEC   

NMS-38 110kV 送電線ベイ用導体 1 式 IEC   

NMS-39 110kV 変圧器ベイ用導体 1 式 IEC   

NMS-40 110kV ブスタイ用導体 1 式 IEC   

NMS-41 110kV 母線構成用鉄鋼材 1 式 IEC   

            

1-1-3 33kV 機材     

NMS-42 33kV 変圧器連系ケーブル 1 式 IEC   

NMS-43 33kV 変圧器二次箱 1 面 IEC   

NMS-44 33kV 計器用変圧器箱 1 面 IEC   

NMS-45 33kV 所内変圧器箱 1 面 IEC   

NMS-46 33kV 配電線箱 6 面 IEC   

            

1-1-4 110kV 制御監視機材     

NMS-47 110kV 送電線ベイ操作盤(A) 1 面 IEC   

NMS-48 110kV 送電線ベイ操作盤(B) 1 面 IEC   

NMS-49 110kV 送電線ベイ操作盤(C)   1 面 IEC   

NMS-50 110kV 送電線ベイ操作盤(D) 1 面 IEC   

NMS-51 母線併用ベイ操作盤(E) 1 面 IEC   

NMS-52 110kV 変圧器ベイ操作盤(F) 1 面 IEC   

NMS-61 配線材料（接地材を含む） 1 式 IEC   

            

1-1-5 所内回路機材     

NMS-54 所内配電盤 1 面 IEC   

NMS-55 DC110V 系充電器 2 台 IEC   

NMS-56 DC48V 系充電器 1 台 IEC   

NMS-57 DC110V 系蓄電池 2 組 IEC   
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番号 機材名 数量 単位 
適用 

規格 
備考 

NMS-58 DC48V 系蓄電池 1 組 IEC   

NMS-59 非常用発電機 1 台 IEC   

            

1-1-6 工事用試験機材     

NMS-64 工事用試験機材 1 式 IEC   

            

1-2 送電鉄塔     

NMS-60 二回線用架空送電鉄塔 2 基 IEC   

NMS-63 仮設鉄塔 1 基 IEC   

            

2 SCADA システム     

2-1 SCADA システム     

SCD-01 SCADA システム 3 台 -   

    
   

  

2-2 PLC 通信設備     

NMS-36 110kV 用ブロッキングコイル 8 個 IEC   

NMS-62 PLC 通信装置 4 台 IEC  

            

3 無電化村向配電用変圧器（機材供与のみ）     

DST-01 配電用変圧器-160kVA 2 台 IEC   

DST-02 配電用変圧器-250kVA 1 台 IEC   

 



 

3-27 

表 3-4 ナミアロ変電所用機材の概略仕様（その 1） 
機材 
番号 

機材名/設置場所 
/使用目的 要求主仕様及び構成 

NMS 
-01 

110/33kV 変圧器 
(40MVA) 
 
ナミアロ変電所 
 
110kV から 33kV
に降圧する 

 
構成 
 1.110/33kV 変圧器（40MVA） 1 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外形、油入負荷時タップ調整装置付 
 2.定格一次電圧 ：110kV 
 3.定格二次電圧 ：33kV 
 4.定格容量 ：40MVA 
 5.冷却方式 ：油入自冷/風冷式 ONAN/ONAF 
 6.相数 ：3 
 7.定格周波数 ：50Hz 
 8.巻線方式 ：Y-Y-Δ (YNyn0 d11) 
 9.ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ ：10.0% 
10.ﾀｯﾌﾟ数 ：19 ﾀｯﾌﾟ 
11.JEC 要求仕様 ：負荷時タップ切換装置 

 (1)耐用切換回数 
   機械的 ８０万回以上（IEC 20 万回） 
   電気的 ２０万回以上（IEC 2 万回） 
 

NMS 
-02 

110kV 遮断器 
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 回路の負

荷電流の開閉や故

障電流の遮断する 

 
構成 
 1.110kV 遮断器（三相用） 1 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外型デッドタンク、SF6 ガス絶縁  
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.定格電圧 ：110kV 
 4.定格電流 ：500A 
 5.定格遮断電流 ：25kA 
 6.JEC 要求仕様 ：(1)SF6 ガスの管理規定 

  1)ガス純度は 97vol%（99.4wt%）以上 
  2)ガス中水分 
   ・消弧媒体用   150volppm 以下 
   ・絶縁媒体用   500volppm 以下 
  3)ガス気密部の漏れ量 0.5%/年以下 
 (2)ガス遮断器ガスシール材料 
  1)O リング材料は、EP ゴム 
  2)フリンジ腐食対策として、ボルト締結部

には、シールワッシャを適用する 
  3)フリンジ面には、防水グリスを塗布する。 
 

NMS 
-03 

110kV 断路器 
(三相用) 
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 電路の母

線接続切替および

保守・点検等の断

路する 

 
構成 
 1.110kV 断路器（三相用） 4 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外型、1 点切、電動操作式  
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.定格電圧 ：110kV 
 4.定格電流 ：500A 
 5.定格遮断電流 ：25kA 
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表 3-4 ナミアロ変電所用機材の概略仕様（その 2） 
機材 
番号 

機材名/設置場所 
/使用目的 要求主仕様及び構成 

NMS 
-04 

110kV 接地装置

付断路器(三相用) 
 
ナミアロ変電所 
 
NMS-03 の使用目

的の他に電路の接

地をする 

 
構成 
 1.110kV 接地装置付断路器（三相用） 1 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外型、1 点切、電動操作式  
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.定格電圧 ：110kV 
 4.定格電流 ：500A 
 5.定格遮断電流 ：25kA 

NMS 
-05 

110kV 計器用変

流器 
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 回路の負

荷電流や故障電流

を検出する 

 
構成 
 1.110kV 計器用変流器 1 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外型碍子形  
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.最高使用電圧  ：123kV 
 4.定格 1 次電流 ：800A 
 5.定格 2 次電流 ：1A 
 6.定格遮断電流 ：25kA 

NMS 
-06 

110kV 避雷器  
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 回路に発

生した落雷等によ

る異常電圧を大地

に放電する 

 
構成 
 1.110kV 避雷器 1 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外形 、酸化亜鉛形 
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.定格電圧 ：123kV 
 4.放電電流 ：10kA 

NMS 
-07 

33kV 避雷器  
 
ナミアロ変電所 
 
33kV 回路に発生

した落雷等による

異常電圧を大地に

放電する 

 
構成 
 1.33kV 避雷器 1 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外形 、酸化亜鉛形 
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.定格電圧 ：36kV 
 4.放電電流 ：10kA 

NMS 
-08 

33kV 中性点抵抗

器  
 
ナミアロ変電所 
 
地絡電流の抑制を

図る 

 
構成 
 1.33kV 中性点抵抗器 1 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外形 、気中絶縁方式 
 2.定格電圧 ：33kV/√3 
 3.定格電流 ：200A 
 4.定格時間 ：10s 以上 
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表 3-4 ナミアロ変電所用機材の概略仕様（その 3） 
機材 
番号 

機材名/設置場所 
/使用目的 要求主仕様及び構成 

NMS 
-09 

110kV 避雷器  
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 回路に発

生した落雷等によ

る異常電圧を大地

に放電する 

 
構成 
 1.110kV 避雷器 1 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外形 、酸化亜鉛形 
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.定格電圧 ：123kV 
 4.放電電流 ：10kA 

NMS 
-10 

110kV 計器用変

圧器 
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 回路の電

圧を検出する 

 
構成 
 1.110kV 計器用変圧器 1 台 
仕様  
 1.形式 ：コンデンサ形 
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.最高使用電圧  ：123kV 
 4.定格 1 次電圧 ：110/√3kV 
 5.定格 2 次電圧 ：110/√3V 
 6.定格遮断電流 ：25kA 

NMS 
-11 

110kV 計器用変

流器 
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 回路の負

荷電流や故障電流

を検出する 

 
構成 
 1.110kV 計器用変流器 1 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外型碍子形  
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.最高使用電圧  ：123kV 
 4.定格 1 次電流 ：1250A 
 5.定格 2 次電流 ：1A 
 6.定格遮断電流 ：25kA 

NMS 
-12 

110kV 断路器 
(三相用) 
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 電路の母

線接続切替および

保守・点検等の断

路する 

 
構成 
 1.110kV 断路器（三相用） 4 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外型、1 点切、電動操作式  
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.定格電圧 ：110kV 
 4.定格電流 ：800A 
 5.定格遮断電流 ：25kA 

NMS 
-13 

110kV 接地装置

付断路器(三相用) 
 
ナミアロ変電所 
 
NMS-12 の使用目

的の他に電路の接

地をする 

 
構成 
 1.110kV 接地装置付断路器（三相用） 1 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外型、1 点切、電動操作式  
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.定格電圧 ：110kV 
 4.定格電流 ：800A 
 5.定格遮断電流 ：25kA 
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表 3-4 ナミアロ変電所用機材の概略仕様（その 4） 
機材 
番号 

機材名/設置場所 
/使用目的 要求主仕様及び構成 

NMS 
-14 

110kV 遮断器 
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 回路の負

荷電流の開閉や故

障電流の遮断する 

 
構成 
 1.110kV 遮断器（三相用） 1 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外型デッドタンク、SF6 ガス絶縁  
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.定格電圧 ：110kV 
 4.定格電流 ：80A 
 5.定格遮断電流 ：25kA 
 6.JEC 要求仕様 ：NMS-02 に同じ 

NMS 
-15 

110kV 避雷器  
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 回路に発

生した落雷等によ

る異常電圧を大地

に放電する 

  
構成 
 1.110kV 避雷器 

1 台 

 

仕様  
 1.形式 ：屋外形 、酸化亜鉛形 
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.定格電圧 ：123kV 
 4.放電電流 ：10kA 

NMS 
-16 

110kV 計器用変

圧器 
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 回路の電

圧を検出する 

 
構成 
 1.110kV 計器用変圧器 1 台 
仕様  
 1.形式 ：コンデンサ形 
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.最高使用電圧  ：123kV 
 4.定格 1 次電圧 ：110/√3kV 
 5.定格 2 次電圧 ：110/√3V 
 6.定格遮断電流 ：25kA 

NMS 
-17 

110kV 計器用変

流器 
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 回路の負

荷電流や故障電流

を検出する 

 
構成 
 1.110kV 計器用変流器 1 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外型碍子形  
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.最高使用電圧  ：123kV 
 4.定格 1 次電流 ：1250A 
 5.定格 2 次電流 ：1A 
 6.定格遮断電流 ：25kA 
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表 3-4 ナミアロ変電所用機材の概略仕様（その 5） 
機材 
番号 

機材名/設置場所 
/使用目的 要求主仕様及び構成 

NMS 
-18 

110kV 断路器 
(三相用)  
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 電路の母

線接続切替および

保守・点検等の断

路する 

 
構成 
 1.110kV 断路器（三相用） 4 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外型、1 点切、電動操作式  
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.定格電圧 ：110kV 
 4.定格電流 ：800A 
 5.定格遮断電流 ：25kA 

NMS 
-19 

110kV 接地装置

付断路器(三相用)  
 
ナミアロ変電所 
 
NMS-12 の使用目

的の他に電路の接

地をする 

 
構成 
 1.110kV 接地装置付断路器（三相用） 1 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外型、1 点切、電動操作式  
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.定格電圧 ：110kV 
 4.定格電流 ：800A 
 5.定格遮断電流 ：25kA 

NMS 
-20 

110kV 遮断器 
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 回路の負

荷電流の開閉や故

障電流の遮断する 

 
構成 
 1.110kV 遮断器（三相用） 1 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外型デッドタンク、SF6 ガス絶縁  
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.定格電圧 ：110kV 
 4.定格電流 ：800A 
 5.定格遮断電流 ：25kA 
 6.JEC 要求仕様 ：NMS-02 に同じ 

NMS 
-21 

110kV 避雷器  
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 回路に発

生した落雷等によ

る異常電圧を大地

に放電する 

 
構成 
 1.110kV 避雷器 1 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外形 、酸化亜鉛形 
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.定格電圧 ：123kV 
 4.放電電流 ：10kA 

NMS 
-22 

110kV 計器用変

圧器 
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 回路の電

圧を検出する 

 
構成 
 1.110kV 計器用変圧器 1 台 
仕様  
 1.形式 ：コンデンサ形 
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.最高使用電圧  ：123kV 
 4.定格 1 次電圧 ：110/√3kV 
 5.定格 2 次電圧 ：110/√3V 
 6.定格遮断電流 ：25kA 
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表 3-4 ナミアロ変電所用機材の概略仕様（その 6） 
機材 
番号 

機材名/設置場所 
/使用目的 要求主仕様及び構成 

NMS 
-23 

110kV 計器用変

流器 
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 回路の負

荷電流や故障電流

を検出する 

 
構成 
 1.110kV 計器用変流器 1 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外型碍子形  
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.最高使用電圧  ：123kV 
 4.定格 1 次電流 ：1250A 
 5.定格 2 次電流 ：1A 
 6.定格遮断電流 ：25kA 

NMS 
-24 

110kV 断路器 
(三相用)  
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 電路の母

線接続切替および

保守・点検等の断

路する 

 
構成 
 1.110kV 断路器（三相用） 4 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外型、1 点切、電動操作式  
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.定格電圧 ：110kV 
 4.定格電流 ：800A 
 5.定格遮断電流 ：25kA 

NMS 
-25 

110kV 接地装置

付断路器(三相用)  
 
ナミアロ変電所 
 
NMS-12 の使用目

的の他に電路の接

地をする 

 
構成 
 1.110kV 接地装置付断路器（三相用） 1 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外型、1 点切、電動操作式  
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.定格電圧 ：110kV 
 4.定格電流 ：800A 
 5.定格遮断電流 ：25kA 

NMS 
-26 

110kV 遮断器 
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 回路の負

荷電流の開閉や故

障電流の遮断する 

 
構成 
 1.110kV 遮断器（三相用） 1 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外型デッドタンク、SF6 ガス絶縁  
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.定格電圧 ：110kV 
 4.定格電流 ：800A 
 5.定格遮断電流 ：25kA 
 6.JEC 要求仕様 ：NMS-02 に同じ 

NMS 
-27 

110kV 避雷器  
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 回路に発

生した落雷等によ

る異常電圧を大地

に放電する 

 
構成 
 1.110kV 避雷器 1 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外形 、酸化亜鉛形 
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.定格電圧 ：123kV 
 4.放電電流 ：10kA 
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表 3-4 ナミアロ変電所用機材の概略仕様（その 7） 
機材 
番号 

機材名/設置場所 
/使用目的 要求主仕様及び構成 

NMS 
-28 

110kV 計器用変

圧器 
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 回路の負

荷電流や故障電流

を検出する 

 
構成 
 1.110kV 計器用変圧器 1 台 
仕様  
 1.形式 ：コンデンサ形 
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.最高使用電圧  ：123kV 
 4.定格 1 次電圧 ：110/√3kV 
 5.定格 2 次電圧 ：110/√3V 
 6.定格遮断電流 ：25kA 

NMS 
-29 

110kV 計器用変

流器 
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 回路の負

荷電流や故障電流

を検出する 

 
構成 
 1.110kV 計器用変流器 1 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外型碍子形  
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.最高使用電圧  ：123kV 
 4.定格 1 次電流 ：1250A 
 5.定格 2 次電流 ：1A 
 6.定格遮断電流 ：25kA 

NMS 
-30 

110kV 断路器 
(三相用)  
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 電路の母

線接続切替および

保守・点検等の断

路する 

 
構成 
 1.110kV 断路器（三相用） 4 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外型、1 点切、電動操作式  
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.定格電圧 ：110kV 
 4.定格電流 ：800A 
 5.定格遮断電流 ：25kA 

NMS 
-31 

110kV 接地装置

付断路器(三相用)  
 
ナミアロ変電所 
 
NMS-12 の使用目

的の他に電路の接

地をする 

 
構成 
 1.110kV 接地装置付断路器（三相用） 1 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外型、1 点切、電動操作式  
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.定格電圧 ：110kV 
 4.定格電流 ：800A 
 5.定格遮断電流 ：25kA 

NMS 
-32 

110kV 遮断器 
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 回路の負

荷電流の開閉や故

障電流の遮断する 

 
構成 
 1.110kV 遮断器（三相用） 1 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外型デッドタンク、SF6 ガス絶縁  
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.定格電圧 ：110kV 
 4.定格電流 ：800A 
 5.定格遮断電流 ：25kA 
 6.JEC 要求仕様 ：NMS-02 に同じ 
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表 3-4 ナミアロ変電所用機材の概略仕様（その 8） 
機材 
番号 

機材名/設置場所 
/使用目的 要求主仕様及び構成 

NMS 
-33 

110kV 遮断器 
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 回路の負

荷電流の開閉や故

障電流の遮断する 

 
構成 
 1.110kV 遮断器（三相用） 1 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外型デッドタンク、SF6 ガス絶縁  
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.定格電圧 ：110kV 
 4.定格電流 ：2500A 
 5.定格遮断電流 ：25kA 
 6.JEC 要求仕様 ：NMS-02 に同じ 
 7.ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ CT ：1 次電流 4000A、2 次電流 1A 

NMS 
-34 

110kV 接地装置

付断路器(三相用)  
 
ナミアロ変電所 
 
NMS-12 の使用目

的の他に電路の接

地をする 

 
構成 
 1.110kV 接地装置付断路器（三相用） 1 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外型、1 点切、電動操作式  
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.定格電圧 ：110kV 
 4.定格電流 ：2500A 
 5.定格遮断電流 ：25kA 

NMS 
-35 

110kV 計器用変

圧器 
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 回路の負

荷電流や故障電流

を検出する 

 
構成 
 1.110kV 計器用変圧器 1 台 
仕様  
 1.形式 ：コンデンサ形または巻線形 
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.最高使用電圧  ：123kV 
 4.定格 1 次電圧 ：110/√3kV 
 5.定格 2 次電圧 ：110/√3V 
 6.定格遮断電流 ：25kA 

NMS 
-37 

110kV 母線主導

体  
 
ナミアロ変電所 
 
変電所の母線材の

主導体を構成する 

 
構成 
 1.110kV 母線主導体 1 式 
 2.110kV 母線主導体固定碍子 1 式 
仕様  
 1.形式 ：鋼心耐熱アルミ合金より線 
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.導体ｻｲｽﾞ  ：1160mm2 
 4.最高使用電圧  ：123kV 
 5.定格電流 ：2500A 
 6.定格短時間 
   耐電流 

：25kA 

 7.電線長 ：1000m 
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表 3-4 ナミアロ変電所用機材の概略仕様（その 9） 
機材 
番号 

機材名/設置場所 
/使用目的 要求主仕様及び構成 

NMS 
-38 

110kV 送電線ベ

イ用導体  
 
ナミアロ変電所 
 
送電線ベイの主導

体を構成する 

 
構成 
 1.110kV 送電ベイ用導体 1 式 
 2.110kV 送電ベイ用碍子 1 式 
仕様  
 1.形式 ：鋼心耐熱アルミ合金より線 
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.導体ｻｲｽﾞ  ：200mm2 
 4.最高使用電圧  ：123kV 
 5.定格電流 ：800A 
 6.定格短時間 
   耐電流 

：25kA 

 7.電線長 ：1000m 
NMS 
-39 

110kV 変圧器ベ

イ用導体  
 
ナミアロ変電所 
 
変圧器ベイの主導

体を構成する 

 
構成 
 1.110kV 変圧器ベイ用導体 1 式 
 2.110kV 変圧器ベイ用碍子 1 式 
仕様  
 1.形式 ：鋼心耐熱アルミ合金より線 
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.導体ｻｲｽﾞ  ：120mm2 
 4.最高使用電圧  ：123kV 
 5.定格電流 ：500A 
 6.定格短時間 
   耐電流 

：25kA 

 7.電線長 ：250m 
NMS 
-40 

110kV ブスタイ

用導体  
 
ナミアロ変電所 
 
ブスタイの主導体

を構成する 

 
構成 
 1.110kV ブスタイ用導体 1 式 
 2.110kV ブスタイ用碍子 1 式 
仕様  
 1.形式 ：鋼心耐熱アルミ合金より線 
 2.定格周波数 ：50Hz 
 3.導体ｻｲｽﾞ  ：1160mm2 
 4.最高使用電圧  ：123kV 
 5.定格電流 ：2500A 
 6.定格短時間 
   耐電流 

：25kA 

 7.電線長 ：200m 
NMS 
-41 

110kV 母線構成

用鉄鋼材  
 
ナミアロ変電所 
 
各種導体材などを

支持する 

 
構成 
 1.110kV 母線構成用鉄鋼材 1 式 
仕様  
 1.形式 ：屋外設置型  
 2.塗装  ：亜鉛メッキ 
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表 3-4 ナミアロ変電所用機材の概略仕様（その 10） 
機材 
番号 

機材名/設置場所 
/使用目的 要求主仕様及び構成 

NMS 
-42 

33kV 変圧器連系

ケーブル 
 
ナミアロ変電所 
 
110/33kV 変圧器

二次側を所内キュ

ービクルと接続す

る 

 
構成 
 1.33kV 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電力ケーブル 1 式 
仕様  
 1.形式 ：単心導体架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁塩化ﾋﾞﾆｰﾙ 

 ｼｰｽ鋼帯がい装付ケーブル  
 2.導体材  ：銅 
 3.最高使用電圧 ：36kV 
 4.電線長 ：170m/相 × 3 相 
 5.端末処理 ：6 箇所 
 6.ｹｰﾌﾞﾙﾍｯﾄﾞ ：1 組 
 7.接続架台 ：1 式 

NMS 
-43 

33kV 変圧器二次

箱 
 
ナミアロ変電所 
 
変圧器二次側から

連系ケーブルを引

き入れ遮断器や断

路器などを納める 

 
構成 
 1.33kV 変圧器二次箱 1 面 
仕様  
 1.形式 ：屋内据え置き型  
 2.定格電圧  ：33kV 
 3.最高使用電圧 ：36kV 
 4.定格周波数 ：50Hz 
 5.定格短時間 
   耐電流 

：25kA 以上 

 6.絶縁方式 ：気中絶縁またはガス絶縁方式 
 7.計器用変流器 ：1 次電流 2000A、2 次電流 1A 
 8.遮断器 ：真空遮断器またはガス遮断器 
 ：O-0.3S-CO-15s-CO 
 9.断路器 ：接地装置付断路器 
10.保護装置 ：地絡過電流継電器、過電流継電器 

：地絡保護継電器、遮断器故障 
NMS 
-44 

33kV 計器用変圧

機器箱  
 
ナミアロ変電所 
 
33kV 回路の電圧

を検出する 

 
構成 
 1.33kV 計器用変圧器箱 1 面 
仕様  
 1.形式 ：屋内据え置き型  
 2.定格電圧  ：33kV 
 3.最高使用電圧 ：36kV 
 4.定格周波数 ：50Hz 
 5.定格短時間 
   耐電流 

：25kA 以上 

 6.絶縁方式 ：気中絶縁またはガス絶縁方式 
 7.計器用変圧器 ：1 次電圧 110/√3kV 

：2 次電圧 110/√3V 
 8.断路器 ：接地装置付断路器 
 9.保護装置 ：同期検定器、不足電圧継電器、過電圧 

 継電器、周波数上昇および低下継電器 
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表 3-4 ナミアロ変電所用機材の概略仕様（その 11） 
機材 
番号 

機材名/設置場所 
/使用目的 要求主仕様及び構成 

NMS 
-45 

33kV 所内変圧器

箱 
 
ナミアロ変電所 
 
所内電気機器に必

要な電圧を作り出

す 

 
構成 
 1.33kV 所内変圧器箱 1 面 
仕様  
 1.形式 ：屋内据え置き型  
 2.定格電圧  ：33kV 
 3.最高使用電圧 ：36kV 
 4.定格周波数 ：50Hz 
 5.定格短時間 
   耐電流 

：25kA 以上 

 6.絶縁方式 ：気中絶縁またはガス絶縁方式 
 7.計器用変流器 ：1 次電流 2000A、2 次電流 1A 
 8.遮断器 ：真空遮断器またはガス遮断器 
 ：O-0.3S-CO-15s-CO 
 9.断路器 ：接地装置付断路器 
10.保護装置 ：地絡過電流継電器、過電流継電器 

：遮断器故障 
11.変圧器 ：定格二次電圧 380V 

：インピーダンス 4% 
：ベクトルグループ Dyn11 
：タップ数 5（無電圧） 
：モールド形 

NMS 
-46 

33kV 配電線箱  
 
ナミアロ変電所 
 
33kV 配電線へ電

力を送り出す 
 

 
構成 
 1.33kV 配電線箱 6 面 
仕様  
 1.形式 ：屋内据え置き型  
 2.定格電圧  ：33kV 
 3.最高使用電圧 ：36kV 
 4.定格周波数 ：50Hz 
 5.定格短時間 
   耐電流 

：25kA 以上 

 6.絶縁方式 ：気中絶縁またはガス絶縁方式 
 7.計器用変流器 ：1 次電流 2000A、2 次電流 1A 
 8.遮断器 ：真空遮断器またはガス遮断器 
 ：O-0.3S-CO-15s-CO 
 9.断路器 ：接地装置付断路器 
10.保護装置 ：地絡過電流継電器、過電流継電器 

：自動再閉路、遮断器故障 
11.避雷器 ：形式 屋内型・酸化亜鉛形 

：定格電圧 36kV 
：放電電流 10kA 

12.監視項目 ：電流、電圧、電力、無効電力 
：送電電力量 
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表 3-4 ナミアロ変電所用機材の概略仕様（その 12） 
機材 
番号 

機材名/設置場所 
/使用目的 要求主仕様及び構成 

NMS 
-47 

110kV 送電線ベ

イ操作盤(A)  
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 変電設備

の監視・保護・制

御をおこなう 
 

 
構成 
 1.110kV 送電線ベイ操作盤(A) 1 面 
仕様  
 1.形式 ：屋内据え置き型  
 2.監視項目 ：電流、電圧、電力、無効電力 

：受電電力量、送電電力量 
 3.保護装置 ：距離継電器、地絡過電流継電器 

：地絡方向継電器、過電流継電器 
：自動再閉路、故障点票定器 
：遮断器故障 

 4.その他 ：保護装置は 2 セット用意すること 
NMS 
-48 

110kV 送電線ベ

イ操作盤(B)  
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 変電設備

の監視・保護・制

御をおこなう 

 
構成 
 1.110kV 送電線ベイ操作盤(B) 1 面 
仕様  
 1.形式 ：屋内据え置き型  
 2.監視項目 ：電流、電圧、電力、無効電力 

：受電電力量、送電電力量 
 3.保護装置 ：距離継電器、地絡過電流継電器 

：地絡方向継電器、過電流継電器 
：自動再閉路、故障点票定器 
：遮断器故障 

 4.その他 ：保護装置は 2 セット用意すること 
NMS 
-49 

110kV 送電線ベ

イ操作盤(C)  
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 変電設備

の監視・保護・制

御をおこなう 

 
構成 
 1.110kV 送電線ベイ操作盤(C) 1 面 
仕様  
 1.形式 ：屋内据え置き型  
 2.監視項目 ：電流、電圧、電力、無効電力 

：受電電力量、送電電力量 
 3.保護装置 ：距離継電器、地絡過電流継電器 

：地絡方向継電器、過電流継電器 
：自動再閉路、故障点票定器 
：遮断器故障 

 4.その他 ：保護装置は 2 セット用意すること 
NMS 
-50 

110kV 送電線ベ

イ操作盤(D)  
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 変電設備

の監視・保護・制

御をおこなう 

 
構成 
 1.110kV 送電線ベイ操作盤(D) 1 面 
仕様  
 1.形式 ：屋内据え置き型  
 2.監視項目 ：電流、電圧、電力、無効電力 

：受電電力量、送電電力量 
 3.保護装置 ：距離継電器、地絡過電流継電器 

：地絡方向継電器、過電流継電器 
：自動再閉路、故障点票定器 
：遮断器故障 

 4.その他 ：保護装置は 2 セット用意すること 
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表 3-4 ナミアロ変電所用機材の概略仕様（その 13） 
機材 
番号 

機材名/設置場所 
/使用目的 要求主仕様及び構成 

NMS 
-51 

110kV 送電線ベ

イ操作盤(E)  
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 変電設備

の監視・保護・制

御をおこなう 

 
構成 
 1.110kV 送電線ベイ操作盤(E) 1 面 
仕様  
 1.形式 ：屋内据え置き型  
 2.監視項目 ：周波数、電圧、電流  

 
 3.保護装置 ：距離継電器、地絡過電流継電器 

：遮断器故障、同期検定器 
：不足電圧継電器、過電圧継電器 
：零相差動継電器 

 4.その他 ：保護装置は 2 セット用意すること 
NMS 
-52 

110kV 送電線ベ

イ操作盤(F)  
 
ナミアロ変電所 
 
110kV 変電設備

の監視・保護・制

御をおこなう 

 
構成 
 1.110kV 送電線ベイ操作盤(F) 1 面 
仕様  
 1.形式 ：屋内据え置き型  
 2.監視項目 ：一次側：電流、電力、無効電力 

：二次側：電流、電力、無効電力 
 3.保護装置 ：地絡過電流継電器、過電流継電器 

：電流差動継電器、遮断器故障 
NMS 
-62 

配線材料 
 
ナミアロ変電所 
 
変電機器の電源線

および制御線に使

用する 

 
構成 
 1.配線材料 1 式 
仕様  
 1.低圧ｹｰﾌﾞﾙ ：電源ｹｰﾌﾞﾙ 、制御ｹｰﾌﾞﾙ 
 2.接地材料 ：銅導体、接地棒、コネクター 
 3.ｹｰﾌﾞﾙ布設 
  接続材料 

：電線管、ｹｰﾌﾞﾙﾄﾚﾝﾁ、ｹｰﾌﾞﾙﾊﾝｶﾞｰ、  
：端子類 

NMS 
-54 

所内配電盤 
 
ナミアロ変電所 
 
変電所内の電気機

器へ電力を供給す

る 

 
構成 
 1.所内配電盤 1 面 
仕様  
 1.形式 ：屋内据え置き型  
 2.供給電圧  ：3 相 380V、単相 200V 
 3.主要遮断器 
   定格電流 

：1250A 以上 
 

 4.想定負荷  ：変電機器の制御監視、保護継電器 
：蓄電池充電器、所内および構内照明 
：空調機器、その他 

NMS 
-55 

DC110V 系充電器 
 
ナミアロ変電所 
 
変電機器制御用の

直流電源を作ると

ともに蓄電池への

充電を行う 

 
構成 
 1.DC110V 系充電器 2 台 
仕様  
 1.形式 ：屋内据え置き型  
 2.入力電圧 ：3 相 380V または単相 200V 
 3.出力電圧 ：直流 110V±5%  
 4.最大電流出力  ：定格電流の±2% 
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表 3-4 ナミアロ変電所用機材の概略仕様（その 14） 
機材 
番号 

機材名/設置場所 
/使用目的 

要求主仕様及び構成 

NMS 
-56 

DC48V 系充電器 
 
ナミアロ変電所 
 
通信装置用の直流

電源を作るととも

に蓄電池への充電

を行う 

 
構成 
 1.DC48V 系充電器 1 台 
仕様  
 1.形式 ：屋内据え置き型  
 2.入力電圧 ：3 相 380V または単相 200V 
 3.出力電圧 ：直流 110V±5%  
 4.最大電流出力  ：定格電流の±2% 

NMS 
-57 

DC110V 系蓄電池 
 
ナミアロ変電所 
 
変電機器制御用の

直流電力を蓄える 

 
構成 
 1.DC110V 系蓄電池 2 組 
仕様  
 1.形式 ：鉛蓄電池  
 2.設置方式 ：架台据え置き方式 
 3.供給負荷 ：変電所変電機器の制御機器 

：非常灯 
 4.供給時間  ：10 時間 

NMS 
-58 

DC48V 系蓄電池 
 
ナミアロ変電所 
 
通信機器用の直流

電源を蓄える 

 
構成 
 1.DC48V 系蓄電池 1 組 
仕様  
 1.形式 ：鉛蓄電池  
 2.設置方式 ：架台据え置き方式 
 3.供給負荷 ：通信機器  
 4.供給時間  ：10 時間 

NMS 
-59 

非常用発電機 
 
ナミアロ変電所 
 
外部電源停電時の

応急電源 
 

 
構成 
 1.非常用発電機 1 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ方式  
 2.容量 ：50kVA 以上 
 3.発電形式 ：ディーゼルエンジン  
 4.定格周波数 ：50Hz 
 5.定格電圧 ：3 相 380V 
 6.最大連続運転 ：10 時間 

NMS 
-64 

工事用試験機材 
 
ナミアロ変電所 
 
変電所工事時に使

用する 
 

 
構成 
 1.工事用試験機材 
仕様 
 1. 遮断器用試験器 
 2. 保護リレー試験器 
 3. 操作ハンドル 
 4.その他試験器（テスタ、検電器、接地抵抗計、絶縁抵抗計他） 
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表 3-5 ナミアロ変電所用鉄塔機材の概略仕様 
機材 
番号 

機材名/設置場所 
/使用目的 

要求主仕様及び構成 

NMS 
-60 

二回線用架空送電

鉄塔 
 
ナミアロ変電所 
 
送電線引き込み用 

 
構成 
 1.鉄塔 2 基 
仕様  
 1.形式 ：2 回線用引留耐張鉄塔  
 2.最低地上高 ：6,500mm 
 3.設計最大風速 ：35m/sec  
 4.鉄塔基礎 ：逆 T 字型基礎 
 5.鉄塔高さ ：30m 

NMS 
-64 

二回線用架空送電

鉄塔（仮設） 
 
ナミアロ 
 
変電所工事時に架

空送電線を移設す

る 

 
構成 
 1.鉄塔 1 基 
仕様  
 1.形式 ：2 回線用耐張鉄塔  
 2.最低地上高 ：6,500mm 
 3.設計最大風速 ：35m/sec  
 4.鉄塔基礎 ：逆 T 字型基礎 
 5.鉄塔高さ ：30m 

 

表 3-6 ＳＣＡＤＡシステム用機材の概略仕様 
機材 
番号 

機材名/設置場所 
/使用目的 

要求主仕様及び構成 

SCD 
-01 

SCADA システム 
 
ナンプラセントラ

ル 
ナンプラ 220 
ナミアロ変電所 
 
 
変電所の監視制御

を行う。 

 
構成 
 1.SCADA システム 3 台 
 1) ナンプラセントラル      親局 SCADA システム 
 2) ナンプラ 220        子局 SCADA システム 
 3) ナミアロ           子局 SCADA システム 
仕様  
 1.形式 ：屋内据え置き型  
 2.設置変電所  ：ナンプラセントラル変電所 

 ナンプラ 220 変電所 
ナミアロ変電所 

 3.監視機能 ：状態監視、警報・故障情報の表示 
：電圧監視・過負荷監視機能 

 4.制御機能 ：制御・選択、接地装置など非遠方制御機器の

状態表示 
 5.記録機能 ：日報・月報記録 

：警報・故障情報のイベント記録 
：操作情報のイベント記録 

 6.設定変更機能 ：電圧監視・過負荷監視設定機能 
：データメンテナンス機能 

 7.監視制御シス

テム 
：PC または EWS、LCD 2 台 
：ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 1 台、UPS 1 台 
：RTU（遠方監視制御装置） 1 台 
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NMS 
-36 

110kV 用ブロッ

キングコイル 
 
電力線通信の伝

送波が変電機器

に悪影響を及ぼ

さないように伝

送波の侵入を抑

制するための装

置 
 

 

 
構成 
 1.110kV 用ブロッキングコイル 8 台 
 1) ナンプラセントラル  4 台 
 2) ナンプラ 220     2 台 

3) ナミアロ       2 台 
仕様  
 1.形式 ：屋外型つり下げタイプ  
 2. 最高使用電

圧 
：123 kV  

 3. 定格雷イン

パルス耐電圧 
：500 kV  

 4. 定格電流 ：800A 
 5. 定格短時間

耐電流 
：25 kA 

 6. 定格短絡時

間 
：1 s  

 7. インピーダ

ンス 
：通信周波数において 600Ω以上 
 

8. 通信周波数 ：40-500kHz 
9. 付属品 ：つり下げ金具、サージ抑制用ギャップ装置、 

その他必要なもの 
NMS 
-62 

110kV  PLC 装

置 
 
ナンプラセントラ

ル-ナンプラ 220
間   1 回線 
 
ナンプラセントラ

ル－ナミアロ間 
   1 回線 
 
 

SCADA システム

のデータ伝送を行

う為の通信回線と

して使用する。 

 
構成 
 1.110kV PLC 装置 4 台 
 1) ナンプラセントラル－ナンプラ 220  2 台 
 2) ナンプラセントラル－ナミアロ     2 台 
仕様  
 1.形式 ：屋内据え置き型  
 2.送信電力  ：50W 
 3.送電線 ：110kV 送電線 
 4.信号チャンネ

ル 
：データ通信用 1 チャンネル 
 電話回線   1 チャンネル 
  （2 線式、専用保安電話） 

 5.記録機能 ：日報・月報記録 
：警報・故障情報のイベント記録 
：操作情報のイベント記録 

 6.データ伝送速

度 
：1,200bps 以上、非同期通信方式 

 7.伝送距離 ：ナンプラセントラル－ナンプラ 220 間 4km 
：ナンプラセントラル－ナミアロ間   80km 
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表 3-7 無電化村向け配電用変圧器機材の概略仕様 
機材 
番号 

機材名/設置場所 
/使用目的 

要求主仕様及び構成 

DST 
-01 
-02 

配 電 用 変 圧 器

-160kVA,250kVA 
 
ナミアロ地区の無

電化村 
 
無電化村を電化す

る為、一般需要家

用の電圧に変換す

る 

 
構成 
 1.33kV/400V 配電用変圧器-  160kVA 2 台 
2.    同上          250kVA 1 台 

仕様  
 1.形式 ：屋外据え置き型  
 2.定格電圧  ：33kV 
 3.最高使用電圧 ：36kV 
 4.定格周波数 ：50Hz 
 5.定格短時間 
   耐電流 

：25kA 以上 

 6.変圧器 ：容量 160kVA、250kVA 
：定格二次電圧 380V 
：インピーダンス 6% 
：ベクトルグループ Dyn11 
：タップ数 5（無電圧） 
：油入絶縁 
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3-2-2-3 施設計画 

1) 制御棟 

a) 平面 

制御棟には、ナミアロ変電所（110kV/33kV）の運用と、さらには将来、220kV/400kV 高圧送

電線敷設事業により建設される変電施設（400kV/220kV & 400kV/110kV）との連携にも考慮

し、現地調査において入手した EDM の変電所設計基準に基づいて、以下の各室を計画する。

延床面積は 612.50m2となる。 

 110kV 保護制御室 

 制御監視室（将来拡張用スペースの確保） 

 33kV 開閉器室 

 通信・遠方監視制御装置室 

 所内配電盤室 

 バッテリー室 

 スペアパーツ保管室 

 事務室・給湯室・男女トイレ 

b) 断面計画 

敷地スペースに特に制限がないため平屋建てとし、制御棟に配置される各機材の高さ寸法

と、そのメンテナンス性を考慮し、部屋高および各室への搬入口寸法を計画する。 

c) 構造計画 

前出の 3-2-1.(2)および(4)項に記載した、設計条件・基準に基づいて、構造設計を行う。

また、3-2-1.(5).2)項にも述べたとおり、現地建設業者の技術力を鑑み、構造種別は一般

的な在来工法での建設が可能な RC造とする。 

d) 設備計画 

各機器の発熱量、および運営スタッフの作業環境に配慮し、以下の各室には空調設備を設

ける。 

 110kV 保護制御室 

 制御監視室（将来拡張用スペースの確保） 

 33kV 開閉器室 

 通信・遠方監視制御装置室 

 所内配電盤室 

 事務室 
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また、運営スタッフの生活用水は、隣接する既設モナポ変電所と同様、上下水道が近隣に

敷設されていないため、給水については、外部から購入した水を貯水タンクから建屋に給

水する方式とし、汚水排水は、構内での浄化槽・浸透枡による方式とする。 

e) 建築資材計画 

主要各室の仕上は、用途および仕上材の現地調達性を鑑み、以下のとおりとする。 

表 3-8 部屋用途とその仕様 

部屋用途 床 壁 天井 

機器が設置される部屋（空調あり） 防塵塗料 ﾓﾙﾀﾙ･ﾍﾟｲﾝﾄ 吸音板 2重天井 

  〃       （空調なし） 防塵塗料 ﾓﾙﾀﾙ･ﾍﾟｲﾝﾄ ｽﾗﾌﾞ面補修･ﾍﾟｲﾝﾄ 

バッテリー室 耐酸ﾍﾟｲﾝﾄ 耐酸ﾍﾟｲﾝﾄ ｽﾗﾌﾞ面補修･ﾍﾟｲﾝﾄ 

事務室 塩ﾋﾞｼｰﾄ ﾓﾙﾀﾙ･ﾍﾟｲﾝﾄ 吸音板 2重天井 

トイレ ﾀｲﾙ ﾀｲﾙ ｾﾒﾝﾄ系ﾎﾞｰﾄﾞ 2 重天井 

 

2) 警備小屋 

床面積は 24m2、構造は RC造 1 階建てとし、空調および給排水設備は設けない。室内の仕上

は、床：防塵塗料、壁：ﾓﾙﾀﾙ･ﾍﾟﾝｷ、天井：ｽﾗﾌﾞ面補修･ﾍﾟﾝｷとする。 

3) 変電所構内外構工事 

変電機器設置エリアは感電事故防止のため砕石敷きとし、構内道路には経済性を考慮し砕

石舗装を採用するが、入口ゲートから制御棟へのアプローチ部分にはメンテナンス性を考

慮してコンクリート舗装を採用する。 

雨水排水は近隣に下水道が整備されていないため、自然浸透と勾配による場外への排水と

する。 

また、EDM の変電所設計基準に基づいて照明設備を計画する。 
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3-2-3 概略設計図 

概略設計図は下表 3-9 に示すとおりである。 

表 3-9 概略設計図 

図番号 図面内容 

N-01 全体配置図 

N-02 ナミアロ変電所構内配置図 

N-03 単線結線図 

N-04 変電所機器平面図 

N-05 変電所機器断面図 

N-06 変電所制御棟平面図 

N-07 変電所制御棟内ピットレイアウト図 

N-08 変電所制御棟内ピット断面図 

N-09 ナミアロ変電所周辺送電線ルート図 

A-01～A-09 制御棟＆警備小屋建築図 

S-01～S-05 制御棟＆警備小屋構造図 

M-01～M-04 制御棟＆警備小屋空調･給排水衛生設備図 

E01～E12 制御棟＆警備小屋電気設備図 
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3-2-4 調達計画／施工計画 

3-2-4-1 調達方針／施工方針 

(1) 機材の調達・施工方針 

本プロジェクトで調達する機材は、高い信頼性が要求され、かつ、日本メーカーが技術優

位性を持つ機器は、本邦調達とし、海外製品でコストダウンがはかれる汎用の機器、資材

は、第三国調達を積極的に採用することとした。変電機器、送電鉄塔、SCADA システムおよ

び配電用変圧器の機材の調達方法は、下記のとおりの方針とした。 

1) 変電機器について、より高い信頼性が求められる以下の機器は、JEC 規格とした。また、

SCADA システムは本邦調達とし、将来の市場拡大を目指すこととする。 

[JEC 規格とする変電機器] 

 110kV ガス遮断器  デッドタンク型 

 110kV/33kV 40MVA 主要変圧器 

[調達国を日本とする変電機器] 

 SCADA システム 3箇所 

2) 上記以外の変電機器、送電鉄塔、PLC 装置および配電用変圧器は、価格競争力のある製

品が調達できるよう、国際標準の IEC 規格準拠とし、第三国調達を最大限活用する方針と

する。 

[IEC 規格とする変電機器ほかの機材] 

 110kV 断路器および CT、PT、アレスター、110kV 母線、電線、鉄構鋼材など 

 33kV 配電線用開閉機器、ｹｰﾌﾞﾙ、電線 

 保護継電器、配電盤、配線ｹｰﾌﾞﾙ、各種計器類 

 所内回路、非常用発電機、バッテリーなど 

 PLC 装置（ブロッキングコイル含む） 

 新設鉄塔および仮設鉄塔 

 無電化村向け配電用変圧器 

 その他必要な機材 

調達に際しては、入札図書で規定する仕様を満足する事はもちろん、維持管理の容易性、

トラブル発生時のサポートやスペアパーツの速やかな供給など、アフターサービスの体制

が確立されている事も考慮に加え、これらの条件を満たす機材を選定する。 
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機材の据付工事、調整・試運転及び初期操作指導・運用（メンテナンス）指導等はメーカ

ー技術者によって行われる必要がある。据付工事における実労務作業は、メーカー技術者

の監督のもと現地作業員が行う方針とする。 

(2) ナミアロ変電所配電線工事の調達・施工方針 

ナミアロ変電所配電線工事は、EDM が日頃より使用している「モ」国内の配電線工事業者を

選定して行う。工事に使用する資材は日本側が「モ」国内で調達し、この資材を使用して

工事を行う方針とする。 

(3) 無電化村向け配電用変圧器設置関連工事の調達・施工方針 

無電化村向け配電用変圧器設置工事は、EDM が日頃より使用している「モ」国内の配電線工

事業者を選定して行う。工事に使用する資材は日本側が「モ」国内で調達して工事を行う

方針とする。 

(4) 施設の調達・施工方針 

前出の 3-2-1.(4)項に述べたとおり、本プロジェクトに必要となる施設（建屋および機器基

礎）の建設には高度な技術力は必要とされないため、施設の建設工事は現地建設業者への

一括発注が可能であると考えられる。但し、品質・工程管理のため、日本人建築技術者を

工事期間中常駐させる必要がある。 

3-2-4-2 施工上／調達上の留意事項 

(1) 変圧器輸送 

110kV/33kV 40MVA 変圧器は輸送荷姿で約 50t の重量があり、変圧器輸送は変圧器に大きな

縦方向や横方向の衝撃が加わらないように輸送する必要がある。また、特に「モ」国内で

の内陸輸送の際には、輸送トレーラの走行速度が低速となるため、道路管理者や警察との

調整が必要となる。 

ナミアロ変電所建設現場はナカラ回廊（国道 12号線）から 1.5km の場所に位置し、この国

道からナミアロ建設サイトに至るルートには既設道路がないため、工事用仮設アクセス道

路を建設する必要がある。また、このアクセス道路の途中を鉄道が横切っており、工事車

輛の通行が可能となるよう鉄道横断部の整備が必要となる。これらのアクセス道路および

鉄道横断部には、重量物の搬送に耐えうる充分な強度を持たせる必要がある。 
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(2) 変電所建設工程 

変電所建設時の最初の工程として地盤の地ならしから取りかかる。この時点では、変電所

建設サイトの上空には 110kV の既設送電線が充電状態で架かっているため、バックホー等

の重機を使用する際は、送電線との離隔を確保するよう十分な安全管理を行う必要がある。

また、変電所母線鋼材を組み立てる際は、3-2-2-1-2 項に述べたとおり、既設送電線は建設

サイトを避けた位置に移設されてはいるが、活線との接触事故等が起きないよう、クレー

ン等の重機を使用する際には十分な安全管理を行う必要がる。 

(3) 工事用電源供給 

変電所建設予定地周辺には住宅もなく配電線が布設されていない。変電所建設時は現地工

事事務所の他、電動工具や試験機など電源を必要とする電気機器が多く使われる。また、

夜間時の照明設備は侵入者を警戒する上で重要となる。工事用電源は事業実施工程上遅延

なく準備される必要があるため、国道 12号線から変電所サイトまでの配電線および配電用

変圧器の設置工事を日本側で実施する。配電線の工事および配電用変圧器の設置は業者契

約後、サイトでの工事が開始されるまでに実施する必要がある。 

(4) 既設 110kV送電線の充電確認 

既設 110kV 送電線は工事工程の中で仮設鉄塔への移設や、変電所に引き込む処置等で、た

びたび送電線の運転停止/運転開始を行う必要があるが、送電線の充電状態での作業は大き

な人身災害や公衆災害につながる。新設されるナミアロ変電所から最寄りの電源変電所ま

では 80～100km 近くの距離があるため、送電線の移設や引き込みに際しては、送電線の運

転停止／運転開始手順および情報伝達経路等について、事前に各電源変電所との十分なコ

ミュニケーションを取り、送電線の充電状態での作業に起因する事故を防ぐ事が肝要であ

る。 

(5) 相手国負担工事との工程調整 

1) 用地の確保・整地 

ナミアロ変電所の建設、および国道からサイトまでのアクセスに必要となる用地は、既設

110kV 送電線沿いに位置しており、既に EDM がその使用権を有している部分が多いと考えら

れる。アクセス道路については、EDM が使用権を有する既設 110kV 送電線の ROW 内に建設で

きることが確認されたが、ナミアロ変電所の建設用地については、将来の増設（400kV/220kV

対応）も計画されており、既設送電線の ROW を超える部分も存在するため、EDM は既に該当

する土地 1.88ha の用地使用を｢モ｣国政府に申請している。G/A 締結後、入札公示前までに

EDM はこの用地の使用権を取得し、自生する草木の伐採と整地を終える必要がある。 
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2) 鉄道横断部の施工 

国道からナミアロ変電所建設サイトまでのアクセスには、鉄道を横断する必要がある。鉄

道横断部の整備は CDN（北部回廊開発公社）の管理下で行われる必要があるため、EDM は予

算配分をしたうえで、CDN に施工を依頼し、入札公示前までに工事を完了させる必要がある。 

3) 既存鉄塔の強度検討および補強 

変電所建設予定地近傍に新設鉄塔を建設し既設送電線をこの新しい鉄塔に移設する必要が

ある。電線を移設する前は電線が直線状になっているが、新しい鉄塔に電線を移設するこ

とで約 2～3度の角度がつくことになり、角度がついた鉄塔の強度検討および補強が必要に

なる。業者契約前までに先方国負担により、既設鉄塔の強度検討および補強されている必

要がる。 

4) 110kV 送電線の停止計画 

変電所建設予定地上空を通過する既設 110kV 送電線を新しい鉄塔に移設する場合や新しい

変電所に引き込む際には必ず送電線の運転停止処置をとる必要がある。この送電線が運転

停止することはナカラ地区またはメトロ地区の送電が完全に停止することを意味し、それ

ぞれの地区が停電となる。既設 110kV 送電線の切替時は先方国と十分な協議と、先方国の

協力が必要不可欠になる。 

(6) アクセス道路の建設 

上述のとおり、EDM は国道からサイトまでのアクセス用地の確保・整地、および鉄道横断部

の整備を行うが、その後、変電所建設中の仮設アクセス道路（国道から現地盤面までのス

ロープ造成を含む）の整備・維持管理は、日本側所掌とする。但し、この仮設アクセス道

路は、あくまで変電所の建設に必要な仮設工事の一部という位置付けであり、変電所引渡

後の恒久的なアクセス道路の整備・維持管理は、無償資金協力案件の原則に基づき、EDM の

所掌となる。従って、この仮設アクセス道路は、瑕疵の対象とはならない。 

(7) SCADAシステムの施工工程 

ナミアロ変電所に設置する SCADA システムは、新設変電所での工事である為、特に問題は

ない。一方、ナンプラセントラル、ナンプラ 220 に設置する SCADA システムは、運転稼働

中の設備を対象として、制御回路の改修・接続を行う必要があるため、接続ミス等により、

停電事故に至る危険性の高い配線作業となることから、充分な注意が求められる。 

既設制御回路の調査を充分に行うとともに、既設回路の接続・改修作業を行う場合には、

変電所運転員と停止作業調整を充分行い、当該機器を停止して安全に制御回路の接続作業

を行う必要がある。 
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また、制御回路と SCADA システムの信号受け渡し条件を事前に EDM と協議を行い、責任区

分を明確にすることが重要である。 

親局のナンプラセントラルと子局の変電所との連係確認試験においても、システム間のデ

ータチェックを充分行い、誤操作による停電事故を招かないよう、試験方法を事前に確認

する。 

PLC 用ブロッキングコイル取付け作業およびカップリングコンデンサ接続作業では、送電線

の停止が必要となるので、停止調整を充分行う。 

3-2-4-3 施工区分／調達・据付区分 

本プロジェクトにおける、日本側とモザンビーク国側の施工区分／調達・据付区分を下表

表 3-10 に示す。 

表 3-10 日本側と「モ」国側の責任分担 

No. 負担事項 
日本国 

負担 

「モ」国 

負担 

1. 準備事項 

1) 建設用地（サイト、アクセス道路、資機材仮置場）の確保  ○ 

2) 建設用地内の農作地に対する補償  ○ 

3) 建設用地の整地  ○ 

4) アクセス道路上の鉄道横断部の整備  ○ 

5) コンサルタント契約および業者契約の承認（CREE）  ○ 

6) 工事用電源のサイトへの供給 ○  

7) ナミアロ変電所のフェンスおよびゲートの建設  ○ 

8) 免税措置に必要となる事前手続き  ○ 

9) 工事着工に必要となる諸許認可手続き  ○ 

2. ナミアロ変電所 

1) 変電機材の設置、調整･試運転、初期操作指導、運用指導 ○  

2) 施設（建屋・機器基礎）の建設 ○  

3) ナミアロ変電所に隣接する送電鉄塔の建設（本設 2基+仮設 1基） ○  

4) 新設鉄塔に隣接する既存鉄塔の強度検討および補強  ○ 

5) 既設鉄塔の解体 ○  

6) 既設鉄塔解体材の処分  ○ 

7) 33kV 配電線の建設およびナミアロ変電所への接続（4回線） ○  
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No. 負担事項 
日本国 

負担 

「モ」国 

負担 

8) 家具・備品  ○ 

9) 変電所建設終了後のアクセス道路の整備・維持管理  ○ 

10) 変電所建設終了後の給水  ○ 

3. SCADA システム 

1) SCADA システムの据付、試運転･調整、初期操作指導、運用指導 

・ナミアロ変電所 

・ナンプラセントラル既設変電所 

・ナンプラ 220 既設変電所 

○  

2) SCADA 用通信回線（PLC）の据付、試運転･調整、初期操作指導、運

用指導 

・ナミアロ⇔ナンプラセントラル 

・ナンプラセントラル⇔ナンプラ 220 

○  

3) ナンプラセントラル変電所の既設配電盤の改修  ○ 

4. 無電化村向け配電用変圧器 

1) 配電用変圧器の設置 ○  

2) 配電用変圧器までの 33kV 配電線工事 ○  

3) 配電用変圧器からの 400V 配電線工事 

*各変圧器に対し、1需要家への配電線工事のみ日本側負担とする 

 △* ○ 

5. 共通事項 

1) 機材調達国から｢モ｣国までの海上輸送 ○  

2) 荷揚港での免税措置、通関手続きの実施  ○ 

3) 荷揚港からプロジェクトサイトまでの内陸輸送 ○  

4) プロジェクト実施に係る免税措置  ○ 

5) 機材調達および施設建設に従事する日本側関係者等への入国手続

き、免税措置等の便宜供与 

 ○ 

6) 機材および施設導入後の適正な運用および維持管理の実施  ○ 

7) 調達・建設工事実施時における、無償資金協力に含まれていない部

分（先方政府負担事項等）の費用負担 

 ○ 

8) 銀行取極(B/A)に基づく支払授権書(A/P)に係る本邦銀行へのコミッ

ション支払 

 ○ 

9) 銀行取極(B/A)に基づく支払に係る本邦銀行へのコミッション支払  ○ 
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3-2-4-4 調達監理計画／施工監理計画 

(1) 調達・施工監理計画（機材） 

1) 機器製作 

工場製作に先立ち、機器製作メーカーから提出される製作図面をコンサルタントの検査技

術者が確認する。機器の工場製作は製作図面承認後とする。 

2) 完成検査 

日本国で製作された主要変電機器の完成検査は、製品出荷前に各変電機器の仕様適合およ

び性能確認試験などをメーカーの工場にて実施する。これらの検査はメーカーが主体とな

って行うがコンサルタントの検査技術者が立会い、技術面の確認を実施する。 

海外調達となる機材の完成検査は、メーカー工場試験結果を書類審査し、機器の仕様適合

および性能の確認を行う。 

3) 機器輸送（船積前機材照合検査） 

日本国で製作された主要変電機器は、船積み前機材照合検査を第三者機関への委託により

実施する。検査場所は出荷港の機器保管倉庫とする。 

海外調達となる機材の照合検査は、メーカーの責任で実施し、照合検査結果をコンサルタ

ントの検査技術者に提出する。 

4) 機器据付 

機器の現地到着後、業者の調達管理員はコンサルタントの常駐調達監理技術者立会いの下、

機器の外観検査および破損が無いか確認を行う。 

新設鉄塔の建設および既設送電線の切替に際しては、コンサルタントの調達監理技術者が

立ち会い、以下の事項を業者の調達管理員と共に確認する。 

・鉄塔の組み上げ状況の確認 

・既設送電線の切替手順の事前確認 

・図面通りの施工の確認 

変電機器の据付工事開始時、工事の適切な中間時期に合わせ、コンサルタントの調達監理

技術者が立ち会う。変電機器の据え付け工事開始時は、変電機器を据え付ける基礎が図面

どおりに施工されているか確認し、110kV/33kV 変圧器の輸送状態（重力加速度記録計の確

認）や据付状態を確認する。工事の中間時期では、工事工程がスケジュールどおりとなっ

ているか確認すると共に、変電機器が図面どおりに据え付けられているか確認する。 
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5) 調整・試運転 

変電機器が据え付けられ次第、機器の調整および試運転を実施する。検査は調達業者の調

達管理要員が、コンサルタントの常駐監理技術者および調達監理技術者の立ち会いの下で

実施する事とし、メーカー技術者の機器操作による検収に必要な試験を行うと同時に、機

器の機能及び員数確認を行う。 

6) 検収・引渡し 

変電所の調整・試運転が完了し、EDM の運転所員に対する初期操作指導、運用指導が終了し

た段階で検収・引き渡しを行う。 

検収は、EDM の担当者及びコンサルタントの立ち会いの下で実施し、調達業者の調達管理員

及びメーカー技術者が、納入されるすべての機器について、仕様要求どおりの性能及び機

能を備えている事を示し、コンサルタント及び、EDM が確認する。 

調整・運転試験の試験結果を含め、調達業者、コンサルタントおよび EDM で検収結果を確

認した後、「モ」国側へ引き渡しを行う。 

(2) 調達・施工監理計画（施設） 

制御棟および各機器基礎の設計は、納入される機材側からの要求に従い、落札業者によっ

て最終化される事になる。従って、施工開始前の適切な時期に、日本国内において、業者

より最終設計図を提出させ、担当技術者により、これを確認・承認する必要がある。 

施設工事の施工期間中は、施工開始時、施工中の適切な時期、および施工完了時に、日本

人調達監理技術者を現地に派遣し、現地雇用の常駐施工監理補助員と共に、主に以下の監

理業務を行う。 

 品質・工程監理 

 施工図・仕上サンプルの承認 

 各工程毎の検査（掘削地盤の確認、配筋検査など） 

 竣工検査 

3-2-4-5 品質管理計画 

本プロジェクトにおいて、品質管理（管理）上特に留意すべき点は、次のとおりである。 
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(1) 変圧器輸送 

110kV/33kV 変圧器は輸送時に大きな衝撃が加わると変圧器巻線の支持物などに損傷を与え

る恐れがある。輸送中に 110kV/33kV 変圧器にどの程度の衝撃が加わったか確認できるよう、

重力加速度記録計を取り付けて管理する。 

(2) 変圧器 絶縁油管理 

変圧器に封入されている絶縁油は変圧器の絶縁性能を維持するために重要である。変圧器

輸送時の絶縁油はドラム缶などに納めて輸送する必要があり、この際、輸送状態やドラム

缶の状態によっては油に水分が混じる可能性がある。水分が混入した絶縁油を使用すると

絶縁性能が低下し変圧器の破損につながる。このため、絶縁油が変電所建設地に到着次第、

ドラム缶の外観検査を行うとともに、絶縁油の成分を確認して真空浄油器を使って変圧器

に絶縁油を納めるように管理する。 

(3) 遮断器の輸送 

110kV 遮断器は輸送時に大きな衝撃が加わると遮断器操作機構やコンタクタなどを破損す

る恐れがある。輸送中に 110kV 遮断器にどの程度の衝撃が加わったか確認できるよう、重

力加速度記録計を取り付けて管理する。 

(4) 遮断器の管理 

110kV 遮断器のコンタクタ部分は六フッ化硫黄ガスに満たされたタンクに収まっており、こ

の六フッ化硫黄ガスは遮断器の開閉時に発生するアークの消弧や絶縁性能に重要である。

輸送時は一般に六フッ化硫黄ガスのガス圧を下げて運搬し、発電所建設地で六フッ化硫黄

ガスを再充填して規定圧力にする。規定圧力に達しないまま遮断器の運用が開始されれば

遮断器の破損につながるため、遮断器据え付けおよび試運転開始前に六フッ化硫黄ガスの

ガス圧を確認する。 

3-2-4-6 資機材等調達計画 

(1) 機材における資機材調達計画 

本プロジェクトで調達する機材の内、ガス遮断器・主要変圧器は JEC 規格品、SCADA システ

ムは本邦調達とした。一方、汎用性のある変電機器、送電鉄塔、ＰＬＣ装置および配電用

変圧器は、第三国調達とした。機材の仕様は特殊性を含むものとはせず、国内および海外

の変電機器メーカーであれば製作可能な仕様とした。スペアパーツはランプやヒューズな

どの消耗品や変電所所員が比較的簡単に修理できるような遮断器のトリップコイルを納め

るよう仕様書に規定した。 
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変電所の不具合の多くは、一般に変電所が運転を開始して 1 年程度の期間内に発生する事

が多い。このため、変電所の運転開始から 1 年間を瑕疵担保期間として設定し、無償でメ

ーカーの修理が受けられるようにする。 

(2) 施設における資機材調達計画 

｢モ｣国の建築・土木工事においては、コンクリートおよびセメント製品を除き、その殆ど

の資機材を隣国の南アフリカ等からの輸入に依存している。本案件の施設は、｢モ｣国の建

築・土木工事で一般的に市場に流通している輸入資機材での建設が可能であると考えられ

る。 

但し、本プロジェクトは無償資金協力案件として免税措置が取られるため、主要資材（鉄

筋および主要仕上材）の調達においては、主に南アフリカからの第三国調達となる可能性

がある。 

(3) 第三国調達 

本プロジェクトの実施にあたっては、下表 3-11 に示す第三国調達品を想定している。 

表 3-11 第三国調達品リスト 

No. 品目 調達国 備考 

 機材   

 33kV 開閉機器 イギリス、イタリア、

スウェーデン、 

スペイン、ドイツ、

フランス、エジプト、

シンガポール、タイ、

韓国、スリランカ 

現時点で各機材の

調達国を特定する

事はできないが、積

算時に想定した調

達国は左記のとお

り。 

 110kV 監視制御保護盤 

 その他の制御盤 

 非常用蓄電池設備（DC110V） 

 非常用蓄電池設備（DC48V） 

 PLC 通信システム 

 非常用発電機 

 110kV 架空送電用鉄塔 

 無電化村向配電用変圧器 

    

 施設   

 異形鉄筋 南アフリカ  

 金属製品 

(ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄ、ﾏﾝﾎｰﾙｶﾊﾞｰ、ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝなど) 

南アフリカ  

 防水材 南アフリカ  

 鋼製建具 南アフリカ  

 各種仕上材 南アフリカ  
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3-2-4-7 初期操作指導・運用指導計画 

機材の調達業務の一部として、EDM の運転員や保守担当者に対し、変電機器や SCADA の操作

方法、日常点検の方法及び、故障時の初期対応や処置手順などについて、機器メーカーに

よる初期操作指導および、運用・保守指導を実施する。 

なお、本プロジェクトで納入される変電機器は、現在「モ」国で使用されている変電機器

に比して特殊性はなく、SCADA についても既に導入実績があり特殊性はない。このため本プ

ロジェクトでは工事完了後の機器運用維持に係るソフトコンポーネントは不要であると判

断する。 

(1) 初期操作指導 

変電機器および SCADA のそれぞれについて、下記の計画により実施する。 

表 3-12 初期操作指導計画 

機材名称 対象人数 指導日数 指導内容 

変電機器全般 15 名 0.5 日 変電機器の概要 

デットタンク形遮断器 15 名 0.5 日 遮断器の構造 

SCADA 45 名 1.5 日 SCADA システム構成 

ナンプラセントラル、ナンプ

ラ 220、ナミアロ変電所職員

を対象に実施する。 

 

(2) 運転・保守指導 

初期操作指導と同様に下記の計画により実施する。 

表 3-13 運転・保守指導計画 

機材名称 対象人数 指導日数 指導内容 

変電機器全般 15 名 1.0 日 保守点検、維持管理 

故障トラブル時の対応 

デットタンク形遮断器 15 名 0.5 日 同上 

保護継電器 15 名 1.0 日 整定方法、保守点検 

維持管理 

故障トラブル時の対応 

SCADA 45 名 6.0 日 操作方法、保守点検 

維持管理 

故障トラブル時の対応 

ナンプラセントラル、ナンプ

ラ 220、ナミアロ変電所職員

を対象に実施する。 
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3-2-4-8 実施工程 

本プロジェクトの実施工程表を以下に示す。 

 

図 3-18 事業実施工程表 

3-3 相手国側分担事業の概要 

3-2-4-3 項で示した、本プロジェクトにおける日本側と｢モ｣国側の施工区分／調達・据付区

分のうち、主な｢モ｣国側分担事業の概要について以下に述べる。 

(1) 用地の取得・整地 

無償資金協力の原則に従い、用地取得は先方政府責任とする。3-2-4-2（5）1）項でも述べ

たとおり、EDM は既に該当する土地 1.88ha の用地使用を｢モ｣国政府に申請している。G/A

締結後、入札公示前までに EDM はこの用地の使用権を取得し、自生する草木の伐採と整地

を終える必要がある。 

月数

実施設計

入札

月数

機器製作・輸送

施設工事

機器据付工事

61 2 3 4 5 187 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 1811 12 13 14 15 1610

コンサルタント契約内容説明

｢モ｣国政府承認（CREE）

コンサルタント契約・計画内容最終確認

機材仕様等のレビュー・施設詳細設計・入札図書作成

入札図書承認

公示・入札図書配布

見積期間

入札・評価

｢モ｣国政府承認（CREE）

業者契約

（計 4.75ヵ月）

（計 4.25ヵ月）

機器製作図作成・機器基礎設計

機器製作・検査

海上輸送

内陸輸送

準備工事

建屋・基礎建設工事

既設制御回路調査（ナンプラセントラル・ナンプラ220）

送電鉄塔据付工事・仮切替

送電線本切替

機器・SCADA据付工事

33kV配電線（工事用1回線）

機器・SCADA調整試運転

33kV配電線（3回線）

初期操作・運用指導

検収・引渡し

配電用変圧器設置・33kV配電線・低圧配電線(各1需要家向け）

（計 18ヵ月）
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(2) 用地補償 

上記用地内には、違法農耕地が点在しており、用地の取得にあたり、EDM は、農耕地を失う

近隣住民に対し、2-2-3-2 項で述べた用地補償計画に基づいて、入札公示前までに用地の補

償を行う必要がある。 

(3) アクセス道路鉄道横断部の整備 

3-2-4-2 項でも述べたとおり、国道 12 号線からナミアロ変電所建設予定地までのアクセス

ルートには鉄道が通っているため、図 3-19 に示すような鉄道横断部の整備が必要である。

現地調査の結果、この工事は CDN（北部回廊開発公社）により施工される必要があるため、

G/A 締結後、EDM は予算配分をしたうえで、CDN に施工を依頼し、入札公示前までに工事を

完了させる必要がある。 

 

図 3-19 鉄道横断部施工例（国道 12 号線沿に所在） 

(4) フェンス・ゲートの建設 

無償資金協力の原則に従い、ナミアロ変電所のフェンスおよびゲートの建設は EDM が行う

事とする。施工中の保安性を考慮し、本工事は業者契約前に完了しておく必要がある。 

(5) 既存鉄塔の強度検討および補強 

本プロジェクトの変電所は既設送電線を利用して建設される。既設送電線は現況直線状に

張られているが、変電所近傍に新たに建設される鉄塔を介し、最終的に送電線がナミアロ
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変電所に繋ぎ込まれると、この新設鉄塔の次に位置する既設鉄塔に対し、送電線は 2～3度

の角度を持って取り付く事になり、既設鉄塔の荷重条件が変わるため、当該鉄塔の倒壊な

どのリスクがある。 

既設送電鉄塔は「モ」国側で建設したものであり、「モ」国側で設計図面や強度計算書など

を保有しているため、既存鉄塔の強度検討および補強は EDM 側の負担とし、業者契約前ま

でに行う必要がある。 

(6) 無電化村向配電用変圧器の設置・運用に係る工事 

本プロジェクトでは、無電化村向配電用変圧器と配電用変圧器を供与後にすぐに使用でき

るよう、33kV 既設配電線から配電用変圧器までの配電線および配電用変圧器 1 台につき 1

箇所の需要家に供給する低圧配電線を整備する。一般の低圧需要家への接続工事は、EDM 側

の負担とし、業者契約前までに接続工事を設計し、必要な予算を EDM にて確保する必要が

ある。低圧配電線工事は、本プロジェクト完了までに、EDM にて完了する必要がある。 

(7) ナミアロ変電所の運用開始に係る工事 

本プロジェクトでは、110kV から配電線に供給する 33kV の電気を作り出し、各配電線に分

配する開閉器を供与し、さらに 3-2-2-1-3 項で述べた 33kV 配電線（4 回線）を建設する。

これは、日本側の工事によって変電所に設置された 33kV 開閉器 6台のうち４台が使用され

ることを意味し、変電所の運転開始後の需要拡大による、さらなる 33kV 配電線の整備は EDM

側の負担となる。 

(8) 工事完了後のアクセス道路の整備 

3-2-4-2（6）項で述べたとおり、国道 12 号線からナミアロ変電所建設予定地までのアクセ

ス道路に必要な用地を EDM が確保・整地した後、変電所建設工事中の仮設アクセス道路の

整備・維持管理は日本側所掌とするが、これはあくまで変電所の新設に必要な仮設工事の

一部であり、工事完了後の恒久的なアクセス道路の整備・維持管理は EDM の所掌とする。

従って、仮設アクセス道路は本プロジェクトの瑕疵の対象とはならない。 

(9) 免税措置 

現地調査の結果、｢モ｣国における直近の我が国の無償資金協力案件においては、本邦業者

に対する輸入税および VAT は、完全な免税措置が取られるのではなく、輸入税については

関連機関が予算措置をして支払い、VAT については、本邦業者が所定の手続きを経て還付を

得る必要があるとの事であった。従って EDM はコンサルタント契約ならびに業者契約に先
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だち、輸入税の支払いに必要な予算措置や、本邦業者が VAT のスムースな還付手続きを得

るために必要な事前準備を行っておく必要がある。 

(10)CREE承認 

本事業における、コンサルタント契約、および業者契約は、契約締結前に｢モ｣国政府の対

外経済関係委員会（CREE）の承認を得る必要があり、それぞれ約 2 ヵ月の期間を見込んで

いる。EDM は各契約が遅延なく CREE の承認を得られるよう関連機関と調整・連携する必要

がある。 

 

3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

(1) 組織および管理責任部署 

本プロジェクトによりナミアロ変電所が建設された場合、その管理は EDM の送電部門・北

部系統の部門が担当する事になる。 

本プロジェクトの変電所の運転員は北部系統の運転部門から選定することを基本として考

えているが、新規雇用も含めて運用に必要な要員については、EDM が必要な人数を手当てす

る方針であることを確認している。 

 

図 3-20 変電所運転保守組織図 

送電部門

送電線部門

運転部門

保護継電器部門

保守部門

本社

南部系統

送電線

運転

保護継電器

変電機器

通信

SCADA

保守

中東部系統

送電線

運転

保護継電器

変電機器

通信

SCADA

保守

中北部系統

送電線

運転

保護継電器

変電機器

通信

SCADA

保守

北部系統

送電線

運転

保護継電器

変電機器

通信

SCADA

保守
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(2) 運用体制および要員計画 

変電所運転員の勤務は 24時間 3シフト制（a.5:00～13:00、b.13:00～21:00、c.21:00～5:00）

となっている。変電所運転員は 2 名 1 班で 4 班体制の 8 名と予備人員 1 名の合計 9 名で運

転を行う。 

ナンプラセントラルおよびナンプラ 220 変電所については、既に運転員が確保されている。 

(3) 維持管理体制 

本プロジェクトが建設される変電所は北部系統の保守メンテナンスチームによって維持管

理される。北部の保守メンテナンスチームは、ナンプラセントラル変電所を拠点とし、送

電線保守員 16名、保護継電器保守員 5名、通信保守員 2名、変電機器および SCADA 保守員

4名となっている。 

3-5 プロジェクトの概略事業費 

3-5-1 協力対象事業の概略事業費 

(1) 日本側負担費用 

施工・調達業者契約認証まで非公表。  
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(2) ｢モ｣国側負担費用 

｢モ｣国側の負担費用は、調査団の概算により下表 3-14 のとおり約 16.5 千万メティカルと

積算される。 

表 3-14 モ国側費用負担項目とその円換算額 

項目

モザンビーク

メティカル

（Million MZN）

円換算額

（百万円）

ナミアロ変電所建設予定地およびアクセス道

路のクリアランス

0.500 1.500

用地補償 1.200 4.000
アクセス道路上の鉄道横断部の整備費用 0.300 1.000
フェンス・ゲート建設費用 2.700 9.000
既設鉄塔の強度検討および補強 1.800 6.000
既存鉄塔解体材処分費 0.300 1.000
33kV配電線新増設費 3.000 10.000
無電化村向変圧器設置・運用開始に伴う低圧

線工事費

3.000 10.000

家具・備品購入費 0.200 0.750
銀行手数料 0.800 2.500
完工後のアクセス道路整備費用 2.700 9.000
合計 16.500 54.750  

上記には計上していないが、機材調達、施設建設・機材据付工事実施期間中に必要となる

EDM 側の管理・監督スタッフの人件費は別途計上する必要がある。 

また、無償資金協力案件であるため、機材製作期間中に EDM の担当職員が工場検査等に立

ち会う場合には、検査工場（日本もしくは第三国）までの往復交通費、宿泊・滞在費は実

施機関（EDM 側）の負担となるため、これについても必要経費を別途計上する必要がある。 

(3) 積算条件 

積算条件は以下の通りである。 

1) 積算時点 ：平成 26年 6月（第二次現地調査終了月） 

2) 通貨の交換レート ：1 US ドル = 103.22 円 

 ：1 ユーロ = 142.45 円 

 ：1 メティカル（現地貨）= 3.33 円 



 

3-104 

3) 施工・調達期間 

詳細設計、機材の調達、据付工事にかかる期間は、3-2-4-8 項に示した工程表のとおりであ

る。 

4) その他 

積算は日本国政府の無償資金協力の制度を踏まえて実施した。 

3-5-2 運営・維持管理費 

(1) 必要となる費用 

変電所の運営・維持管理要員の人件費として年間 5.7 百万 MZN（約 19 百万円）、修繕費とし

て約 2.7 百万 MZN（約 9百万円）、合計 8.4 百万 MZN（約 28百万円）を計上する。 

表 3-15 ナミアロ変電所の年間の運転維持管理費 

項目 内容 年間費用（百万 MZN） 

運転維持管理人件費 運転員：8名 

電気技術者：1名 

5.7 

修繕費 変電所維持管理 

SCADAシステム3箇所の維持管

理 

2.7 

計  8.4 

 

(2) 予算措置 

上記維持管理費は、EDM の 2012 年の税引前利益の約 3%であり、充分支出可能な金額である。

EDM の損益計算書を下表 3-16 に示す。 
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表 3-16 EDM 損益計算書（2012/2011） 

2012 2011
歳入 8,495,613,933 7,352,388,971
売上原価 2,791,670,628 2,460,513,712
総収入 5,703,943,305 4,891,875,259

人件費 1,693,434,352 1,391,462,519
第3国からの供給品とサービス 2,038,779,398 1,472,902,015
減価償却費と割賦償還 1,421,696,912 1,385,527,781
準備金 306,951,641 248,390,486
その他の収入と営業損失 123,856,873 174,859,143

小計 5,337,005,430 4,323,423,658
営業利益 366,937,875 568,451,601

財務収益 421,028,739 1,046,978,430
財務費用 488,680,811 793,235,769
純財務収益(費用） -67,652,072 253,742,661
税引き前利益 299,285,803 822,194,262

収益税 194,761,993 184,671,152
純利益 104,523,810 637,523,110

金額(メティカル)
項目
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第4章 プロジェクトの評価 

4-1 事業実施のための前提条件 

(1) ｢モ｣国側負担事項の遵守 

本プロジェクトの実施にあたっては、｢モ｣国側負担として合意された事項が遅延なく実施

されることが必要である。そのために EDM は事前に予算を確保し、有能な実施体制を固め、

各負担事項の実施に臨む必要がある。 

4-2 プロジェクト全体計画達成のために必要な相手方投入事項 

プロジェクトの効果を発現・持続するために｢モ｣国側が取り組むべき主な事項は以下のと

おりである。 

1) 有能な運営・維持管理スタッフの配置 

2) 運営・維持管理に必要な予算確保 

4-3 外部条件 

(1) ナカラ回廊地域の継続的な発展 

本プロジェクトの効果が発現・持続されるためには、今後ともナカラ回廊地域における持

続的な経済発展が必要となる。 

(2) チムアラ～ナカラ送電線増強計画の実施 

本プロジェクトは電力マスタープランの中で、北部系統の 400kV 送電線の新設計画に織り

込まれている事業であり、その効果を十二分に発現するには、前述したチムアラ～ナカラ

送電線増強計画の早期完了が期待される。 

(3) 将来の北部電源開発および送配電網強化事業 

チムアラ～ナカラ送電線増強計画が実施・完了されると、本プロジェクトで建設されるナ

ミアロ変電所は北部地域の基幹変電所となる。その後も本変電所が将来にわたりナカラ回

廊地域を含む北部の経済発展に寄与するためには、上述の送電線増強計画のみならず、予

想される需要に見合った北部地域の電源開発と、さらなる送配電網の強化が必要となり、

我が国の支援による関連調査も予定されている。 
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4-4 プロジェクトの評価 

4-4-1 妥当性 

(1) プロジェクトの裨益対象 

本プロジェクトの実施によりナカラ回廊沿いの電化が促進され、地域の貧困削減への貢献

が期待できる。 

(2) 中・長期的開発計画の目標達成への貢献 

4-3 項で述べたとおり、本プロジェクトは電力マスタープランの一部を構成する重要な事業

であり、本プロジェクト完了に続き、中長期的開発計画に資するさらなる開発が計画され

ている。 

(3) 我が国の援助政策・方針との整合性 

我が国は対｢モ｣国への援助基本方針（大目標）として「潜在力を生かした持続可能な経済

成長の推進と貧困削減」を掲げ、その中で以下の重点分野（中目標）を定めている。 

1) 回廊開発を含む地域経済活性化 

2) 人間開発 

3) 防災・気候変動対策 

本プロジェクトの実施は「回廊開発を含む地域経済活性化」という目標に合致し、我が国

の援助方針に整合し、協力の妥当性は高いといえる。 

4-4-2 有効性 

本プロジェクト実施により期待されるアウトプットは下記のとおりである。 

(1) 定量的評価 

本プロジェクトの有効性評価のための定量的効果指標を表 4-1 のとおり設定した。 

表 4-1 定量的効果指標 

指標名 
基準値 

(2014 年実績値) 

目標値(2020 年) 

(事業完成3年後) 

参考(2020 年) 

事業を実施しなかっ

た場合 

1. ナミアロ・モナポ地

区110kV系統の変電設

備容量(MVA)（注 1） 

16 56 16 

2. ナミアロ・モナポ地区

の110/33 kV変圧器の負荷

率（％） 

56 38 131 



 

4-3 

（注 1）変電設備容量は、モナポ変電所およびナミアロ変電所の合計とする。 

(2) 定性的評価 

ナミアロ変電所を新設することにより、ナミアロ地区 33kV 配電線への電力供給能力が強化

されるとともに、モナポ変電所の負荷を一部ナミアロ変電所に切替えることにより、ナミ

アロ・モナポ地区の電力供給能力が向上し、同地区の経済活動及び市民生活の改善に寄与

する。 
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